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近
世
本
百
姓

の
形
成
に
関
す
る

一
考
察

ー
1

相
州
大
住
郡
寺
田
縄
村
を
中
心
に

l
l

門

前

博

之

四 三 こ二 一

は
じ
め
に

戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
け
る
寺
田
縄
村
の
構
成

寛
文
期
に
お
け
る
寺
田
縄
村
及
び
近
隣
諸
村
の
村
落
構
成

「
村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
み
る
近
世
本
百
姓

の
系
譜
と
耕
地
の
分
与

屋
敷
地
の
存
在
形
態
と
耕
地

の
保
有
形
態

a

屋
敷
地
の
存
在
形
態

b

耕
地
の
保
有
形
態

む
す
び
に
か
え
て
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は

じ

め

に

東
海
道
平
塚

駅
か
ら
伊
勢

原
行
き

の
バ

ス
に
乗

る
と

こ
〇
分

足
ら
ず

で
広

々
と
し
た
水

田
地
帯
が
眼
前

に
ひ
ら
け

て
く

る
。
東
方

に
は

相

模
川
が
流

れ
、
西

方
を
淘
綾

地
塊

に
さ
え
ぎ

ら
れ
て

い
る

こ
の
平
野
部

に
は
、
丹
沢
山
地

に
水
源
を
発
す

る
金

目
川

・
鈴

川

・
玉
川
等

の
小
河
川
が
走

り
、

そ
れ
ら

の
小
河
川

は
合
流

し
て
花
水
川

と
な
り
相
模
湾

に
そ
そ

い
で

い
る
。
寺
田
縄
村

は
そ

の
合
流
地
点

よ
り
北
方

純

一
・
五
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
鈴

川

の
右

岸

に
立
地

し
、
村
高

は

－
n
に
千

石
と

い
い
伝

え
ら
れ
て
き

た
村
落

で
あ

る
。

そ

の
支
配

は
、
文
化

(
1

)

八
年

よ
り

二
給
付
と
な

っ
た
が
、
後
述

の
如
く
幕
府

の
寛
文
検
地
が
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
よ
り
す
る
と
、
徳
川
氏
の
関
東
入
国
以
降
天

領
に
編
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。



平
塚
市
金
田
農
業
協
同
組
合
に
は
、
寛
文
五
年

「相
州
大
住
郡
寺
田
縄
郷
御
縄
打
水
張
」
三
冊

・
欠
年

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
・
同

「寺

田
縄
村
絵
図
し
等
旧
寺
田
縄
村

に
関
す
る
史
料
が
数
点
保
管
さ
れ
て
い
る
。
欠
年

の
二
つ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
作
成
年
代
に
つ

い
て
ふ
れ
る
が
、
宝
暦
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
本
百
姓
の
形
成

に
つ
い
て
は
先
学

の
幾
多

の
業
績
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
多
く
は
近
世
本
百
姓
の
形
成
過
程
に
お
い
て
寛
文
期

(
2

)

が

一
画
期

を
な

し
て

い
る
こ
と
を
指
摘

し
て

い
る
が
、
本
稿

で
は
そ
れ
等

の
限

ら
れ
た
史
料
を
検
討
す

る
こ
と
を

つ
う
じ

て
寺

田
縄
村

の

近
世
本
百
姓

の
形
成

を
、
系
譜
的

な
考
察

か
ら
明

ら
か
に
し
、
更

に
、
本
百
姓

の
形
成

に
と
も

な
う
屋
敷
地

の
造
成

お
よ
び
基
本
的
生
産

手
段

で
あ
る
耕
地

の
保
有

形
態

と

い
う
側
面

よ
り
考
察
を
加

え
、

あ
わ
せ
て
、
寛
文
期

に
お
け
る
当
該
地
域

の
村
落
構
成

を
寛
文
検
地
帳

の
分
析

よ
り
み

て
み
た

い
。
史
料
的
限
界

か
ら
以

下
で
行
な

う
考
察

は
復
元

と

い
う
方
法

に
よ
ら
ざ

る
を
得
な

い
が
、
本
稿

は
近
世
本
百

姓

の
形
成

に
関

す
る
史
料

上

の
素
材
提
示
を
目
的

と
す

る

一
レ
ポ

ー
ト
で
あ
り
、
・本
文
中
多
く

の
誤
り
を
犯

し
て

い
る
場
合
も
少

な
く
な

い
と
思

わ
れ
る
。
先
学

諸
賢

の
御

教
示
と
御

叱
正
を

い
た
だ
け

れ
ば
幸
甚

で
あ
る
。

'

な

お
、
本
稿

で
対
象

と
す

る
地
域
は
国
土
地
理
院
発
行

五
万
分

の

…
の
地
形
図

「
藤

沢
」
に
ふ
く
ま
れ

て

い
る

の
で
併

せ

て
参
照
し

て

い
た
だ
け

れ
ば

と
思

う
。
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注(
1
)

雄
山
開
版

「
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」
第
三
巻
三
十
九
ペ
ー
ジ
寺
田
縄
村
の
条
。

以
下
本
文
中

「
相
模
国
風
土
記
稿
」
、

あ
る
い
は
単
に

「
風

土
記
稿
〉
と
略
す
場
ム
ロ
も
あ
る
が
、
す
べ
て
雄
山
開
版
に
よ
る
。

(
2
)

古
く
は
故
藤
田
五
郎

「
本
百
姓
の

一
般
的
形
成
に

つ
い
て
〉

(『
社
会
経
済
史
学
』
十
六
ノ
ー
一
・
三
)
、

永
原
慶
二
・
長
倉
保

「
後
進
‖
自
給
的

農
業
地
帯
に
お
け
る
村
方
地
主
制
の
展
開
」
(『
史
学
雑
誌
』
六
四
一

一
・
二
)
、

木
村
礎
編

「
封
建
村
落
」
等

々
。

又
、
近
年
の
北
島
正
元

「
江

戸
幕
府

の
権
力
構
造
」
で
は
、
本
百
姓
‖
近
世
小
農
の
法
制
的
把
握
で
あ
る
寛
文

の
幕
府
の
総
検
地
を

「
幾
内
幕
領
の
延
宝
総
検
地
と
な
ら
ん
で

近
世
的
村
落
体
制
と
封
建
小
農
の

一
般
的
成
立
を
実
現
さ
せ
た
画
期
的
な
上
地
制
度
の
改
変
」

(
五

一
二
ペ
ー
ジ
)
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
寛
永
期
に
本
百
姓
の

一
般
的
展
開
を
認
め
る
佐

々
木
潤
之
介
氏
は
幕
府

の
寛
文

・
延
宝
期
の
総
検
地
に

つ
い
て

「
小
農
民
自
立
の
結
果
を

直
接
に
把
握
」
し
、
そ
し
て
、
「
小
農
民

の
村
落
共
同
体
を
行
政
単
位
と
し
て
決
定
」
(
以
上
、
体
系
日
本
史
叢
書
2

『
政
治
史
H
』
ー
北
島
正
元

編
一

一
五

一
ペ
ー
ジ
)
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。



一

戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
け

る
寺

田
縄
村

の
構
成

戦
国
期
後
北
条
氏
治
下
に
お
け
る
錨

縄
村
は
、
小
田
原
衆
布
施
弾
正
左
薗

康
則
が
百
七
+
七
纂

の
知
行
を
亙

,
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
永
禄

二
年

「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
に
は
、

「
百
七
拾
七
貫
五
百
弐
拾
四
文

中
郡
寺
手
縄
」

の
如
く
寺
田
縄
村
に
お
け
る

布
施
康
則
の
知
行
高
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
布
施
康
則
は
都
合
四
百
三
十
八
貫
百
八
十
文
の
知
行
高
を
有
し
、
そ
の
ほ
か
鈴
川
を
隔

て

(
2
)

た
隣
村
豊
田
之
内
に
寄
子
給
と
し
て
百
六
貫
文
の
知
行
も
得

て
い
る
。
所
領
高

の
う
ち
で
中
郡
寺
手
縄

の
占
め
る
割
合

は
約

四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
で
最
も
高
く
、

「新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」
に
よ
る
と

村
内

の
蓮
沼
寺
は
知
行
人
布
施
康
則
が

「
己
が
宅
地
を
寺
地
と
し
て
再
興
」

し
た
も

の
と
記
し
、
康
則

の
墓
も
蓮
昭
寺
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
戦
国
期

の
寺
手
縄
に
お

い
て
知
行
人
布
施
康
則
と
そ
の

一
族
は
村
内
で

最
も
強
力
な
権
威
を
有
し
、
大
小
の
名
主
百
姓
に
君
臨

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
田
縄
村

の
戦
国
期
に
お
け
る
構
成
を
明
確
に
把
握

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
後
に
検
討
を
行
な
う

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
よ
り
、
戦
国
期
末
あ
る
い
は
近
世
初
頭
に
寺
田
縄

村
を
構
成

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
名
主
百
姓
に

つ
い
て
み
、
戦
国
期
に
お
け
る
寺
田
縄
村

の
構
成
に

つ
い
て
推
測
を
加
え
よ
う
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
・に
よ
る
と
、
戦
国
期
末
あ
る
い
は
近
世
初
頭
に
お
い
て
寺
田
縄
村
を
構
成

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
名
主
百
姓

は
十
七
名
を
数

え
て
い
る

(第
1
表
)
。

彼
等
の
う
ち
に
は
布
施
姓
を
冠
す
る
も

の
は

一
名
も
お
ら
ず
、

後
北
条
氏

の
滅
亡
と
と
も
に
知

行
人
布
施
氏
は
寺
田
縄
村
か
ら
離
村

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
み
ら
れ
る
十
七
名
の
名
主
百
姓

に
つ
い
て
み
る
と
、
石
塚
姓
を
有
す
る
も
の
が
四
名

(う
ち
、

一
名
は
延
享

年
中
よ
り
石
塚
姓
と
改
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
)
で
最
も
多

い
が
、十
七
名
中
七
名
は

「天
正
十
八
黄
牛
6
百
姓
」
と
肩
書
き
さ
れ
て
お
り
、

(
マ

マ
、

以
ド
同

じ
)

ま
た
、
ま
た
大
坂
あ
る
い
は
小
田
牢
人
と
肩
書
き
さ
れ
た
も

の
が

四
名
存
在
す
る
。
ま
た
、
石
塚
生
井
之
守
に
は
北
条
御
膳
奉
行
、
石
塚

修
理
に
は
御
勘
定
奉
行
と
も
肩
書
き
さ
れ
て
い
る
。
役
職

の
真
野
は
わ
か
ら
な

い
が

い
ず
れ
も
後
北
条
氏
に
家
臣
化
し
て
い
た
こ
と
を
示

(
3

)

す

の
で
あ
ろ
う
。
「
相
模
国
風
土
記
精
し

で
は
、
吉

川
将
監
も
後
北
条

氏

の
家
臣

で
あ

る
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
以
上

の
ほ
か
、
「
村
中
百

姓

衆
中
覚
」

に
み

ら
れ

る
十
七
名

の
名
主
百
姓

の
う
ち
に
は
、
後
北
条
氏

の
知
行

人

の
後
荷
が
存
在
す

る
。
高
橋

主
計

が
そ
れ
で
あ
る
。

「
新

編
相
模
国

風
土

記
稿
」

は
、
高
橋

氏

の
由
緒

に

つ
い
て

「
祖
先

は
工
藤
大
夫
為
憲

よ
り
分
支
す
、
為
憲

四
代

の
孫

、
遠
江
守
維
兼
、

遠

州
相

良

の
地
を
領

す
、
依

て
相
良

を
氏
と
す

る
事

八
代

、
左
近
将
監
頼
之
、
同
国
高
橋

の
館

に
移
住

し
て
、
在
名

を
以

て
氏
を
改
む
、
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第1表 戦国期末 ・遊 離初頭における寺111郷村の構成員

構 成 員 茸 考

議
慧
㌶
㌶
嬬
舗
舗
醐
瓢

生

茂

次

亦

再

久

橋

塚

塚

塚

塚

川

田

川

泉

泉

立

出

宮

木

嶋

宮

里

高

石

石

石

石

石

本

吉

小

小

足

井

二

船

中

二

南

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

知行人、天正18年 δ百姓 く小 旺1原器城後土着〉

北条御膳奉行、天正18正 ㊨百姓

御勘定奉行、天正18年 力百姓 く小別募1落城後土着〉

天正18年 、5百姓

天正18年 δ百姓、本名平野延享年中δZ]塚 と敗る

天正18年 ㊨百姓

天正年中方百姓

く後北条氏家臣、天正18年 小 田原落城後土着〉

元和2年 大坂牢人

元和2年 大坂牢人

寛永より役人

入野飯嶋β引越(知 行人?)

小田原牢人

大坂牢人

注 備考欄には 「村申百姓衆中覚」の記載事項を書 き入れたが、〈 〉内は 「相模国

風土記稿」寺田縄付の条の記載による。

なお、知行人とした者は 「小田原衆所領役儀」.との照合による。

頼
之
十
六
代

の
孫
勘
解
由
豊
麗
、
北
条
早
雲
及
氏
綱

に
属
し
て
軍
功
あ
り
、
其
子
平
左
衛
門
豊
正
は
、
氏

康
民
政
の
二
代
、
天
文

・
永
禄

の
間
、
殊

に
軍
慮
あ

る
を
以
て
、
三
浦
郡
衣
笠
村
に
於

て
、
五
十
貫
文
の

地
を

賜
り
、

又
山
津
村
に
て
寄
子
十
人
、

足
軽
給

分
、

二
十

二
貫
四
百
文
の
地
を
預
り
、
都
て
七
十

二

貫
四
百
文
を
領
す
、
豊
正
の
子
、
勘
解
由
左
衛
門
正

頼
、
小
田
原
浪
路

の
時
流
浪
す
と
云
、
是
当
所
土
着

の
人
な
る
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
が
、
高
橋
平
左
衛

門
が
三
浦
郡
衣
笠
に
五
十
貫
文

・
御
蔵
出
二
十

二
貫

四
百
文

の
知
行
を
得
、
そ
の
ほ
か
、
三
浦
郡
大
津
に

百
五
十
貫
文

の
寄
子
給
を
得
て
い
る
の
を
永
禄

二
年

(4
)

「
小
田
源
衆
所
領
役
帳
」

に
み

る
こ
と
が

で
き

る
。

高
橋
平
左
衛
…門
は
足
軽
衆

で
あ

る
。
高
橋
主
計

の
ほ

か

「
村
中

百
姓
衆
中
覚
」
に
年
代

不
明

で
あ
る
が
、

「
入
野
飯
嶋
∂
引
越
」
と
さ
れ

て

い
る

二
宮
播
磨
に

つ
い
て
も
、

「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」

に

二
宮
播
摩

が
、
入
東
青
柳

に
十

七
貫
文
及
び
御
蔵

出

二
十
貫
文

の
知
行

を
有

し

て
い
る

の
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ

は

同

一
人
な

の
か
同
名
異
人
な

の
か
明
ら

か

で

は

な

い

。以
上

の
ご

と
く
、

「
村
中

百
姓
衆
中
覚
」

に
み
ら
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れ
る
十
七
名
の
名
主
百
姓

の
う
ち
、
戦
国
期
後
北
条
氏
治
下
に
お
い
て
、
そ
の
知
行
人
で
あ

っ
た
も
の
が

一
名
、
知
行
人
で
は
な
い
が
家

臣
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が

三
名
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、

彼
等
は
戦
国
期
以
来
寺
間
縄
村
に
在
地
し
て
い
た
の
で
は
な

く
、
天
正
十
八
年
後
北
条
氏
滅
亡
以
降
に
寺
田
縄
村
に
土
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

高
橋
氏
に

つ
い
て
は
、

「新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」

の
・記
載
を
先
き
に
掲
げ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
高
橋
氏
は
遠
州
相
良
に
出
自
を
も

ち
、
早
雲

の
時
よ
り
代

々
後
北
条
氏
に
仕
え
、
天
正
十
八
年
後
北
条
氏
滅
亡
後
勘
解
由
左
衛
門
正
頼
の
代
に
寺
田
縄
村
に
土
着
し
た
と
あ

る
。
吉
川
氏
に
つ
い
て
も

「
風
土
記
稿
」

は
そ
の
由
緒
を
掲
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
吉
川
氏
も
早
雲

の
時
よ
り
代

々
後
北
条
氏
に

(
5
)

仕

え
、
後

北
条

氏
滅
後
将

監
貞
経

の
代

に
寺
田
縄
村

に
十
着

し
た
と
あ

る
。
石
塚
氏

に

つ
い
て
は
詳

し

い
由
緒

は
明

ら
か
で
な

い
が
、
同

じ
く

「
風
土
記
稿

し

の
旧
家
権
兵
衛

の
項

に

「
先
祖

は
石
塚
修
理
と
称

し
、
小
田
原
北
条

氏

の
家
臣
た
り
、
破
家
滅

亡
の
後
、
此
地

に
住

せ
し
」

と
あ
り
、
石
塚
修
理

は
後
北
条

氏
滅

亡
後
寺

田
縄
村

に
土
着

し
た
と
記

し
て

い
る
。
石
塚
生
井

之
守
及
び
石
塚
右
近
も
、
彼
等
が

石

塚
姓
を
名
乗

っ
て

い
る
と

こ
ろ
か
ら
す

る
と
、
修

理
同
様

天
正
十
八
年
以
降

に
寺

田
縄
村

に
土
着

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
村
中

百
姓
衆
中

覚
」

に
み
ら

れ
る

一
七
名

の
名
主

百
姓

の
う
ち
、
後
北
条
氏

の
旧
臣

で
あ

っ
た
君

た
ち
は
、
以
上

の
ご

と
く
後
北
条

氏
滅

亡
後
寺
田
縄
村

へ
土
着

し
て

い
る
の
で
あ

る
が
、

そ

の
外

の
名
主

百
姓

は
戦
国
期
以
来
寺
田
縄
村

に
居
住

し
て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

高
橋

主
計

・
石
塚
修

理

・
吉

川
将
監
等
と
同
様

そ
の
外

の
者

に
も

「
天

正
十

八
寅
年
6
百
姓
」
・
「
小
田
原
牢

人
」

と
肩
書

き
さ
れ

た
り
、

あ

る

い
は
、

「
大
坂
牢

人
」

と
肩
書

き

の
あ

る
者

も
存
在

す

る
が
、
後

に
み
る
ご
と
く
、
高
橋

主
計

・
石
塚
修
理

・
吉
川
将
監
等

か

つ
て

の
後
北
条

氏

の
旧
臣

の
屋
敷
が
L
字

形

の
道

に
沿

っ
て
整
然

と
並
ん

で

い
る
の
に
対

し
、
彼
等

の
屋
敷

の
多

く
は
、
寺
田
縄
村

の
知
行

人

布
施
康
則

が
天
正

一
一年

「
己
が
宅
地
を
寺
地

と
し
て
再
興
」

し
た
蓮

昭
寺

に
同
心
14
状

に
点
在

し
た
り
、

そ
の
後
方

に
不
規
則

な
集
村
状

を

な
し

て
存
在

し
て

い
る
。

こ
の
屋
敷

の
存
在
形
態

の
差
異

は
、
土
着

の
歴
史
的
隔

た
り
に
基
づ

く
と
考

え
ら
れ

る
。

「
村
中

百
姓
衆
中
覚
」

に
は
、
戦
国
期

よ
り
寺
田
縄
村

に
居
住

し

て

い
た
と
考

え
ら
れ
る
も

の
も

ふ
く

め
て
、
明
ら
か
に
記
載
さ
れ

て

い
な

い
も

の
が
存
在

す
る
が
、
そ
れ
等

は
多
く

て
も

二

・
三
名

と
推
定
さ

れ
る

の
で
、
戦
国
期

に
お
け

る
寺

手
縄
を
構
成

し
て

い
た
名
主

百
姓

は
十
五
名
前
後

で
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
。

彼
等

の
多
く

は
知
行
人
布
施
康
則

に
寄
子
と

し
て
統
轄
さ
れ

て
い
た
と
考

え
ら
れ

る
。
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?注
)

東
京
市
史
外
編

「集
註
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
(東
京
市
役
所
編
)
に
よ
る
。
以
下
、
「
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」
は
本
書
に
依
拠
す
る
。
な
お
、



布
施
康
則
の
知
行

の
記
載
を
掲
げ
る
と
次
の
ご
と
し

も
同
じ
)
。

一

布
施
弾
正
左
衛
門

(
康
則
)

百
七
拾
七
貫
五
百
弐
拾
四
文

中
郡

け
貫
文

同

四
拾
貫
四
百

五
拾
文

同

百
五
拾
貫
文

豆
州

以
上
三
百
九
拾
壱
貰
九
百
七
拾
四
文

」.

}

都
人
〔
四
百
一二
拾
八
ぷ貝
百
八
拾
文

此
外
丁目
山ハ
貫
‥又
典
蝋
田
之
内
為
…奇
↓す
給
被
下

(
頭
注
及

び
そ

の
他

の
注
記

は
略
し

、
必
要
な
も

の
は
括
弧
で
示
し
た
。
以
下

の
掲
載
方
法

寺
手
縄

白
根
之
内
お
は
さ
匁
分

板
戸

小
坂

元
田
申
知
行

(
2
)

注
ω
参
照

(
3
)

注
㈲
参
照

(
4
)

・高
橋
平
左
衛
門

の
知
行
の
記
載
は
次
の
ご
と
し
。

一

高
橋
平
左
衛
門

五
拾
貫

衣
笠

(
三
浦
郡
)

廿
弐
貫
四
百
文

御
蔵
出

足
脳
漿

二
付
而
前

々
無
役
但
出
銭
着
到
可
為
本
役

一
百
五
拾
貫
文

大
津

(
三
浦
郡
)
高
橋
寄
子
十
人

(
5
)

苫

開
版

薪

編
目

目

詰

稿
」
笙

一璽

+
八
↑

ジ
寺
爾

村
の
条
の
旧
家
の
記
載
で
士
、
川
氏
の
霧

は
、
、大
織
冠
鎌
足
の
後
胤
、

工
藤
炎

為
憲
の
次
子
・
駿
河
守
時
理
七
代
の
孫
、
左
莞

景
議

州
吉
川
郷
に
住
し
、
其
孫
左
衛
門
尉
経
義
親
王

。
川
を
氏
と
す
、
夫
よ
差

扇
允
姦

⊥

露

下

等
・
婁

相
続
し
、
信
盛
の
子
、
将
監
宿
継
、
初
て
北
条
曇

に
属
し
、
肉
漿

賃

.
治
部
蕎

良

政

.
将
監
貞
経

迄
、
四
代
北
条
氏

の
旗
下
に
列
し
、
天
正
十
八
年
小
田
原
落
城
の
後
、
貞
経
当
村
に
土
着
」
す
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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'

二

寛
文
期
に
お
け
る
寺
田
縄
村
及
び
近
隣
諸
村
の
村
落
構
成

戦
国
期
に
お
け
る
寺
田
縄
村
は
、
知
行
人
及
び
十
五
名
前
後

の
名
主
百
姓
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
天
正
十
入
牢
後
北
条
氏
の

滅
亡
後
か

つ
て
の
後
北
条
氏

の
旧
臣
が
寺
田
縄
村
に
十
着

し
て
構
成
員
は
二
〇
名
前
後
と
な

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
が
、
知
行
人
の
離

村

と
近
世
初
頭
に
お
け
る
か
つ
て
の
後
北
条
氏
旧
臣
の
土
着
は
寺
田
縄
村
に
大
き
な
変
動
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。

寺
田
縄
村
に
は
、
寛
文
五
年
十
月
坪
井
次
右
衛
門
代
飯
塚
清
右
衛
門
等
に
よ

っ
て
検
地
が
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
、
そ
の
時
の
検

地
帳

(「相
州
大
住
郡
寺
田
縄
郷
御
縄
打
水
帳
」
三
冊
)
よ
り
寺
田
縄
村

の
村
落
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
、

あ
わ
せ
て
近
隣
諸
村

の
村
落

構
成
に
つ
い
て
同
じ
く
寛
文
検
地
帳
を
中
心
に
考
察
し
、
各
検
地

の
農
民
把
握

の
方
法
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

(
1

)

寺
田
縄
村

の
寛
文
検
地
は
、
津
久
井
郡
や
武
州
多
摩
郡
上
成
木
村
に
施
行
さ
れ
た
幕
府

の
寛
文
検
地
と
異
な
り
、
耕
地
は
田
畑
と
も
三

等
級
に
区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
分
附
記
載
は
上
記

の
検
地
と
同
様
全
く
み
ら
れ
な

い
。
第

二
表
は
寺
田
縄
村
の
寛
文
検
地
帳

の
集
計
結
果

を
表
示
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
名
請
人
は
五
十
六
名
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。

ま
ず
、
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
た
寺
田
縄
村

の
耕
地
面
積
に

つ
い
て
み
て
み
る
と
、
総
耕
地
面
積
は
八
十
四
町
四
反
九
畝
余
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
田
で
あ
り
、
し
か
も
上

・
中
田
で
田
面
積

の
八
十

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
寛
文

当
時

に
は
既
に
良
好
な
水
田
稲
作
村
落
と
し
て
寺
田
縄
村
は
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

五
十
六
名

の
名
請
人
に

つ
い
て
み
る
と
、
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
は
弥
兵
衛
で
、
五
町
余

の
耕
地
保
有
を
行
な

っ
て
い
る
。
弥
兵
衛

は
か
っ
て
の
後
北
条
氏
の
家
臣
で
、
後
北
条
氏
滅
亡
後
寺
田
縄
村

の
土
着
し
た
吉
川
将
監

の
子
孫
で
あ
る
。
こ
の
弥
兵
衛
を
含
め
て
三
町

以
上
の
大
綬
な
耕
地
保
有
者
が
九
名
存
在

し
て
い
る
が
、
耕
地
保
有
面
積
よ
り
村
落
構
成
を
み
て
み
る
と
、

一
町
五
反
四
反
以
上

の
耕
地

保
有
者
が
三
十
三
名
で
全
体

の
五
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
反
以
下
の
零
細
な
耕
地
保
有
者
は
九
名
で
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
町
五
反
以
上

の
村
内
上
層

の
耕
地
保
有
者
は
十
四
名
で
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
と
な

っ
て
い
フ0
。
四
反
以
下
の
隷
細
な
耕
地
保
有
者

の
村
内
に
占

め
る
梱削
合
は
低
く
、

一
町
五
反
～
四
反
以
上

の
耕
地
保
有
者
が
寺
田
縄
村

の
中
核
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

屋
敷
地

の
塩
詰
に

つ
い
て
み
る
と
、
筆
数

で
は
三
筆
屋
敷
地
を
名
請
し
て
い
る
も
の
が
最
高
で
あ
る
が
、

三
筆
屋
敷
地
を
有
す
る
者
は

七
名
み
ら
れ
る
そ
れ
等

の
う
ち
弥
兵
衛
外
三
名
は
い
ず
れ
も
三
町
以
上
の
耕
地
保
有
者
で
あ
る
。
無
屋
敷
名
請
人
は
、

一
町
以
上

の
耕
地

70
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76.26(

76.17(

74.21(

73、15(

64.23(

67.09(

62.07(

62.03(

50.(

49.15(

48.09(

26.07(

35.15(

34.23(

30.07(

28.28(

24、15(

13.13(

11.13(

5.18(

103.26(

21.28(

27.03(

8)

5)

7)

18)

8)

6)

8)

6)

3)

3)

7)

6)

4)

2)

2)

3)

1)

2)

2)

1)

8)

2)

1)

8,449.24(822)

8,449.28

3.27(

6.10(

9.21(

5.10(

7.23(

1)

1)

2)

4)

3)

D

D

D

12.24(

1.(

29.02(

め

D

16.22(

5.(

D15,08(

D

D

7.08(

20.(

67.04(

62.09(

61.08(

63,17(

55.07(

62.24(

46.27(

61.03(

20.28(

44.28(

48.09(

8.07(

30.15(

34.23(

30.07(

24.15(

3.17(

1.12(

6)

3)

4)

13)

4)

5)

6)

5)

2)

2)

7)

1)

3)

2)

2)

1)

1)

1)

・,・3…5(214)1

1,130.19

96.18(

1.28(

27.03(

7)

1)

1)

{・ ・872・22(554)

1・ …2・22

 

D

D

D

D

D

D

D

5.25(

7.28(

3.22(

4.18(

1.23(

4.15(

2.16(

D

D

4.17(

11.08(

13.20(2)

D
、
D

D

9.26(

10.01(

5.18(

446.17(54)

446.17

37蒋 左 衛iifl

38庄 兵 衛

39金 左 衛 門

・{O伝 左 衛(yj

・t1九 兵 衛

42半 兵 衛

43源 兵 衛

44半 三 郎

45市 左 衛 門

46源 左 衛 門

47善 兵 衛

48八 左 術 阿

49角 兵 衛

50五 郎 兵 衛

51多 左 衛 凹

52孫 方三衛 門

53寸 ・右 衛 ド}]

54八 兵 衛

55五 兵 衛

56"吉 左 衛 門

57宝]il三1境

58蓮 沼 寺

不 明(虫 クイ)

合 計

検地帳上の合計

注(1)面 積 の単位 は畝。以下嚢中 にお ける面積単位 はいず れ も畝。

(2)()iy」}k竺fX・ 糞k。

を
有
す
る
惣
左
衛
門
を
ふ
く
め
て

九
名
存
在
し
て
い
る
が
、
後
に
明

ら
か
な
ご
と
く
惣
左
衛
門
及
び
九

反
余

の
耕
地
を
有
す
る
市
郎
左
衛

門
は
隠
居
で
あ
り
、
角
兵
衛
∵

五

郎
兵
衛

・
十
右
衛
門
は
寛
文
検
地

を
契
機
に
零
細
な
耕
地
の
保
有
を

(2
)

認
め
ら
れ
た
と
理
解
せ
ら
れ
る
。

寛
文
検
地
帳
の
分
析
か
ら
寺
田

縄
村

の
農
民
構
成
に
つ
い
て
み
る

と
以
上

の
如
く
で
あ
る
。

「村
中

百
姓
衆
中
覚
」
か
ら
推
察
さ
れ
る

近
世
初
頭
に
お
け
る
寺
田
縄
村
の

構
成
員
は
二
〇
名
前
後
で
あ
る
か

ら
、
寛
文
検
地
の
名
請
人
数
は
そ

の
二
倍
以
上
に
達

し
て
い
る
。

こ

の
構
成
員

の
増
大
は
、
名
主
百
姓

あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
と
範
疇
づ

け
ら
れ
る
発
き
に
み
た
十
七
名
の

各
経
営
内
に
埋
没
し
て
い
た
血
縁

関
係
を
有
す
る
農
民
や
あ
る
い
は

隷
属
∵農
民
が
、
寺
田
縄
村
の
用
水
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源
と
な

っ
て
い
る
金
目
川

の
安
定
化
に
と
も
な
う
耕
地

の
生
産
力
的
上
昇
に
さ
さ
え
ら
れ
て
成
長
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
が
、

一
町
五

反
～
四
反
の
耕
地
保
有
農
民
が
村
落
構
成

の
中
核
と
な
り
、
寺
田
縄
村
は
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
標
準
的
近
世
村
落
と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
又
、
寛
文
検
地
に
把
握
さ
れ
た
寺
田
縄
村

の
耕
地
と
集
落
を
み
る
と
、
耕
地
は
東
西
に
細
長

い
長
方
形
を
な
し
て
統

一
さ
れ
、
錯
落
は
そ
の
西
方
に
位
置
し
て
い
る
。
金
目
川

の
安
定
化
に
と
も
な
う
村
内

の
用
排
水
路
の
整
備
は
、
高
橋
主
計

・
石
塚
修
理

・
吉
川
将
監
等
後
北
条
氏
旧
臣
の
土
着
と
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
と
推
察
さ
れ
る
が

(後
述
)
、

次
に
寺
間
縄
村
に
近
隣
す
る
赫

々
の

寛
文
期
に
お
け
る
村
落
構
成
に
つ
い
て
同
じ
く
寛
文
検
地
帳
を
中
心
に
考
察
し
、
各
検
地

の
農
民
把
握
の
方
法
に

つ
い
て
検
討
し
ょ
う
。

(3
)

第
三
ー

一
表
は
、
寺
田
縄
村
に
近
隣
す
る
四
ケ
村

の
階
層
構
成
を
寛
文
検
地
帳

の
分
析
よ
り
耕
地
保
有
面
積
か
ら
示
し
た
も
の
で
あ
る

(寺
川
細
粒

に
つ
い
て
も
併
せ
て
表
示
し
て
お

い
た
)
。
寺
田
縄
村

の
位
置
す
る
地
域
は
旗
本
領
や
小
田
原
藩
領
等
が
錯
綜
し
あ

っ
て
い
る

が
、
四
ケ
村

の
検
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
徳
延
村
は
寺
田
縄
付
と
同
じ
検
地
役
人
に
よ
る
幕
府

の
検
地
、
北
金
目
村
は
礒
谷
四
郎
左
衛
門

等
を
検
地
役
人
と
す
る
譜
代
大
名
青
山
氏
の
検
地
、
南
金
目
村
及
び
下
橘
沢
村
は
渡
辺
郷
左
衛
門
を
惣
奉
行
と
し
て
施
行
さ
れ
た
小
田
原

藩
稲
葉
氏

の
検
地
で
あ
る
。
第
三
-

二
表
に
各
村

の
耕
地
面
積
を
検
地
帳

の
奥
書
よ
り
掲
示
し
た
が
、
み
ら
れ
る
ご
と
く
稲
葉
氏
の
検
地

で
は
耕
地
が
四
等
級
に
わ
け
ら
れ
、
他
と
耕
地

の
位
附
け
が
異
な

っ
て
い
る
。

さ

て
、
第
三
ー

一
表
を
み
る
と
、
徳
延
村
及
び
下
橘
沢
村
の
階
層
構
成
は
、

一
町
五
反
～
四
反
の
耕
地
保
有
者
層
が
村
落
の
中
核
を
な

し
寺
田
縄
村
と
同
様

の
階
層
構
成
を
示
し
て
い
る
が
、
南
金
目

・
北
金
目
両
村
は
寺
田
縄
村
等
と
は
著
し
い
村
落
構
成
の
差
異
が
み
ら
れ

る
。

こ
の
差
異
は
両
肘
相
互
の
出
入
作
や
あ
る
い
は
検
地
の
農
民
把
握
の
方
法
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
順
次
各
村

の
構
成
に
つ

い
て
み
て
い
こ
う
。

徳
延
村
は
寺
田
縄
村
よ
り
南
方
約

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
金
目
川

・
鈴
川

・
玉
川
が
合
流
す
る
地
点

の
右
岸
に
立
地
し
て
い
る
。
総
耕
地
面

積
は
三
十

四
町
四
反
三
献
余
で
、
そ
の
う
ち
田
が
十
六
町
七
反
余
、
畑
が
十
五
町
四
反
余
と
田
畑
の
面
積
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
上
田

・
上
畑
が
と
も
に
多

い
。
徳
延
村

の
寛
文
検
地
の
名
請
人
は
三
十

一
名
で
あ
る
。
村
内
で
最
高
の
耕
地
保
有
者
は
甚
左
衛
門
で
四
町
三
反

四
散
余

の
耕
地
を
名
請
し
て
い
る
が
、
三
十

一
名
に

つ
い
て
耕
地
保
有
面
積
よ
り
階
層
別
に

つ
い
て
み
る
と
、

一
町
五
反
以
上
の
耕
地
保

有
者
は
八
名
で
名
請
人
全
体
の
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
町
五
反
以
上
四
反
ま
で
が
十
六
名
で
五
十
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
反
以
下
の
零
細

な
耕
地
保
有
者
が
七
名
で
二
十

ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
構
成
を
示
し
て
い
る
。

一
町
五
反
以
下
四
反
ま
で
の
耕
地
保
有
者
の
村
内
に
占
め
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第3-1表 寛文期における寺「[1縄付および周辺数ケ村の階似構成

＼ ＼ 村 名

＼'＼、、

徳 延 村 北金目村 南金目村 下橘沢村 寺田縄付
・輿」賦 一 呈

代
A 一 一 一 一

、

、＼

'＼

∀
、

寛文6年 寛文4年 寛文5年 寛文5年 寛文5年
面 積 ・、　 一

LOOO～ 1'

『

900～1,000
'

1'

800～900 1

700～800 2

9%
1 3%

600～700 1 2

500～600 2 .' ' 1}2%

400り)500 1' 4(2)、 3' 6、

300～400 7(1) 4 2

)26% >23% >14% >23%
200～300 3 2 9 1 2

150～200 4、 9(3), 4(2)、 、}・% 3、

100～150 7(1) 9(3)' 10(1)' 5、 15(1)'

90～100 1 1 2(1) 5(1) 1(1)

80～90 2 2(2) 5(2) 3 3

70～80 2 >52% 4(3) 39% 4 >29% 11(1) 68% 5 >59%

60～70 2(1) 3(2) 3 1 4(1)

50～60 2(1) 5(1) 7(1) 2(1)

40～50 2〆 8(5)、 13(7)、 6, 2(1)!

30～40 、 3(3)' 16(11)' 8(3)' 4(3)

20～30 2(1)>22% 1(1)>29% 6(4)>54% 3(2)>29% 2(1)16%

1～20 5(2)、

一

18(16)ノ 54(22)、 5(4)、 3

一 挙一 }
'一 台一

名 請 人 合 計31100%75100%142100%56101%56100%
_一 、一 一 一 一 一 、∨ 〔一 一一

難屋敷登録人 5 42 51 129

'

注(1}面 積の単位は畝 。

(2)各 村 とも寺社を除いて作表 した。
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～ド 布面 リミイ寸
|

421.12

186.

183.11

157.21

948.M

1,078.06

488.18

684,18

388.06

2,639.18

179.24

4ケ イ寸 の4ジ1・」Ulilii'&!{

北 金 目村{ 1乎…i金IEI窄 ナ

3,313.16

2,503.29

1,540.16

7.358.01

2,621.01

1,746.15

1,134.07

5,501.23

2,286.03

1,714.06

2,337.29

444.13

6,782.21

1,279.28

1,334.15

3,190.

192.04

1,006.17

657.051 462.11

第3-2表

一
村徳

1,206.11

369、09

103.

1,678.25

上 川

中 ト1-1

下 川

下 々川

計

 

田

1,080.24

304.08

ユ59.

1,544.02

 

夷

灯

灯

炎々

計

上

中

.下

下

畑

屋 敷 地1 220'・221 657・051 1
総 面 ∋ ・・・…19レ3・516・2gl・3・25…gl 3,767.26

注{1)面 積の単位は畝。

② 北金 昌村の田方を除いて、いずれも検地帳上の奥書きより作表。

る
割
合
は
寺
田
縄
村
よ
り
若
干
少
な

い
が
、
こ
の
階
層
が
村
内
の
中

核
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
右

の
数
値
よ
り
う
か
が
え
よ
う
。

徳
延
村

の
寛
文
検
地
帳
上

の
無
屋
敷
名
請
人
は
玉
名
で
あ
る
。
玉

名

の
う
ち
二
名
は
六
反
以
上
の
耕
地
を
名
請
し
て
い
る
が
、
三
名
は

三
反
以
下
の
零
細
な
耕
地
保
有
者
で
あ
る
。
徳
延
村
に
は
検
地
帳
と

(
4

)

同
年
代
の
名
寄
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
検
地
帳
で
は
屋

敷
地

の
み
の
登
録
人
と
な

っ
て
い
る
善
兵
衛

は
記
載

さ
れ

て
お
ら

ず
、
そ
の
屋
敷
地

(四
畝
十
七
歩
)
は

]
町
九
献
の
耕
地
保
有
農
民
、

次
郎
兵
衛

の
名
請
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
。
名
寄
帳
と
検
地
帳

上

の
耕
地
あ
る
い
は
屋
敷
地
の
名
請
の
相
違

は
こ
の

一
例
以
外
に
は

認
め
ら
れ
な

い
ρ
猶
、
屋
敷
地
を
最
も
多
く
名
請
す
る
も
の
で
も

三

筆
で
あ
り
、
そ
の
名
請
人
は
卿
名
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も

一
町
以
上

の
耕
地
保
有
農
民
で
あ
る
。

下
橘
沢
村
は
淘
綾
地
塊
東
端
の
山
間
に
位
置
し
て
お
り
、
耕
地
の

七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
畑
地

で
あ
る
。
下
構
沢
村

の
西
方
に
は
上

橘
沢
村
が
隣
接
し
て
い
る
が
、
錯
雑
と
し
た
出
入
作
関
係
は
後
に
み

る
南
北
両
金
目
村

の
ご
と
く
み
ら
れ
な
い
。
下
横
沢
村

の
寛
文
検
地

名
請
人
は
五
十
六
名
で
あ
る
が
、
名
請
人
に
つ
い
て
徳
延
村
同
様
保

有
耕
地
面
積
よ
り
階
層
別
に
み
る
と
、

一
町
五
反
以
上
の
耕
地
保
有

者
は
二
町

一
反
九
献
余
を
名
請
し
て
い
る
作
左
衛
門
と

一
町
八
反

一

畝
余
を
名
請
し
て
い
る
勘
左
衛
門

の
二
名
で
あ
り
、
こ
れ
は
名
請
人

全
体

の
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

】
町
五
反
以
下
四
反
ま
で
の
耕
地
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保
有
者

は
三
十
八
名

で
全
体

の
六
十

八
パ

ー
セ

ン
ト
、

四
反
以
下

の
零
細

な
耕
地
保
有
者

は
十
六
名

で
全
体

の
二
十
九
パ
ー

セ
ン
ト

の
如

く
で
あ

る
。

下
橘
沢
村

の
無

屋
敷
登
録
人

は
十

二
名

で
あ
る
が
、

そ

の
う
ち
九
名

は
三
反
以

下
の
零
細

な
耕
地
保
有
者

で
あ
る
。
無
屋
敷

登
録
人
数

の
名
請

人
全
体

に
占

め
る
割
合
を
寺

田
縄
村

・
徳
延
村

に

つ
い
て
み
る
と
両
村

と
も
十
六
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ

る
が
、
下
橘
沢
村

が

二
十

一

パ

ー

セ
ン
ト
と
若

干
割
合

の
高

い
の
は
、
無

屋
敷
登

録
人
に
上
橘

沢
村

か
ら

の
入
作
者

が
数
名

ふ
く

ま
れ
て

い
る
た
め

で
あ
ろ
う
。

し
か

し
、
細
入
作
関
係

が
錯
雑

と
し
た
も

の
で
は
な

い
こ
と
は
無
屋
敷

登
録

人
数

よ
り
理
解

さ
れ

よ
う
。
な

お
、
屋
敷
地

を

一
筆
以
上
名
請
し

て

い
る
名
請

人

は
作
左
衛
門

一
名

(
三
筆

‖
八
畝

二
十

五
歩
)

で
あ
り
、
他

の
屋
敷
地
名
請

人
は

い
ず
れ
も

一
筆

で
あ
る
。

以
上
、
寺

田
縄
村

に
近
隣

す

る
徳
延

・
下
稲
沢

両
社

の
寛
文
期

に
お
け
る
村
落
構
成

を
検
地
帳

よ
り
み
て
き
た
。
第

三
ー

一
表

に
よ

っ

て
春
材

の
耕
地
保
有

を
子
細

に
み

る
と
、
寺
田
縄

・
徳
延
両
肘

で
は

一
町
五
反
～

一
町

の
耕
地
保
有
者
が
、
下
構

沢
村

で
は
八
～
七
反

の

耕
地

保
有
者
が
多

い
が
、

こ
れ
等

三
ケ
村

は

一
町

五
反

～
四
反

の
耕
地
保
有
農
民
が

村
落

の
中
核

と
な

っ
て
い
る
こ
と

で

共
通

し
て
い

る
。

こ
の
階

層

の
村
内

に
占

め
る
割
合

は
平
野
部

の
寺
田
縄

・
徳
延
両
村

よ
り
も
山
間

の
下
橘
沢
村

の
ほ
う
が
む
し

ろ
高

い
数
値
を
示

し

て

い
る
が
、
次
に

み
る
南
北

両
金

目
村

は
以
上

の
諸
村

と
く
ら

べ
村
落

構
成

に
著

し
い
相
違

が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
五
師
以
上

の
大
規

模

な
耕

地
保
有

者
も
多

い
。

南

金
日

・
北
金

目
同
村

は
寺
田
縄
村

の
西
方
約

一
・
五
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
に
位
置

す
る
と

い
わ
ゆ
る
山
付
き

の
村

落

で
あ
る
。
戦
国
期
後
・

北

条
氏
治

下
に
お

い
て
は

こ
の
両
肘

は
金
目
郷

と
し
て
統
括

さ
れ
、
江

戸
廻
衆
筆
頭
遠

山
丹
波
守
綱
景
が

五
百
六
拾
貫
文

の
知
行
を
領
す

(
5

)

る
と

こ
ろ
で
あ

っ
た
。
第

三
ー

一
表

に
よ
る
と
南
北

西
金

日
村

に
無

屋
敷

登
録

人
が
著

し
く
多

い
が

、
そ
の

一
因
は
、
戦
国
期
以
降
伏
在

し

て
い
た
出
入
作

関
係
が
検

地

に
よ

っ
て
明
確

に
把
握

さ
れ
た
結
果

で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
慶
長
九
年
と
推

定
さ
れ
る
伊
奈
備
前
守

(
6

)

の
花
押
及
び
黒
印
の
あ
る

「辰
十
月
十
日
」
附

の
年
貢
割
付

に
よ
る
と
南
金
目
村
は
南
金
目
郷
と
称
呼
さ
れ
、
慶
長
九
年
当
時
南
金
目
村

は
北
金
日
村
と
は
独
自
に
年
貢
賦
課
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
広
汎
に
零
細
な
耕
地
保
有
農
民
や

隷
属
農
民
が
取
り
立
て
ら
れ
、
出
入
作

の
把
握
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
近
世
村
落
と
し
て
の
南
金
目
村
の
展
開
は
寛
文
検
地

を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

南
金
目

・
北
金
目
両
肘

の
総
耕
地
面
積
は
、
南
金
目
村
が

=
二
二
町
余
、
北
金
目
村
が

一
三
五
町
余
と
ほ
ぼ
等
し
い
が
、
寛
文
検
地

の
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総

名
請
人
数

は
南
金
日
村

が

一
四

二
名

、
北

金
目
村

が
七
十
五
名
と
南
金

目
村

の
総
名
請

人
数

は
北
金
目
村

の
二
倍

に
近

い
。

「
風
土
記

稿
」

に
よ

っ
て
両
肘

の
民
戸
数

を
み
る
と
、
南
金

目
村

は
九
十

四
戸
、
北

金
目
村

は
六
十
三
戸
と
南
金
目
村

の
ほ
う
が
同
様

に
多

い
の
だ

が
、

し
か
し
、

こ

の
寛
文
検
地
帳

の
名
護
60
人
数

の
差

異
は
、
直

ち
に
入
作
農

民
が
南
金
目
村

の
方

に
多

い
こ
と
を
示
す

の
で
は
な
く
、
両

肘

の
寛
文
検
地

の
農

民
把
握

の
方
法

に
起

因
し

て

い
る
と
考

え
ら

れ
る
。
寛

文
検
地

に
お
け
る
南
金

目
村

の
屋
敷
地
名
請
人
数

九
十

一
名

が
、

風

土
記
稿
」

の
民
戸
数
と
ほ
ぼ

哀

し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
北
會

村

の
藁

地
名
数
人
数
三
+
三
名
は
そ
の
約
半
数

で
し
か

な

い
こ
と
も
、
両
村

の
寛
文
検
地

の
農
民
把
握

の
方

法

に
よ

っ
て

い
る
と
理
解
さ
れ
る
が
、
以
下
か
か
る
点

を
中
心

に
考
察

を
加

え

て
い

こ
う
。

南
北
両
金

目
村

は
相

互

に
出
入
作
関
係
が

あ
る
た
め
、
検
地
帳

を
個

別
に
分
析

し
た
第

三
ー

一
表

か
ら
は
個

々
の
農

民

の
耕
地
保
有

に

・

び

む

つ
い
て
は
明
ら

か
で
は
な

い
が
、
先
ず
南
金

目
村

の
寛
文
検
地
帳

の
分
析
結
果

か
ら
み
よ
う

南
金
目
村

の
寛

文
検
地

帳

に
は

一
四

二
名
が
名
請

さ
れ
、

そ

の
中

五
十

一
名

は
無
屋
敷
登
録

人
と
な

っ
て

い
る
。
耕

地
保
有

よ
り

一
四

二
名

の
名
請

人
に

つ
い
て
み

る
と
、

そ
の
五
四
パ

ー
セ

ン
ト
が
四
反
以

下

の
零
細

な
耕
地
保
有
者

で
あ
る

一
方
、

五
町
以
上

の
大
規
模

な
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耕
地
を
保
有
し
て
い
る
者
が
西
名
存
在

し
て
い
る
。
そ
の
中
村
内
で
最
高
の
耕
地
保
有
者
で
あ
る
喜
兵
衛
の
所
持
耕
地
は
北
金
目
村

へ
の

入
作
耕
地
を
合
わ
せ
る
と
㌫

町

道

四
畝

二
歩

(村
内
九
町
七
反
±

歩
)
に
も
達
す
る
.
(鏑
葺

村

の
北
嘗

村
か
ら
の
入
作
耕
地

面
積
や
農

民
数

は
明
確

に
把
握
す

る
こ
と

は
で
き

な

い
が
、
北
金
目
村

の

「
南
金
目
村

田
方
水
帳

」

(寛

文
五
年
)

に
よ
る
と
、
九
町

一

反
九
献
余

(
一
〇

四
筆
)

の
田
が
北
金

目
村

か
ら
の

入
作

で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ

る
。
名
請

人
は
十

一
名

で
あ
る
。

な
お
、
畑
方

の
入
作

に

つ
い
て
は
明

ら
か
に
し
え

て
い
玲

・

と

こ
ろ
で
、
南
金
目
村

の
検
地
帳

に
は
同
じ
稲
葉
氏
の
検
地
で
あ
る
下
橘
沢
村

の
検
地
帳
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
分
附
記
載
が
広
汎
に

み
ら
れ
る
。
第
三
-

一
表
で
は
分
附
関
係
を
捨
象
し
て
分
附
百
姓
を

一
応
独
立
し
た
名
請
人
と
し
て
作
表
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
分
附

記
載
に

っ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

こ
の
検
討
は
大
規
模
な
耕
地
保
有
農
民
の
農
業
経
営

の
あ
り
方
を
知
る
手
掛
り
と
な
ろ
う
。

南
金
目
村

の
検
地
帳
に
分
附
と
し
て
耕
地
を
名
請
し
て
い
る
者
は
七
十
四
名
に
の
ぼ
る
。

こ
の
分
附
百
姓
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
が
第

四
表
で
あ
る
。
分
附
百
姓
と
し
て
検
地
帳
上
に
現
出
し
て
い
る
名
請
人
七
十
四
名

の
う
ち
、
四
十
七
名
は
分
附
百
姓
と
し
て
の
み
名
請
さ

れ
て
お
リ
、
そ
の
中
十

二
名
は
分
附
で
屋
敷
の
み
を
名
請
し
て
い
る
が
、

二
〇
名
は
分
附
地
の
み
で
無
屋
敷
と
な

っ
て
い
る
。
南
金
日
村



第4表 南金{ヨ村の分'附百姓の内訳

一 一{
主作地も有する者27名

一 一{欝=竺ii

の
無
屋
敷
登
録
人
五
十

一
名

の
約
四
割
は
こ
の
層
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
あ
る
。

第
三
ー

一
表
中
に
分
附
地
を
有
す
る
者
を
み
る
と
、
五
町
以
上

の
耕
地
を
保
有
す
る
階
層
に

一
名
、
五
師

～

一
町
五
反

の
階
層
に
玉
名
、

一
町
五
反
～
四
反
の
階
層
に
十
六
名
、
四
反
以
下
層
に
五
十
二
名

の
如
く
で

あ
る
が
、
五
反
以
下
の
耕
地
保
有
者
八
十
九
名

の
う
ち
四
十
六
名
は
分
附
地
の
み
の
名
請
人
と
し
て
登
録
さ

れ
た
者
で
あ
る
。
分
附
主
と
な

っ
て
い
る
者
は
二
十
九
で
あ
る
が
、
そ
の
中
四
名
は
北
金
目
村
の
農
民
で
あ

る
。
そ
の
外

の
二
十
五
名

の
分
附
主
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
三
ー

一
表
中

二
町
以
上
の
耕
地
保
有
者
と
な

っ

て
い
る
者
の
う
ち
の
十
六
名
、
七
反
以
上

二
町
ま
で
の
耕
地
保
有
者
の
う
ち
の
玉
名
、
四
反
以
下
の
耕
地
保

有
を
行
な

っ
て
い
る
者

の
う
ち
の
四
角
が
そ
れ
で
あ
る
。
北
金
目
村

の
分
附
主
に
つ
い
て
み
る
と
三
名
は
七

町
以
上
の
耕
地
を
村
内
に
保
有
し
、
他

の

一
名
は

一
町
余
の
耕
地
を
同
じ
く
村
内
に
有
し
て
い
る
。

分
附
百
姓

・
分
附
主
に

つ
い
て
概
観
す
る
と
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
分
附
関
係
は
全
体
的
に
み
る
と
、

一

人
の
百
姓
に
固
定
的
で
は
な
く
散
り
懸

っ
た
様
相
を
呈
し
、
ま
た
、
分
附
百
姓
と
な

っ
た
も

の
で
も
上
層
農

民
が
数
名
み
ら
れ
、
下
層

の
耕
地
保
有
者
も
上
層
農
民

の
分
附
主
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
こ
の

様
な
分
附
関
係
を

一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第

四
表
に
み
る
ご
と
く
屋
敷
地
を
分
附
で
名
請

す
る
者
が
多

い
こ
と
に
注
目
し
、
か
か
る
分
附
記
載
よ
り
分
附
関
係
の
内
容
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

村
内
に
五
町
以
上
の
耕
地
を
保
有
し
て
い
る
西
名
は
い
ず
れ
も
幾
多
か
の
名
請
人
の
分
附
主
と
な

っ
て
い

る
が
、
そ
れ
等

の
分
附
百
姓

に
つ
い
て
み
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①

喜
兵
衛

(名
請
地
九
町
七
反
十

一
歩
、
ヶ
ち
屋
敷
地

二
反
大
敵

二
〇
歩
⊥

三
筆
)
を
分
附
主
と
す
る

分
附
百
姓
は
六
名
。
そ
の
各

々
の
分
附
地
面
積
を
み
る
と
五
畝
余
が
最
高
で
あ
る
。
六
名
の
分
附
百
姓

の
屋

敷
地
は
い
ず
れ
も
喜
兵
衛
分
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
中

二
名
は
喜
兵
衛
分

の
屋
敷
地
の
み
の
名
請
人
で
あ

る
。
分
附
百
姓

の
全
角
請
地
は
与
左
衛
門
が
最
高

で
八
反
六
畝
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
外

二
反
代
が

一
名

で
残
り
の
西
名
は
い
ず
れ
も

一
反
以
下
と
喜
兵
衛

の
分
附
百
姓
は
零
細
な
耕
地
保
有
者
が
多

い
。
与
左
衛
門

は
喜
兵
衛
分

の
屋
敷
地

の
外
に
屋
敷
地

三
筆
を
名
請
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に

一
筆
は
北
金
目
村

の
久
右
衛
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門
を
分
附
主
と
し
て
い
る
。
又
、
全
角
請
地
が
九
畝
余
の
三
右
衛
門
は
屋
敷
地
を
他
に

一
筆
有
す
る
が
、
こ
れ
は
村
内
四
番
目

の
耕
地
保

有
者
小
左
衛
門
を
分
附
主
と
し
て
い
る
。

②
三
郎
兵
衛

(名
請
地
七
町
五
反
三
畝
十
三
歩
、
う
ち
屋
敷
地

一
反

一
畝
八
歩
11

一
筆
)
を
分
附
主
と
す
る
分
附
百
姓
は
四
角
。
そ
の

各

々
の
分
附
地
面
積
は
最
高
が
大
敵
余

で
あ
る
。
西
名
中

三
名
の
屋
敷
地
は
三
郎
兵
衛
の
分
附
と
な
り
、
う
ち
二
名
は
三
郎
兵
衛

の
分
附

と
し
て
の
み
現
出
し
て
い
る
。
そ
の
名
請
地
は
と
も
に

一
反
に
満
た
な
い
。
他

の
屋
敷
地
分
附
百
姓
は
全
.名
請
地
を

一
町
六
反
余
有
し
て

い
る
。
そ
の
三
郎
兵
衛
分

の
耕
地
は
屋
敷
地
を
含
め
二
畝
余
で
あ
る
。
屋
敷
地
を
三
郎
兵
衛
を
分
附
主
と
し
な
い
者

一
名
は
全
名
請
地
三

反
余
で
そ
の
う
ち

三
献
が
三
郎
兵
衛

の
分
附
地
と
な

っ
て
い
る
。

三
郎
兵
衛
は
分
附
百
姓
と
し
て
も
現
出
し
て
お
り
、
全
名
請
地
中
七
反

一
畝
余

の
耕
地
が
、
三
畝
余

の
名
請
地
し
か
有
さ
な
い
無
屋
敷

登
録
人
の
分
附
地
と
な

っ
て
い
る
。

③
弥
左
衛
門

(名
請
地
六
町
七
反
八
畝
十
六
歩
、
う
ち
屋
敷
地

一
反
三
献
六
歩

‖
三
筆
)
を
分
附
主
と
す
る
分
附
百
姓
は
十

一
名
。
そ

の
各
々
の
分
附
地
面
積

は

一
反
六
畝
余
が
最
高
で
あ
る
。
弥
左
衛
門
の
分
附
百
姓
個

々
の
合
名
請
地
は

一
町
四
反
余

の
耕
地
保
有
者

一
名

を
除
く
と
四
反
余
が
最
高

で
あ
る
。
屋
敷
地
が
弥
左
衛
門
を
分
附
主
と
し
て
い
る
者
は
玉
名
で
あ
る
が
、
そ
の
中
三
名

の
屋
敷
地
は
弥
左

衛
門
の
分
附
と
し
て
の
み
現
わ
れ
て
い
る
。
他

の
二
名
は
弥
左
衛
門
分

の
屋
敷
地

の
外

一
筆
つ

つ
屋
敷
を
名
請
し
て
い
る
。
弥
左
衛
門

の

分
附
屋
敷
地

の
み
の
名
請
人
は
二
名
で
あ
る
が
、
そ
の
中

の

一
名
は

「門
之
者
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
屋
敷
地

三
筆

(
七
畝

二
十
八
歩
)
を
弥
左
衛
門
の
分
附
で
名
請
し
て
い
る
が
、
名
前
は
検
地
帳
上
に
記
入
さ
れ
て
い
な

い
。
弥
左
衛
門
の
分
附
百
姓
十

一
名
中

玉
名
は
無
屋
敷
登
録
人
で
あ
る
が
、
五
名
中

二
名
は
弥
左
衛
門

の
分
附
百
姓
と
し
て
の
み
零
細
な
耕
地
を
名
請
し
て
い
る
。
全
角
請
地

一

町
四
反
余

の
農
民

の
屋
敷
地
は
弥
左
衛
門
の
分
附
と
は
な
っ
て
い
な

い
が
、
そ
の
屋
敷
地
三
筆

の
う
ち

一
筆
は
三
町
程

の
耕
地
保
有
者

の

分
附
と
な

っ
て
い
る
。

④
小
左
衛
門

(名
請
地
六
町
六
反
九
献
三
歩
、
う
ち
屋
敷
地

一
反

一
献
十
二
歩
‖

一
筆
)
を
分
附
主
と
す
る
分
附
百
姓
は
二
十
四
名
で

他
に
安
養
寺

の
屋
敷
地
が
小
左
衛
門

の
分
附
と
な

っ
て
い
る
。
小
左
衛
門
は
最
も
多
く
の
分
附
百
姓
を
有
し
て
い
る
が
、
二
十
四
名

の
分

附
百
姓
に
つ
い
て
個
々
の
全
名
請
地
を
み
て
み
る
と
、

一
町
～
四
町
台
の
名
請
地
を
有
す
る
も

の
が
三
名
、
四
反
～

】
町
の
者
が
玉
名
、

残
り
の
十
六
名
は
全
名
請
地
が
四
反
以
下
と
零
細
で
あ
る
。
個

々
の
分
附
地
面
積
を
み
る
と
三
反
八
畝
余
が
最
高
で
十
五
名

の
小
左
衛
門
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の
分
附
地
は

一
反
以
下
で
あ
り
、
分
附
地
面
積
は
前
三
者

の
場
合
と
同
様
零
細
で
あ
る
。

二
十
四
名
の
分
附
百
姓
の
う
ち
、
小
左
衛
門
の

分
附
百
姓
と
し
て
の
み
腰
上
に
現
わ
れ
て
い
る
者
は
七
名
で
、
う
ち
三
名
は
小
左
衛
門
分

の
屋
敷
地
の
み
の
名
請
人
で
あ
る
。
彼
等

の
名

請
地
は

い
ず
れ
も
四
反
以
下
で
あ
る
。
小
左
衛
門
の
分
附
百
姓
と
し
て
の
み
現
出
し
て
い
る
者
の
外
、
屋
敷
地
を
小
左
衛
門

の
分
附
と
し

て
い
る
者
が
六
名

い
る
。
彼
等

の
全
名
請
地
は
四
反
～

一
町
ま
で
の
者
が
四
名
、
四
反
以
下

の
者
が

二
名
で
こ
の
う
ち
の

一
名
三
右
衛
門

は
他
に
屋
敷
を

一
筆
名
請
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
喜
兵
衛
を
分
附
主
と
し
て
い
る
。

以
上
、

村
内
に
五
町
以
上
耕
地
を
有
す
る

四
名

の
分
附
百
姓
に

つ
い
て
み
て
き
た
。

分
附
関
係
は
複
雑
で

一
律
に
は
規
定
し
え
な
い

が
、
屋
敷
地

の
分
附
が
多

い
こ
と
の

一
端
は
以
上
で
理
解

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
喜
兵
衛
は
六
名

の
屋
敷
地
の
分
附
主
と
な
り
、
三
郎
兵
衛

は
三
名

の
屋
敷
地

の
分
附
主
と
な
り
、
弥
左
衛
門
は
玉
名
の
分
附
主
と
な
り
、
小
左
衛
門
は
九
名
の
屋
敷
地

の
分
附
主
と
な

っ
て
い
る
。

屋
敷
地

の
分
附
百
姓

の
う
ち
に
は
数
筆

の
屋
敷
地
を
有
し
、
そ
の
分
附
主
を
異
に
す
る
場
合
も
あ
る
。
又
、
零
細
な
名
請
地
で
も
分
附
主

が
必
ず
し
も
固
定
的
に
は
な

っ
て
い
な
い
が
、
屋
敷
地
を
分
附
で
名
請
し
て
い
る
者
の
全
名
請
地
面
積
は
零
細
な
者
が
多

い
。
南
金
目
村

の
検
地
帳
上
で
屋
敷
地
を
分
附
で
名
請
し
て
い
る
者

の
数

は
四
十
八
名
に
の
ぼ
る
が
、
全
名
請
地
は
五
反
以
上
の
者
六
名
、
五
反
～
二
反

の
者
九
名
、
二
反
以
下
の
者
三
十
三
名
の
如
く
で
、

二
反
以
下
三
十
三
老
中

二
十
四
名

(う
ち
、
屋
敷

の
み
の
分
附
百
姓
十

一
名
)
は

一

反
に
も
満
た
な
い
零
細
な
耕
地
保
有
者
で
あ
る
。

こ
の
様
な
零
細
な
屋
敷
地
分
附
百
姓
は
ど
の
様
な
性
格
を
も

つ
農
民
で
あ
ろ
う
か
。

村
内
三
番
目
の
耕
地
保
有
者
弥
左
衛
門
の
分
附
百
姓
に
つ
い
て
記
述
し
た
際
、
弥
左
衛
門
の
屋
敷
地
分
附
百
姓
と
し
て
の
み
登
録
さ
れ

て
い
る
農
民

の
う
ち
に
名
前
も
記
載
さ
れ
ず
唯

「門
之
者
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
名
請
人
の
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
か
か
る
例
及

び
後
述
す
る
北
金
目
村

に

「
前
地
」
が
存
在
す
る
こ
と
よ
り
推
す
と
、
屋
敷
地
分
附
百
姓
は

「
門
之
者
」
及
び

「前
地
」
の
ご
と
き
隷
属

的
農
民
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
門
之
者
」
及
び

「前
地
」
は
譜
代
下
人
等
に
く
ら
べ

一
軒

の
屋
敷
に
居
住
し
、

一
家
族
を
構
成
す

る
比
較
的
独
立
度
の
高

い
隷
属
農
民
と
考
え
ら
れ
る
が
、
戦
国
期
以
降
名
主
百
姓
経
営
内
に
埋
没
し
て
い
た
彼
等
が
南
金
目
村
で
は
屋
敷

地
分
附
百
姓
と
し
て
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
広
汎
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
屋
敷
地
分
附
百
姓
に
は
三
町
四
反
七
畝

余

の
名
請
地
を
有
す
る
農
民

(久
左
衛
門
で
彼

の
屋
敷
は
北
金
目
村
長
右
衛
門
を
分
附
主
と
し
て
い
る
)
も
存
在

し
、
又
、

一
町
以
上
の

名
請
地
を
有
す
る
農
民
も
そ
の
外
四
角
存
在
す
る
の
で
屋
敷
地
分
附
百
姓
を

一
律
に

「門
之
者
」

・

「前
地
」

の
ご
と
き
隷
属
農
民
と
規

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
屋
敷
地

の
み
の
分
附
百
姓
、
及
び
、
零
細
な
耕
地
を
名
請
す
る
屋
敷
地
分
附
百
姓
は
そ
の
様
な
性
格

の
隷
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属
農
民
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
等
は
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
公
的
地
位
を
与
え
ら
れ
た
が
、
し
か
し
、
屋
敷
地
の
み
の
分
附
百
姓

は
も
と
よ
り
零
細
な
耕
地
保
有
し
か
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
彼
等
は
、
村
内
に
大
規
模
な
耕
地
を
有
す
る
旧
来

の
親
方
的
百
姓
に
そ
の
経
営

を
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
た
で
あ
ろ
う
。

南
金
目
村

の
寛
文
検
地
帳

の
主
に

屋
敷
地

の
分
附
記
載

の
検
討
を

通
じ
、

南
金
目
村

で
は

寛
文
検
地
に
よ

っ
て

「門
之
者
」
や

「前

地
」

の
ご
と
き
隷
属
農
民
が
広
汎
に
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
推
測
し
た
が
、
北
金
目
村
で
は
寛
文
検
地
に
よ

っ
て

「前
地
」
が
検
地
帳

の
名
請
人
と
し
て
取
り
立

て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
戦
国
期
に
は
金
日
郷
と
し
て
統
括
さ
れ
て
い
た
北
金
目

・
南
金
目
両
肘
も
検
地

帳
を
通
じ
て
み
た
場
合
隷
属
農
民

の
自
立
は
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
次
に
北
金
目
村

の
検
討
を
行
な
お
う
。

第

三
ー

一
表
に
よ

っ
て
北
金
目
村

の
村
落
構
成
を
み
て
み
る
と
、
十
三
町
三
反
五
畝
余

の
名
請
地
を
有
す
る
久
右
衛
門
を
最
高
に
五
町

以
上
の
耕
地
保
有
者
が
七
名
で
名
請
人
全
体

の
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
五
町
～

一
町
五
反
の
耕
地
保
有
者
は
十
七
名

で
二
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
.

一
町
五
反
～
四
反
の
耕
地
保
有
者
は

コ
十
九
名
で

三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
、

四
反
以
下
が

二
十

二
名

で

二
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
如
く
で
あ

る
。
名
請
人
七
十
五
名

の
う
ち
四
十
二
名
は
無
屋
敷
登
録
人
で
あ
る
が
、
無
屋
敷
登
録
人
は
九
反
以
下
の
耕
地
保
有
者
に
多
く
、
四
反
以

下
の
耕
地
保
有
者
で
は
二
十

二
名
中

二
〇
名
が
無
屋
敷
登
録
人
と
な

っ
て
い
る
。
南
金
目
村
の
場
合
、

「
門
之
者
」
が
分
附
で
あ

っ
て
も

屋
敷
地
名
請
人
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
隷
属
的
農
民
が
広
汎
に
検
地
名
請
人
と
し
て
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
従

っ
て
、
屋
敷

地
名
請
人
と
は
な
り
え
ず
零
細
な
耕
地
保
有
の
み
を
認
め
ら
れ
た
者
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
北
金
目
村

の
場
A口
、
無

屋
敷
登
録
人
の
多
く
は
南
金
目
村
か
ら

の
入
作
農
民
で
あ
る
。

(
10

)

北
金
目
村

の
検
地
帳
上
に
お
け
る
南
金
目
村

の
入
作
分
を
書
き
抜

い
た
と
思
わ
れ
る

「北
金
目
村
田
畑
水
帳
写
」
に
よ

っ
て
南
金
目
村

か
ら

の
入
作
状
況
に

つ
い
て
み
る
と
、
耕
地
面
積

で
は
田
二
十
二
町

一
反
六
畝
余
、
畑
十

一
町
五
反
九
畝
余
、
屋
敷
八
畝
余

(
一
筆
)
が

南
金
目
村

の
入
作
耕
地
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
金
目
村

の
総
耕
地
面
積

の
約

二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
同
帳
の
名
請
人
数
は
四
十
三
名

と
寺
が

一
ケ
寺
で
、
名
請
人
数
は
北
金
目
村

の
無
屋
敷
登
録
人
数

四
十
二
名
よ
り

一
名
と

一
ケ
寺
多

い
。
又
、
名
請
人
名
が
北
金
目
村

の

検
地
帳
上

の
名
請
人
名
と
異
な
る
場
合
も
あ
る
。

「北
金
目
村
水
帳
写
」
は
表
紙
に

「寛
文
四
年
辰
五
月
」
と
あ
る
が
、
本
帳
は
明
ら
か

に
後
年
に
写
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
様
な
相
違
は
本
帳
が
筆
写
さ
れ
た
年
代

の
耕
地
所
持
者
を
名
請
人
と
し
て
記
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。
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北
金
目
村

の
検
地
帳
上

の
無
屋
敷
登
録
人
名
及
び
そ
の
名
請
地
面
積
と

「北
金
目
村
水
帳
写
」

の
名
詩
人
名
及
び
そ
の
名
請
地
面
積
と

を
照
合
す
る
と
、
そ
の
両
方
が
全
く

一
致
す
る
も
の
は
十

二
名

に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
北
金
目
村

の
無
屋
敷
登
録
人
で
同
帳

の
名
請
人

と
全
く
同

一
耕
地
面
積
を
有
す
る
者
、
又
、
同
帳
の
名
請
人
の
名
請
地
と
ほ
ぼ
同

一
か
そ
の
農
繁
か
を
名
請
し
て
い
る
無
屋
敷
登
録
人
等

も

「
北
金
目
村
水
帳
写
」
が
後
年
の
名
請
人
を
も

っ
て
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
南
金
目
村
か
ら
の
入
作
農
民
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

こ
の
様
な
視
点

か
ら
北
金
目
村

の
無
屋
敷
登
録
人
に
つ
い
て
み
る
と
、
四
十

二
名
中
三
十
四
名

の
無
屋
敷
登
録
人
は
南
金
目

村
か
ら
の
入
作
農
民

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
先
き
に
述

べ
た
階
層
別
に
み
て
み
る
と
、
五
町
～

一
町
五
反
の
耕
地
を
有
す
る
無
屋

敷
登
録
人
六
名
中
六
名
、

一
町
五
反
～
四
反
の
無
屋
敷
登
録
人
十
六
名
中
十

一
名
、
四
反
以
下
の
無
屋
敷
登
録
人

二
十
名
中
十
七
名

の
如

く
で
あ
る
。

一
町
五
反
以
上
の
保
有
耕
地
を
有
す
る
無
屋
敷
登
録
人
は
い
ず
れ
も
南
金
目
村

か
ら
の
入
作
農
民
で
あ
り
、
又
、
零
細
な
耕

地
を
有
す
る
無
屋
敷
登
録
人
の
多
く
も
入
作
農
民
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
北
金
目
村

の
無
屋
敷
登
録
人
の
多
く
は
南
金
目
村
か
ら
の
入
作
農
民
と
理
解
さ
れ
る
と
同
時
に
北
金
目
村

の
検
地
帳
に
は

自
村

の
零
細
農
民
あ
る
い
は
隷
属
農
民
が
積
極
的
に
名
請
人
と
し
て
登
録
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
屋

敷
地

の
名
請
よ
り
み
て
み
よ
う
。

南
金
目
村

の
検
地
帳
は
他

の
稲
葉
氏

の
検
地
と
異
な
り
屋
敷
地
等

の
分
附
記
載
が
み
ら
れ
た
が
、
北
金
目
村

の
青
山
氏
の
検
地
で
は
各

名
請
人
の
屋
敷
地
筆
致
が
多

い
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。
屋
敷
地
の
筆
致

は
上
層
農
民
に
多
い
が
、
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
久
右
衛
門
は

屋
敷
地
だ
け
で
も

一
六
筆

(
一
町
四
反
七
畝

二
十

一
歩
)
を
有
し
て
い
る
。
屋
敷
地
を
三
筆
以
上
有
す
る
名
請
人
を
階
層
別
に
み
て
み
る

と
、
五
師
以
上
の
耕
地
保
有
者

で
は
久
右
衛
門
を
除
く
と
、
九
筆

一
名

・
入
筆

三
名

・
七
筆

一
名

・
三
筆

一
名
で
あ
り
、
五
町
～

一
町
五

反
で
は
四
筆

一
名

・
三
筆

四
名
、

一
町
五
反
～
四
反
で
は
玉
筆
が

一
名
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
町
五
反
～
四
反
の
耕
地
保
有
老
中
玉
筆

の

屋
敷
地
を
有
す
る
者

の
合
名
請
地
面
積
は
四
反
五
畝
余
で
あ
る
が
、
四
反
以
下

の
屋
敷
地
保
有
農
民
二
名

の
屋
敷
地
は
い
ず
れ
も

一
筆
・で

あ
る
。
以
上

の
如
く
北
金
目
村
に
は
屋
敷
地
を

一
名
で
幾
筆
も
名
請
し
て
い
る
者
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
等

の
屋
敷
地
に
は
自
己
の
居
住

す
る
屋
敷
地

の
ほ
か

「前
地
」
等
隷
属
農
民
の
屋
敷
地
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
11

)

北
金
目
村
に
は
元
禄
十
二
年
の
宗
門
人
別
帳
が
あ
る
。
元
禄
十

一
年
九
月
に
北
金
目
村
は
七
給
支
配
と
な
る
が
、

こ
の
宗
門
人
別
帳
は

そ
の
う
ち
の
渥
美
氏

の
知
行
地
に
関
す
る
も

の
で
あ
り
、
北
金
目
村
全
体
に
つ
い
て
の
宗
門
人
別
帳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
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(注

て
渥
美
氏
支
配
下
に
お
け
る
名
主
次
郎
右
衛
門
と
四
名

の
農
民

の
家
族
構

成
等
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
主
次
郎
右
衛
門
は
検
地
帳
上
に

六
町
六
反
三
献
余

の
耕
地
を
名
請
し
て
い
る
次
郎
右
衛
門
の

一
・
二
世
代

後
の
者
で
あ
ろ
う
。
次
郎
右
衛
門
は
入
筆

四
反

一
畝
余

の
屋
敷
地
を
有
し

て
い
る
が
、
宗
門
人
別
帳

に
よ
る
と
次
郎
右
衛
門
は
五
軒
の
前
地
を
抱
え

て
お
り
、
寛
文
検
地
帳
上
の
入
筆

の
次
郎
右
衛
門

の
屋
敷
地
の
う
ち
玉
筆

は
前
地
の
住
居
す
る
屋
敷
地

で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次

郎
右
衛
門
及
び
五
軒

の
前
地
の
家
族
構
成
を
図
示
し
た
が
、
元
禄
当
時
の

次
郎
右
衛
門
の
家
族

は
、
長
女
な

つ
は
出
戻
り
で
あ
る
の
で
直
系
三
代
よ

り
な
る
比
較
的
単
純
な
家
族
構
成
を
示
し
て
る
。
次
男
以
下
は
奉
公
や
養
、

子
に
で
て
在
村
し
て
お
ら
ず
長
子
儀
左
衛
門
に
は
傍
系
家
族
も
存
在
し
て

い
な
い
。
前
地

の
家
族
も
夫
婦
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
五
軒

の

前
地

の
う
ち
長
左
衛
門
は
妻
及
び
子
供
と
共
に
奉
公
に
出
て
お
り
元
禄
当

時
在
村
し
て
い
な
い
。
次
郎
右
衛
門
は
前
地
の
ほ
か
非
血
縁

の
譜
代

・
下

女
を
抱
え
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
譜
代
玉
名
、
下
女
八
名

で
あ
る
。
譜
代

・
下
女

の
う
ち
三
名

の
者
は
血
縁
関
係
を
も

っ
て
い
る
。
譜
代

・
下
女
合

計
十
三
名

の
う
ち
四
名
は
奉
公
に
出
て
お
り
在
村

し
て
い
な
い
。

な
お
、
元
禄
の
宗
門
人
別
帳
に
お
け
る
次
郎
右
衛
門
以
外
の
西
名
の
家

族
構
成
は
夫
婦
を
中
心
と
す
る
四
～
六
名

の
小
家
族
と
な

っ
て
い
る
。

元
禄
十

二
年

の
宗
門
人
別
帳
に
よ

っ
て
次
郎
右
衛
門
と
そ
の
前
地
の
家

族
構
成
や
譜
代

・
下
女
に

つ
い
て
概
括
し
た
。
前
地
及
び
譜
代

・
下
女

の

幾
多
か
は
奉
公
等
に
出
て
お
り
、
彼
等
は
元
禄
当
時
次
郎
右
衛
門
の
農
業
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経
営
に
は
参
加
し
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
る
ゆ
前
地
の

一
つ
は
家
族
が
ば
ら
ば
ら
に
奉
公
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
三
〇
数
年
以
上

の
寛
文

検
地
施
行
当
時
に
は
次
郎
右
衛
門
の
前
地

の
数
は
あ
る
い
は
五
軒
を
少
し
上
回

っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

寛
文
検
地
帳
上
に
次
郎
右
衛
門
は
入
筆

(
四
反

一
畝
余
)

の
屋
敷
地
名
請
人
と
し
て
現
出
し
て
い
た
が
、
以
上

の
如
く
少
く
と
も
八
筆

中

玉
筆

は
前
地

の
屋
敷
地
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
譜
代
と
下
女
が
家
族
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
前
地
に
比
し
隷

属
性
が
強

い
と
考
え
ら
れ
る
譜
代
の
屋
敷
地
も
八
筆
中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
次
郎
右
衛
門
は
六
町
六
反
三

献
余
の
耕
地
を
有
す
る
村
内
六
番
目
の
耕
地
保
有
者
で
あ
る
が
、

こ
の
例
か
ら
十
六
筆

(
一
町
四
反
七
畝
余
)
の
屋
敷
地
を
有
す
る
久
右

衛
門
を
は
じ
め
村
内
上
層

の
名
請
人
の
幾
筆

か
の
屋
敷
地

の
多
く
は
、
検
地
帳

の
名
請
人
た
り
え
な
い
前
地
等
隷
属
農
民
の
居
住
す
る
屋

敷
地
で
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
筆
程
度

の
屋
敷
地

の
場
合
、
そ
の
中
に
は
自
立
し
え
な
い
分
家
筋
の
農
民
や
あ
る
い
は
隠

居

の
屋
敷
地
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

南
金
日
村

の
検
地
帳

で
は
屋
敷
地

の
分
附
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
分
附
屋
敷
地
名
請
人
の
多
く
は
北
金
目
村

の
前
地
等
隷
属
農
民
に
相

当
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
が
し
、
南
金
日
村

で
は
隷
属
耕
民
が
分
附
で
あ

っ
て
も
屋
敷
地
を
名
請
し
た
り
、
又
、
零
細
な
農
地
を
名
請
す
る

こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
金
目
村

の
前
地
は
屋
敷
地
名
請
人
に
も
な
り
え
ず
、
又
、
零
細
な
耕
地
保
有
を
認
め
ら
れ
た
に

し
て
も
そ
の
数
は
極
め
て
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
発
き
に
述

べ
た
南
金
目
村

か
ら
の
入
作
農
民

の
比
定
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、
五

地
以
上
の
大
規
模
な
耕
地
保
有
者
七
名

の
屋
敷
地
絵
筆
数
が
五
十
九
筆

で
あ
る
の
に

一
町
五
反
以
下
の
耕
地
保
有
者
を
と

っ
て
み
て
も
北

金
日
村

の
無
屋
敷
登
録
人
は
十

二
名

で
し
か
な
い
。
か
か
る
点
か
ら
前
地
等
隷
属
農
民
が
零
細
な
耕
地
保
有
を
認
め
ら
れ
た
に
し
て
も
北

金
目
村

で
は
そ
の
数

は
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
理
解

で
き
よ
う
。
以
上
の
如
く
、
戦
国
期
金
日
郷
と
し
て
統
括
さ
れ
て
い
た
南
北
両
金
目

村
に
お

い
て
は
、
検
地
帳
を
通
じ
て
み
た
場
合
、
そ
の
農
民
把
握

の
の
方
法

の
差
異
に
よ

っ
て
隷
属
農
民
の
自
立
も
異
な

っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

寺
田
細
村

に
続

い
て
徳
延

・
下
稲
沢

・
南
金
目

・
北
金
目

の
各
村

の
村
落
構
成
を
検
地
帳
を
通
じ
て
検
討
し
た
。
寺
田
縄

・
徳
延

・
下

稲
沢

の
各
村
は
寛
文
期
に
標
準
的
近
世
村
落
と
し
て
の
展
開
を
と
げ

て
い
る
が
、
こ
れ
等

の
村

々
に
比
し
五
師
以
上
の
大
規
模
経
営
の
多

い
南
北
両
全
日
村

で
は
、
南
金
日
村
に
お
い
て
は
戦
国
期
以
降
大
規
模
な
耕
地
を
有
す
る
名
主
百
姓
経
営
内
に
埋
没
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る

「門
老
者
」
・
「
前
池
」
等
隷
属
農
民
が
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
名
請
人
と
し
て
広
汎
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
北
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金

目
村

で
は
そ
れ
等
隷
属
農
民

は
依
然
帳

は
つ

れ
と
し

て
残
存

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
な

お
、
北
金
目
村

の
前
池

の
自
立
に

つ
い

(
12

)

て
は
、
浅
香
幸
雄

氏
が

つ
と

に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
享
保
期

に
水
呑

と
し
て
二
五

四
斗
余

の
零
細

な
石
高
所
持
を
認
め
ら
れ
て

い
る
の

(
13
)

を
享
保
六
年

「
田
畑
高
反
別
人
別
帳
し
に

一
例
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
間
的
搾
取
を
除
去
し
直
接
生
産
者
を
年
貢
負
担
者
と
し
て
設
定

し
年
貢
増
徴
を
限
り
な
く
意
図
す
る
領
主
権
力

の
本
質
は
同

一
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
地
帳
を
通
じ
て
み
た
場
合
、
南
北
両
金
目

村

の
隷
属
農
民

の
自
立
に
相
違
が
み
ら
れ
る
の
は
、
小
田
原
藩
稲
葉
氏
と
青
山
氏

の
権
力
そ
の
も
の
に
相
違
が
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は

隣
村

で
は
あ
る
が
、
農
村
内
部

の
社
会
的
構
成
に
相
違
が
あ
り
北
金
目
村

の
ほ
う
が
旧
来
の
権
利
関
係
を
根
強
く
残
し
た
た
め
な
の
か
現

(
14

)

在

の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
は
し
え
な
い
。
戦
国
期
的
な
重
畳
的
土
地
保
有
を
排
除

し
集
落
と
耕
地
の
統

}
と
し
て
村
落
を
地
縁
的
に
設
定
す

る
と
同
時
に
、
旧
来

の
散
り
懸

っ
た
耕
地
保
有
11
出
入
作
を
直
接
生
産
者
を
も

っ
て
そ
の
耕
地
保
有
を
公
的
な
も

の
と
し
て
認
め
る
と
こ

金

う
に

「村
切
り
」
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
金
目
郷

の
場
合
、
稲
葉
氏
の
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
南
金
目
村
で
は
付
切
り
が
行
な
わ
れ
た

が
、
青
山
氏
の
北
金
目
村

の
寛
文
検
地
で
は
村
切
り
が
厳
密
な
意
味

で
は
施
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

附
説以

上

の
検
討
で
、
南
北
金
目
両
肘
に
は
寛
文
検
地
に
よ
る
名
請

・
帳
外
れ
の
相
違
は
あ
る
が
、

「前
地
」

・

「門
之
者
」
の
如
き
隷

属
的
農
民
の
広
汎
な
存
在
が
理
解
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
南
金
目
村
に
は
天
正
末
年
藤
間
氏
宛
に
出
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
二
点
の
端

城
印
判
状
が
あ
る
。
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①
其
方
拘
森
戸
分
之
百
姓
新
左
衛
門
尉
、
年
貢
汁
五
後
引
員
欠
落

二
付
而
、
為
詫
言
参
候
、
は
や
仕
方

二
横
合
候
間
、
不
及
是
非

候
、
年
表
来
秋
年
貢
之
内
三
貫
文
令
赦
免
候
、
此
上
彼
新
左
衛
門
尉
事
者
、
引
返
百
姓

二
可
致
付
も
、
又
何
與
可
致
之
も
、
其

方
可
為
侭
者
也
、
伍
如
件
、

(天
正
十
七
年
)

己
丑卯

月
十
九
日

端

、

城

口

(朱
印
判
)

藤
間
豊
後
守
と
の

へ



↑ 注
＼ノ

②
其
方
脇
百
姓
中
村
次
郎
奮

闘

去
年
之
年
貢
未
進
候
間

厳
及
齢

㌘

小
作
之
者
轟

渋
不
済
農

曇

餐

少
も
無
未
進
可
為
済
候
、
彼
小
作
之
者
無
沙
汰

二
村
者
、
可
処
罪
科
者
也
、
栃
麺
件
、

(
天
正
+
八
年
)

康
安二

月
九
日

端

城

口

(朱
印
判
)

藤
間
十
左
衛
門
と
の

へ

(以
上

墓

人
偏

.鞠

相
響

文
き

竺

巻
所
収
)

右

の
二
点
の
史
料
に

っ
い
て
、

っ
と
に
安
良
城
盛
昭
氏
は
、
①
に

っ
い
て
は
、
藤
間
豊
後
守
拘

の
森
戸
分
の
百
姓
新
左
衛
門
尉

の

年
貢
負
担
額

か
ら
新
左
衛
門
尉
は
そ
の
下
に
隷
属
的
生
産
者
を
従
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
さ
れ
、
②
に

つ
い
て
は
・
藤

間
十
左
衛
門
の
脇
百
姓
中
村
次
郎
左
衛
門
尉
が

「
小
作
之
者
」
を
従
属
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
北
条
氏
領
国
内

の
年
貢
負
担

者
が
隷
属
的
生
産
者
を
従
え
た
名
主
百
姓
で
あ
る
こ
と
の

一
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
が

(安
良
城
氏

『太
閤
検
地
の
歴
史
的
前
提
』

②
、
『
歴
史
学
研
究
』

一
六
四
号
)
、
右

の
印
判
状
に
み
ら
れ
る
藤
間
豊
後
守
あ
る
い
は
藤
間
十
左
衛
門
の
後
荷
が
、
既
述
し
た
寛

文
検
地
帳
上
に
お
け
る
南
金
日
村
最
高

の
耕
地
保
有
者
喜
兵
衛
と
考
え
ら
れ
る
。
喜
兵
衛
は
村
内
に
限
定
し
て
も
十
町
近
く
の
耕

地
と
六
名

の
分
附
百
姓
を
有
し
て
い
る
が
、
戦
国
期
末
に
お
け
る
藤
間
氏
の

「拘
」
百
姓
、
及
び

「脇
百
姓
」
の
藤
間
氏
に
対
す

る
隷
属
性
は
、
近
世
に
お
け
る

「
前
地
」
.
「門
之
者
」

の
隷
属
性
と
明
ら
か
に
異
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
①
史
料

の

「抱
」
が

藤
開
氏
の
屋
敷
か
ら
離
れ
た

「森
戸

(村
内

の
小
宇
に
あ
り
)
分
之
百
姓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

「跡
地
」
の
如
き

隷
属
農
民
と
そ
の
具
体
的
存
在
形
態
も
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
②
史
料
の

「脇
百
姓
」
中
村
次
郎
左
衛
門
尉
は
直
接

生
産
者
で
あ
る

「
小
作
之
者
」
を
従
え
て
い
る
が
、

「小
作
之
者
」
が

「
前
池
」

・

「
門
之
者
」
の
如
き
隷
属
農
民
で
あ
る
か
否

か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
し
か
し
、
寛
文
検
地
帳
に
お
け
る
分
附
関
係
よ
り
推
す
と
、
彼
等
直
接
生
産
者
は
広
汎
な
散
り
懸

っ

た
生
産
関
係
を
名
主
百
姓
と
結
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
再
生
産
が
可
能

で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

木
村
礎
編

「封

建
村
落
」

(
三
十
七

・
八
ペ
ー
ジ
)
、

北
島

正
一75

「
江
戸
幕
府

の
権
力
構

造
」
(
五

二

一
・
三
ペ
ー
ジ
)
に
よ
る
と
、
津
久
井
郡

86



や
多
摩
郡
上
成
木
村
に
施
行
さ
れ
た
幕
府
代
官
野
村
彦
太
夫

・
雨
宮
勘
兵
衛
及
び
久
世
大
和
守

の
寛
文
検
地
で
は
、
耕
地
は
上

・
中

・
下

・
下

々

の
四
等
級
に
な

っ
て
い
る
。

(
2
)

「
三
、

『
村
中
百
姓
衆
中
覚
』
に
み
る
近
世
本
百
姓
の
系
譜
〉
参
照
。

(
3
)

平
塚
市
徳
延
原
田
凹
文
民
所
蔵

「相
州
大
住
郡
徳
延
村
御
縄
打
水
帳
〉
二
冊

(
寛
文
六
年
)
、

同
南
金
目
藤
間
晃
氏

所
蔵

「
相
模
国
大
住
郡
糟

屋
庄
南
金
目
村
川
方
検
地
帳
し
・
同
じ
く
畑
方
検
地
帳

(
と
も
に
寛
文
五
年
)
、
同
北
金
目
柳
川
久
三
氏
所
蔵

「
寛
文
年
度
水
帳
野
田
・万
」
.
同
じ

く
杣
方
、
同
下
吉
沢
若
林
属
治
民
所
蔵

「相
模
国
大
住
郡
糟
屋
臣
下
橘
沢
村
田
畑
検
地
帳
」

(寛
文
五
年
)
に
よ
り
作
成
。
以
上
の
う
ち
徳
延
村

以
外
の
検
地
帳
は
原
帳
で
は
な
く
、
北
金
目
村

の
掘
方
検
地
帳
は
慶
応
、
下
橘
沢
村

の
検
地
帳
は
天
保
の
写
し
で
あ
る
。
な
お
、
集
計
の
結
果
北

金
目
村
の
検
地
帳
は
企
体
で
五
畝
余
の
大
き
な
誤
差
が
で
て
い
る
。

(
4
)

平
塚
市
徳
延
原
即
智
文
民
所
蔵
寛
文
六
年

「
徳
延
村
田
方
名
寄
帳
」

・
同

「徳
延
村
畠
方
名
寄
帳
」

(
5
)

班
京
市
・史
外
編

「集
註
小
田
原
衆
所
領
役
帳
」

(東
京
市
役
所
編
)
二
〇
七
ペ
ー
ジ
。

(
6
)

平
塚
市
南
金
目
藤
問
晃
氏
所
蔵

「
辰
年
可
納
年
貢
割
付
之
事
」
。
な
お
、
村
高
は
九
百
三
十
五
石
余
と
な

っ
て
い
る
。

.

(
7
)

ち
な
み
に
寛
文
検
地
帳
に
お
け
る
屋
敷
地
名
詩
人
数
及
び
屋
敷
地
総
筆
数
と

「
風
土
記
福
」
記
載

の
民
戸
数
と
を
他

の
三
ケ
村
に

つ
い
て
以
上

の
順
に
み
て
み
る
と
、
寺
田
縄
村
が
四
十
七
名

・
五
十
四
筆

・
五
十
三
戸

・
徳
延
村
が
二
十
六
名

・
三
〇
筆

・
三
十
二
戸

・
下
構
沢
村
が
四
十
四

名

・
四
十
六
筆

・
五
十
。戸
で
あ
り
、
屋
敷
地
筆
数
と

「
風
土
記
稿
」
の
民
戸
数
は
若
干
の
増
減
が
あ

っ
て
も
そ
の
数
は

一
層
近
似
す
る
が
、
屋
敷

地
名
請
人
数
と
民
戸
数
を
比
べ
て
も

い
ず
れ
も
六
名

(
乃
至
軒
)

「
風
土
記
稿
」
の
民
戸
数
が
多

い
程
度
で
あ
る
。
な
お
、
南
北
金
目
両
社
の
屋

敷
地
絵
筆
数
は
南
金
目
村
が

=

一〇
筆
、
北
金
目
村
が

一
〇
大
筆
で
あ
る
。

(
8
)

平
塚
市
北
金
目
柳
川
久
三
氏
所
蔵
文
書
。
本
帳
の
表
紙
に
は
寛
文
五
年
と
あ
る
が
、
本
帳
は
後
年

(
年
不
明
)
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
9
)

南
北
両
金
目
村
の
検
地
帳
に
は

「
北
」
あ
る
い
は

「南
」
と
肩
書
き
さ
れ
た
名
請
人
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
人
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
思

わ
れ
る
。
従

っ
て
、
南
金
目
村
の
畑
方
に
つ
い
て
も
検
地
帳
上
に

「
北
」
と
あ
る
名
請
人
の
保
有
耕
地
面
積
等
に
つ
い
て
検
討
す
れ
ば
入
作
状
況

が
理
解
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
田
方
の
場
合
、
北
金
目
村

の

「
南
金
日
村
田
方
水
帳
」
と
南
金
目
村
の
検
地
帳
を
比
較
し
て
も
、
後
年
写
さ
れ
た
検

地
帳

で
あ
る
た
め
同
根
と
検
地
帳
に

「
北
」
と
あ
る
名
請
人
が
必
ず
し
も

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
又
、
北
金
目
村
に
つ
い
て
も
後
述
の
ご
と

く
南
金
目
村
か
ら
の
入
作
を
示
す
検
地
帳
の
書
き
抜
き
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
北
金
目
村

の
検
地
帳
と
比
較
し
て
も
検
地
帳
上
に

「
南
」
と
肩
書
き

さ
れ
た
名
請
人
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
不
充
分
な
分
析
と
は
な
る
が
、
両
村

の
検
地
帳
上
か
ら
の
出
入
作

の
検
討
は
加
え
て

い
な
い
。
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(
10
)

平
塚
市
南
金
目
藤
間
晃
氏
所
蔵
文
書

(
11
)

平
塚
市
北
金
目
柳
川
力
氏
所
蔵
元
禄
十
二
年

「
相
模
国
北
金
目
村
惣
人
別
井
宗
旨
御
改
帳
」

(
12
)

浅
香
幸
雄

「
相
州
大
住
郡
北
金
日
村

の
村
落
構
造
」
(『
地
理
学
評
論
』
二
四
一
六

(
13
)

平
塚
市
北
金
日
柳
川
力
氏
所
蔵
文
書

(
14
)

前

者
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
青
山
氏
は
小
藩
散
在
所
領
で
あ
る
が
故
に
、
農
民
支
配
が
個
々
の
支
配
村
落
に
貫
徹
し
な
か

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
田
原
藩
稲
葉
氏
の
領
地
九
万
五
千
石
が
小
田
原
を
中
心
に
ほ
ぼ

一
円
性
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
青
山
氏

(
宗
俊
)
の

寛
文

二
年
現
在
に
お
け
る
五
万
石
の
所
領
は
、

摂
津

.
河
内

・
和
泉

・
遠
江

・
相
模

・
武
蔵
等
六
ケ
国
に
わ
た

っ
て
散
在
し
て
い
る

(
「寛
政
重

傷
諸
家
譜
…」
)
。三

「
村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
み
る
近
世
本
百
姓

の
系
譜
と
耕
地
の
分
与

戦
国
期
に
お
け
る
寺
聞
継
村
は
知
行
人
布
施
氏
の
寄
子
を
ふ
く
め
て
十
五
名
前
後
の
名
主
百
姓
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
天
正
十

八
年
後
北
条
氏
の
滅
亡
と
と
も
に
知
行
人
布
施
氏
は
離
村
し
た
が
、
新
た
に
後
北
条
氏
の
旧
臣
が
土
着
し
近
世
初
頭
に
は
寺
田
縄
村

の
構

成
員
は
二
〇
名
前
後
に
増
加
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
こ
の
推
定

の
手
掛
り
と
な

っ
た
の
は

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
で
あ

っ
た
が
、
こ

の

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」

の
検
討
を
次
に
行
な
い
近
世
本
百
姓

の
形
成
に

つ
い
て
系
譜
的
な
考
察
を
行
な
い
、
本
百
姓
の
形
成
に
と
も
な

う
耕
地

の
分
与
に

つ
い
て
若
干
の
推
測
を
加
え
よ
う
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」

は
寺
田
縄
村

の
村
民
に
つ
い
て
の

一
種

の
由
緒
書
で
あ
る
が
、
表
紙
に
は

「戊

五
月

目
」
と
あ
る
の
み
で
作

成
年
代

は
不
明

で
あ
る
.
本
帳

は
い
わ
ゆ
る
横
帳
と
な

っ
て
い
る
が
・
本
帳

の
裏
に
は
後
筆
で

美

住
郡
寺
田
縄
村
高
悪

繧

実
否
ヲ

正
シ
テ
正
書

ス
」
と
あ
る
。
近
衛
門
は
高
橋
家
の
系
譜
中
に
み
ら
れ
る
仙
右
衛
門
と
同

一
人
で
あ
る
こ
と
が
本
帳
に
記
ざ
れ
て
お
り
・
仙

右
衛
門
の
生
存
年
代
が
確
定
す
れ
ば
こ
の
帳
面
の
作
成
年
代
も
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

高
橋
家
は
入
野
村
少
林
寺

の
檀
家
と
な

っ
て
い
る
が
、
少
林
寺
の
過
去
帳
に
よ
る
と
高
橋
近
右
衛
門
及
び
仙
右
衛
門
の
名
前
が
み
ら
れ

る
の
は
宝
暦
以
降
寛
政
に
至
る
間
で
あ
る
。
ま
た
、

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
記
入
さ
れ
て
い
る
年
号
の
最
も
新
し
い
も

の
は
、
後
に
み

ら
れ
る
ご
と
く
石
塚
市
郎
左
衛
門
給
地
忠
左
衛
門

の
箇
所
に

「
宝
暦
三
年
酉
年
6
屋
敷
長
七
間
横
拾
弐
間
壱
尺
」
と
い
う
添
え
書
き
に
み
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ら
れ
る
宝
暦
三
年

で
あ
る
。

こ
の
記
載
と
過
去
帳

の
記
事
と
を
あ
わ
せ
る
と
、
宝
暦
以
降
寛
政
前
後
に

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
は
作
成
さ

れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
木
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
系
譜
中
景
も
代
替
り
が
多

い
も
の
は
九
代
で
あ
る
。

"

以
上
の
ご
と
く

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
由
緒
書
あ
る
い
は
系
譜
と
い
う
性
格
上

本
帳
に
は
何
等
か
の
作
為
が
働
ら
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
み
ら
れ
る
各
家
の
系
譜
に
は
充
分
で
な
い
と
思
わ
れ

る
箇
所
も
散
在
す
る
。
し
か
し
、
以
下
に
み
る
ご
と
く
寛
文
検
地

の
名
請
人
が

一
定

の
間
隔
を
お
い
て
存
在
し
、
ま
た
本
帳
よ
り
確
認
さ

れ
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
屋
敷
地
が

一
定

の
方
向
性
を
も

っ
て
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
か
ら
本
懐
は
系
譜
と

し
て
の
・史
料
的
宿
患
性
を

一
応
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

本
帳
の
冒
頭
に
は
高
橋
姓
を
有
す
る
百
姓
に
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
を
例
に
記
載
形
式
を
示
す
と
、

天
正
十
八
貰
年
ぷ
百
姓

(朱
筆
)

高
橋
主
計

勘
解
由

高
四
拾
九
石
四
斗
九
升
九
合

清
左
衛
門

勘
解
由

伊
左
衛
門

平
兵
衛

友
元

価
右
衛
門

後
近
衛
門
下
改
ム

(後
睾
)

清
左
衛
門
給
地

(朱
筆
)

高
橋
久
兵
衛

高
廿
弐
石
壱
斗
八
升
弐
合

権
左
衛
門

文
右
衛
門

文
右
衛
門

清
左
衛
門
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勘
解
由
給
地

(朱
筆
)

高
橋
九
兵
衛

高
拾
九
石
弐
斗
壱
升
五
合

九
兵
衛
給
地

(朱
筆
)

高
橋
与
惣
左
衛
門

高
拾
八
石
壱
斗
七
升
八
合

九
兵
衛
給
地

(朱
筆
)

高
橋
伝
左
衛
門

高
九
石
七
斗
三
升
三
合

九
兵
衛

九
左
衛
門

幸
左
衛
門

弥
次
兵
衛

利
右
衛
門

藤
左
衛
門

小
左
衛
門

伝
左
衛
門

新
七
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の
ご
と
く
な

っ
て
い
る
。

こ
の
様
な
形
式

で
二
百
数
十
名
の
百
姓
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
右

の
記
載
例
を
み
る
と
、
上
段
に
は

最
初
に

「
天
正
十
八
寅
年
ぷ
百
姓
」
と
肩
書
き
さ
れ
た
高
橋
主
計
が
お
り
、
そ
の
と
な
り
に

「
某
給
地
」
と
肩
書
き
の
あ
る
百
姓
が
順
次

列
記
さ
れ
て
い
る
。

高
橋
久
兵
衛
は

「清
左
衛
門
給
地
」
、
高
橋
九
兵
衛
は

「勘
解
由
給
地
」

の
ご
と
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
清
左
衛
門

は
高
橋
主
計

の
下
段
に
列
記
さ
れ
て
い
る
百
姓

の
二
番
目
に
み
ら
れ
、
…勘
解
由
は
下
段
に
二
名
み
ら
れ
る
。
で
は
下
段
と
上
段

の
百
姓

の

関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
嶋
亦
左
衛
門
は
高
橋
主
計
同
様
上
段
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
亦
左
衛
門
給
地
と
さ
れ
て
い
る
も

の
に
源
兵
衛
が

い
る
が
、
そ
の
下

段
に
は
仁
左
衛
門

・
仁
左
衛
門

・
定
右
衛
門

の
三
名
が
横
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
寺
田
縄
村
絵
図
に
は

「寛
文
巳
年
御
水
候
名
覚
」
と
い

う
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
定
右
衛
門
は
仁
左
衛
門

の
子
と
あ
る
。
か
か
る
例
よ
り
、
ま
た
下
段
に
は
同
名

の
も
の

が
並

ん
で
い
る
こ
と
等
か
ら
、
高
橋
主
計
を
例
に
す
る
と
主
計
ー
勘
解
由
ー
清
左
衛
門
ー
勘
解
由
ー
伊
左
衛
門
ー
の
ご
と
く
系
譜
を
示
し



て

い
る
と
理
解

さ
れ
る
。

「
給
地
」

は
分
家

に
と
も
な
う
耕
地

の
分
轄
給
与

を
示
す
も

の
で
あ

ろ
う
か
ら
以
上
を
総
合
す

る
と
、

で
ま
と
め
ら
れ

て

い
る
百
姓

は
次

の
ご
と
く
整

理
さ
れ

る
。

高
橋
姓

、

A

⑮

統
語
綴

目
』
鷲

舗
…‥鶉
舗

籠

誤

バ
)

パ

〈鵠
◎。・O。。〉

后

蕎

九

兵

璽

璽

秦

三

九
・
二
三

螺

鶉

‥雪
ぎ
一『
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「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
示
さ
れ
て
い
る
高
は
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
当
時

の
持
高
で
あ
ろ
う
か
ら
右
図
の
ご
と
く
整
理
し
た

(右
図
中

持
高

の
単
位
は

『石
』
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。)
給
地
は
右
図
に
お
い
て
は
横
線
で
示
さ
れ
て
い
る
。

寛
文
検
地
帳

の
名
請
人
と
思
わ
れ
る
も
の
を
照
合

し
て
⑮
の
ご
と
き
番
号
を
附
し
た
が
、
こ
れ
は
寺
田
縄
村

の
寛
文
検
地
分
析
表

(第

二
表
)
中
に
お
け
る
名
請
人
の
番
号
で
あ
る
。
ま
た
〈
$
o◎
ひ
◎◎
〉
の
ご
と
く
示
し
た
の
は
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
面
積
の
合
計
で

あ
る

(単
位
は

『畝
』。
以
下
同
じ
)
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
を
同
様
に
し
て
整
理
す
る
と
当
然

で
あ
る
が
、
寛
文
検
地
の
名
請
人
が

一

定

の
間
隔
を
お
い
て
ほ
ぼ
横
に

一
列
に
並

ん
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
給
地
を
す
る
側

の
百
姓

の
名
前
が

二
名
現
わ
れ
て
い
る
場
合
、
明
確

さ
を
欠
く
が
寛
文
検
地

の
名
請
人
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
ぼ
生
存
年
代
が
確
定
さ
れ
る
の
で
右

の
ご
と
く
整
理
し
た
。
寛
文
検
地
の
名
請
人

は
高
橋
主
計

の
系
譜
中
主
計
よ
り
数
え
て
四
代
目

の
勘
解
由
が
最
も
早
く
、
他

の
名
請
人
と
右
図
中
同
列
に
並
ん
で
い
な
い
が
、
後
に
み

る
ご
と
く
石
塚
生
井
之
上
の
場
合
で
は
、
寛
文
検
地
の
名
請
人
が
生
井
之
上
よ
り
数

え
て
四
世
代
日
長
左
衛
門
と
同
列
に
並
ん
で
現
わ
れ



て
い
る
。
し
か
し
、
高
橋
主
計
の
系
譜
に
み
ら
れ
る
ご
と
き
不
規
則
な
寛
文
検
地

の
名
請
人
の
現
わ
れ
方
は
、
系
譜
の
不
充
分
さ
ば
か
り

で
な
く

「
給
地
」
を
中
心
に
本
懐
が
作
成
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
高
橋
主
計
以
外

の
戦
国
末

・
近
世
初
頭
寺
田
縄
村
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
十
六
名
に

つ
い
て
同
様
に
整
理
し
よ
う
。

⑮

、

鮮

八
欝

「
新

助
ー

長

‡

碗

兵

衛
ー

次
郎
右
衛
門
,
長

兵

衛
-
次
郎
右
衛
門
,
利
八

(+

一
.
三

三

B

糠

霞

幕

増
右
衛
門
、
㍗

衛
-

孫
左
衛
門
、
孫
右
衛
門

(
.
四
九
六
)

、

'

C

♂
ぶ

ふ
び
〉

'

蝿
舗
欝

…

亦

十

郎
1
市⑪
郎
左
衛
門

欝

…ぽ臨
評
曇

管

轡
御
竃

糠籠

二ー

 
〈ひ③9
H。
〉

「
伝

兵

衛
』

蕎

門
人

墓

門
⊥

ハ
郎
左
衛
門
嘉

左
衛
門

(†

四
四
八
)

天
正
十
八
寅
年
右
百
姓

D

石

塚

右

近

〈ω
⑳
・
自

〉

⑳

右

衛

門

、
長

左

衛
門

、
喜

右
衛

門

三

。

.
八
九

五

)

佐

次

兵

衛

ー
惣

兵

衛
ー

庄

八

(
一
、○

・
八
九

〇

)

⑳四

郎

兵

衛

ー
亦

右

衛
門

ー
四

郎

兵

衛
ー

亦
右

衛
門

(
七

・
八
〇

一.
一)

忠

左

衛

門

ー
安

左

衛
門

ー
市

郎
右

衛

門

(
十

二

∴
.
一〇

〇

)

宝

暦
三
年

6

屋
敷

長

七
間

横
拾

弐

軒
壱

尺
弐

寸

庄

右

衛
門

ー
幸

内
一
回

蔵

(
十
三

・
八
三
四

)

権

丘
八
街

一

半
‥
ハ

(
一
〇

一

・
‥
八
四
ぶ
ハ
)

⑱

茂
左
衛
門
ー
八
左
衛
門
一
八
左
衛
門
-
庄
蔵

(三

二
二
九
七
)
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「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
は
、
以
上
の
ほ
か
正
徳
年
間
に
寺
田
縄
村
に
入
村
し
た
者

二
名
と
近
世
中
期
以
降
給
地
を
さ
れ
分
家
し
た
と

思
わ
れ
る
者

二
名

の
系
譜
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
省
略
し
た
。

さ
て
、
以
上
の
整
理
に
よ
る
と
、
寺
田
縄
村

の
寛
文
検
地
名
請
人
五
十
六
名
中

四
十
三
名
は
戦
国
末

・
近
世
初
頭
に
寺
田
縄
村
を
構
成

し
て
い
た
十
七
名
の
大
小
の
名
主
百
姓
や
初
期
本
百
姓
と
把
握
で
き
る
農
民
の
同
族
団
的
分
裂
に
よ

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。

「
給
地
」
は
、
J
小
泉
茂
右
衛
門
の
系
譜
中
に
日
向
出
生

の
山
田
惣
右
衛
門
が
給
地
を
う
け
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に

は
血
縁
分
家
を
主
軸
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

寛
文
検
地
帳
上
に
お
け
る
最
高
の
耕
地
保
有
者
は
弥
兵
衛
で
あ

っ
た
が
、
弥
兵
衛
は
H
吉
川
将
監

の
系
譜
中
に
見
出
せ
る
。
吉
川
将
監

の
系
譜
を
み
る
と
主
家
の
ほ
か
分
家
を
二
家
創
出
し
て
い
る
が
、
上
層
の
耕
地
保
有
者
を
右

の
整
理
に
み
る
と
、
余
り
分
家
を
創
出
し
て

い
な
い
家
に
多

い
。
高
橋
主
計

・
石
塚
生
井
之
上
及
び
中
嶋
亦
左
衛
門
の
系
譜
を
み
る
と
主
家
を
含
め
て
寛
文
に
至
る
間
に
そ
れ
ぞ
れ
五

家
に
別
れ
て
い
る
が
、
三
町
以
上
の
耕
地
保
有
者
は
そ
れ
等
の
中
に
は
み
ら
れ
ず
、
右

の
三
名

の
系
譜
中
最
も
耕
地
を
多
く
所
持
す
る
者

で
も
勘
解
由
の

一
町
七
反
九
畝
余

で
あ
る
。

三
町
以
上
の
耕
地
保
有
者
は

右

の
整
理
に
七
名
み
ら
れ
る
が
、

弥
兵
衛
の
ほ
か
兵
右
衛
門

(1
小
泉
織
部

の
系
譜
中
に
見
出
せ
る
)
・
吉
兵
衛

(同
じ
く
K
足
立
次
郎
兵
衛
)

・
都
ホ

(同
じ
く
C
石
塚
修
理
)
・
次
郎
左
左
門

(同

じ
く
M
二
宮
播
磨
)
・
茂
右
衛
門

(同
じ
く
～
小
泉
茂
右
衛
門
)
・
八
郎
兵
衛

(同
じ
く
G
本
田
清
蔵
等
)
多
く
て
も
分
家
を

二
家
創
出
し

て
い
る
程
度

で
あ
り
、
吉
兵
衛
と
八
郎
兵
衛
は
全
く
分
家
を
創
出
し
て
い
な
い
。
彼
等
は
戦
国
期
あ
る
い
は
近
世
初
頭
以
来
の
保
有
耕
地

を
分
地
を
余
り
行
な
わ
ず
維
持
し
続
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
等
の
う
ち

一
乃
至
二
家
の
分
家
を
創
出
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
そ
の
給
地
の
方
法
を
寛
文
検
地
帳

の
名
請
地
面
積
を
基
礎
に
復
元
し

て
み
る
と
、
主
家
と
の
保
有
耕
地
面
積
に
い
ち
ぢ
る
し
い
差
が
あ
り
、
耕
地
は
不
均
等
に
分
割
給
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

三
町
以
上
の
耕
地
保
有
者
が
存
在
す
る
系
譜

の
耕
地

の
分
与
を
単
純
化

し
て
示
す
と
次

の
ご
と
く
で
あ
る

(次
ペ
ー
ジ
A
)
。

右

の
系
譜
中
最
も
耕
地
面
積
の
多

い
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
家
と
考
え
ら
れ
、
又
、
分
家

の
耕
地
面
積
の
合
計
は
最
初
に
分
家
を
創
設

し
た
時
に
分
与
し
た
耕
地
面
積
と

一
応
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
石
塚
修
理
の
場
合
、
最
初
に
分
家
を
創
設
し
た
時
、
本
家
は
四
町
七

反
余
の
耕
地
を
有
す
る
に
対
し
分
家
は

一
町
九
反
余

の
ご
と
く
に
で
あ
る
。
こ
の
様
に
み
て
み
る
と
最
初
に
分
家
を
創
設
し
た
時

の
耕
地

保
有
面
積

の
本
家
と
分
家
と
の
差

は
、
い
ず
れ
も
二
町
以
上
本
家

の
有
す
る
耕
地
面
積
の
方
が
大

で
あ
る
。
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⑳ 三右 衛 門(116.23)

与ノi弓箭1"](76.26)

石 士家 修 封艮

〈665.玉5>

⑳十⑰

=』 τ三篇竺 ⑯

⑪+⑲=259.07

(223.22)

⑲ 覚 兵 衛(35.ユ5)

已 二籔1:1::
ノ」・泉 ネ哉 音β

〈597.09>

右i#il8S(367.01)

亦 左 衛 門(116.23)

卜右fitiliij(24.15)

小 泉茂 右衛 門

〈508.09>
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〈 〉内はその合計,面 積の単位は畝
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同
様
に
高
橋
主
計
と
石
塚
生
井
之
上
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
次

の
ご
と
く
で
あ
る

(次
ペ
ー
ジ
B
)。

い
ず
れ
も
最
初
に
分
家
を
創
設
し
た
時

の
保
有
耕
地
面
積

の
分
家
と
本
家

の
差

の
大
き

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

寺
田
縄
村

の
寛
文
検
地
根
上
に
は
九
名

の
無
屋
敷
登
録
人
が
存
在
し
て
い
た
が
、

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
は
そ
れ
等
の
う
ち
玉
名
が

み
ら
れ
る
。
そ
の
五
名
は
、

一
町

一
反
余

の
耕
地
を
有
す
る
⑳
惣
左
衛
門
、
九
反
余

の
耕
地
を
有
す
る
⑳
市
郎
左
衛
門
の
二
名
と
他
は
四

反
以
下
の
零
細
な
耕
地
保
有
者
三
名

(⑲
覚
兵
衛

・
⑩
五
郎
兵
衛

・
⑬
十
右
衛
門
)
で
あ
る
。
⑳
惣
左
衛
門
と
⑳
市
郎
左
衛
門
は
石
塚
生

井
之
上
の
系
譜
中
に
み
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
息
子
と
思
わ
れ
る
㊧
佐
次
兵
及
び
⑳
四
郎
兵
も
寛
文
検
地
の
名
請
人
と
な

⇔
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
彼
等
は
隠
居
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

の
三
名
は
覚

(角
)
兵
衛
が
吉
川
将
監
の
系
譜
中
に
、
五
郎
兵
衛
が
二
宮
播
磨

の
系

譜
中
に
十
右
衛
門
が
小
泉
茂
右
衛
門
の
系
譜
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
名
に

つ
い
て
給
地
が
行
な
わ
れ
た
時
期
を
み
る
と
い

ず
れ
も
寛
文
頃
で
あ
る
。
覚
兵
衛
は
寛
文
検
地
名
請
人
⑪
八
郎
左
衛
門

の

一
世
代
後
の
者
に
給
地
を
受
け
、
五
郎
兵
衛
は
寛
文
検
地
名
請



左 衛 門

48.07)

由

衛

高 橋 主

〈598.08>

九 兵

(64.23)

与 惣 左 衛 門

(132.07)

伝 左 衛 門

(73.15)

a.⑪+⑰ 十⑩

b.a+⑬=45

衛こ 兵

(81.14)

;八 兵

(13.13)

衛

長 左 衛 門

(129.04)

市fils友 擦テF弓

(94.12)

四 郎 兵 衛

(100.26)

石塚生井之

cs6.)惣 左 緯f門

～
(112.03)

佐 次 左 衛

(115.13)
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人
⑦
次
郎
左
衛
門
に
給
地
を
受
け
、
十
右
衛
門
は
寛
文
検
地
名
請
人
⑳
亦
左
衛
門

の
親
よ
り
給
地
を
受
け
て
い
る
。

さ
て
、
⑳
惣
左
衛
門
及
び
⑳
市
,郎
左
衛
門
は

「隠
居
」
と
理
解
せ
ら
れ
た
が
、
彼
等

の
保
有
耕
地
面
積
を
み
る
と
、
そ
の
子
供

の
ほ
う

が
や
や
大
き

い
が
、
そ
の
差
は

一
反
と
ひ
ら
か
な
い
。
分
家

の
創
出
状
況
に
つ
い
て
給
地
を
中
心
に
先
き
に
触
れ
た
が
、
寛
文
以
前
近
世

初
頭
に
お
け
る
給
地
は
、
主
家
と
そ
の
分
家
の
保
有
耕
地
面
積

の
差
が
著
し
く
、
主
家
が
そ
の
手
余
り
地
を
分
与
す
る
と
い
う
か
た
ち
で

分
家
を
創
設
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
寛
文
検
地
根
上
に
お
け
る

「
隠
居
」
と
そ
の
子
供

の
保
有
耕
地
面
積

の
差
は
余
り
な
い

の
で
あ
る
。



次

に
、
L
井
出
道
仙

・
0
中
嶋
亦
左
衛
門

・
P

二
宮
喜
右
衛
門

の
三
名

の
系
譜

に

つ
い
て
先

き
と
同
様

の
方
法

で
図
示

し
給
地

の
状
況

に

つ
い
て
み

て
み
よ
う
。

井

〈田 道356.22〉{・k-一一〇一ー一[驚 蕊::1::;

庄 兵 衛(76.17)

源 兵 衛(62.07)

金 左 衛 門(74.21)

藤 兵 衛(10LO9)

勘 右衛 門(85.22)

中嵯…亦 ノ三偉}P

〈400.16>

二瓢 門一〔㌶1::['ll:13i

井
出
道
仙
及
び
二
宮
喜
右
衛
門
の
系
譜
中
に
は
二
名

の
、
中
嶋
亦
左

衛
門

の
系
譜
中
に
は
玉
名
の
寛
文
検
地
名
請
人
が
存
在
す
る
が
、
こ
の

三
家
の
そ
れ
ぞ
れ
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
面
積
を
み
て
み
る

と
、
本
家
及
び
分
家
と
の
間
に
耕
地
保
有
面
積
の
大
き
な
差
は
み
ら
れ

な
い
。
井
出
道
仙
及
び

二
宮
喜
右
衛
門
の
系
譜
中

の
本
家
と
分
家
の
保

⑥
翻
當
鶉
㌶
詩
醗
詮
妹鱒
語
宇㌶
纏
舗
四

最
も
保
有
耕
地
面
積
の
少
な
い
源
兵
衛
と
を
比
較
し
て
も
そ
の
差
は
三

反
九
献
余
で
あ
り
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
分
家
創
出

の
仕
方
と
明
ら
か

に
異
な

っ
て
い
る
。
近
世
本
百
姓
の
形
成
に
と
も
な
う
耕
地
の
分
与

・

(
1

)

分
割
は
「均
分
相
続
」
が
基
準
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
又
、
慶
長
以
降
近
世

初
頭
の
段
階
に
集
落
移
動
が
行
な
わ
れ
た
旧
下
総
国
譲

社
領
内
の
小
野
村
で
嚢

落
移
動
後
の
延
宝
四
年
の
検
地
帳
の
各
名
請
人
の
屋

敷
地
と
そ
れ
に
接
続
す
る
裏
畑
が
均
等
と
な
っ
で
い
る
事
実
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
。
寺
田
縄
村

の
場
合
、
史
料
的
限
界
か
ら
厳
密
な
検

討
は
加
え
ら
れ
な
い
が
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
耕
地

の
分
割
に
は
主
家
と
分
家
と
に
そ
の
保
有
耕
地
面
積

の
差
が
大
で
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
の
に
対
し
、
井
出
道
仙

・
中
嶋
亦
左
衛
門

・
二
宮
喜
右
衛
門
等

の
同
族

へ
の
耕
地
分
与
は
、
給
地
と
い
う
こ
と
よ
り
も
耕
地
の
均

等
分
割
に
近

い
こ
と
が
指
摘

で
き
よ
う
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
中
寛
文
以
前

の
生
存
者
が
こ
の
三
名

の
系
譜
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

こ
と
は
、
寛
文
検
地
を
契
機
に
書
名
請
人
が
独
立
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
寛
文
に
至
る
と
耕
地
の
均
等
分
割
が
部

分
的
に
で
は
あ
れ
寺
田
縄
村
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
本
家
と
血
縁
分
家
相
互
の
均
等
分
割

で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
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注(
1

)

(
2

)

山

田
舜

「
日
本
封
建
制
度

の
構
成
分

析
」
六
十

一
ペ
ー
ジ
。

木
村
礎

・
高
島
緑
雄

「
香
取
社
領
に

お
け
る
集
落
と
耕
地
ー
そ
の
中
和
よ
り
近
世

へ
の
展
開
ー
」
(『
駿
台
史
学
』
十
」、五
号
)

四

屋
敷
地
の
存
在
形
態
と
耕
地

の
保
有
形
態

寺

田
縄
村

の
寛

文
検
地
名
請

人
五
十
六
名
山

四
十
三
名

は
戦
国
末
あ

る
い
は
近

世
初
頭

に
寺
田
縄
村

を
構
成

し
て
い
た
十
七
名

の
名
主

百
姓

又
は
初
期
本

15
姓

と
範
昧

ず
け
ら
れ
る
者
達

の
同
族
団
的
分
裂

の
結

果
独
立
し
た
農
民

で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
独
立

に
と
も

な
う
耕
地

の
分

与
は
近
世
初
頭

に
お

い
て
は
き

わ
め
て
不
均
等

に
行

な
わ
れ

て
い
た
が
、
寛
文
に
至

る
と
分
与
と

い
う
よ
り
耕
地

の
均
等

分
割

が
同
族

の
間

で
行

な
わ
れ

て
い
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と
が
推
測

さ
れ
た
。
次

に
、
そ

の
よ
う

な
分
裂

を
経

て
独
立

し
た
個

々

の
寛

文
検
地
名
請

人

の
屋
敷
地

が
ど

の
よ
う
に
存
在

し
て

い
る
か
、
又
、
耕

地
が
具
体
的

に
ど

の
よ
う
に
保
有
さ
れ

て
い
る
か
に

つ
い
て

幾
名

か

の
寛
文
検
地
名
請

人
を
抽
出

し
、
同
族
間

の
耕
地
保
有

の
あ
り
方

に

つ
い
て

「
寺

田
縄
村
絵
図
」
よ
り
検
討
を
加

え
て
み
た

い
。

00

先
ず
屋
敷
地

の
存
在
形
態

か
ら
み
て

い
こ
う
。

1

a

屋
敷
地
の
存
在
形
態

寺
田
縄
村

の
耕
地
は
絵
図
に
み
る
と
、
鈴
川
の
右
岸
西
方
に
ほ
ぼ
長
方
形
を
な
し
て
展
開
し
て
い
る
。
集
落
は
村
内
南
東
部
に
鈴
川
を

背
に
し
て
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
か
た
ち
を
し
て
た
ち
並
ん
で
い
る
。

「
寺
田
縄
村
絵
図
」
は
表
紙
に
高
橋
仙
右
衛
門
の
名
前
が
書
か
れ
て

い
る
と

こ
ろ
か
ら
す
る
と
、

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
と
ほ
ぼ
同
年
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
絵
図
に
は

「寛
文
巳
年
御

水
帳
名
覚
」
が
記
入
さ
れ
、
寛
文
検
地
名
請
人
と
絵
図
作
成
当
時

の
農
民
の
名
前
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
又
、

一
区
画
ご
と
に
仕
切
ら
れ

た
耕
地
に
は
寛
文
検
地
帳
上
の

一
筆
の
耕
地
面
積

・
等
級
が
記
入
さ
れ
絵
図
作
成
当
時
の
農
民
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
あ
り
、
屋
敷
地
も

同
様
な
方
法
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
寛
文
検
地
帳
と
こ
の
絵
図
を
対
照
し
て
い
く
と
寛
文
検
地
当
時

の
耕
地
や
屋
敷
地
の
状
況
が
理
解

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。



第

二
図
に
は
、
絵
図
と
検
地
帳
と
の
対
照
か
ら
寛
文
検
地
帳
に
お
け
る
屋
敷
地
名
請
人
の
屋
敷
地

の
所
在
を
第

二
表
中

の
名
請
人
番
号

(
1

)

を
も

っ
て
示
し
て
あ
る
。
寺
院
は
集
落
北
方
部
に
凍
害
寺
が
、
又
、
そ
れ
よ
り
や
や
離
れ
て
吉
祥
院
が
位
置
し
、
西
方
部
に
は
い
く

つ
か

の
屋
敷
に
囲
ま
れ
て
蓮
昭
寺
が
位
置
し
て
い
る
が
、
第
二
図
に
よ

っ
て
寺
田
縄
村
の
屋
敷
群
を
み
る
と
、
数
軒
は
蓮
昭
寺
西
方
前
面
部
や

東
善
寺
後
方
に
離
れ
て
存
在
し
て
い
る
が
全
体
的
に
は
密
な
観
を
呈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
屋
敷
群
を
子
細
に
み
る
と
、
集
落
南
東
部
L

字
形

の
道

の
外
側
に
は
そ
れ
に
沿

っ
て
整
然
と
屋
敷
が
立
ち
並
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
L
字
形
の
道

の
内
側
北
西
部

・
蓮
沼
寺
の
後
方

の

屋
敷
群
は
、
蓮
脇
寺
を
ふ
く
め
て
不
規
則
な
集
村
状
を
な
し
て
い
る
。
蓮
昭
寺
を
中
心
に
不
規
則
に
立
ち
並
ん
で
い
る
屋
敷
を
み
る
と
、

そ
の
周
囲
に
は
⑳
伝
左
衛
門

・
@
半
兵
衛

・
⑦
次
郎
左
衛
門

・
⑭
次
兵
衛

・
⑳
藤
兵
衛

・
⑳
善
右
衛
門
等
の
屋
敷
が
同
心
円
状
を
な
し
て

蓮
沼
寺
を
取
り
巻

い
て
い
る
。

L
字
形

の
道

の
外
側
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
屋
敷
群
は

一
定
の
計
画
性
に
基
ず

い
て
造
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
L
字
形
の
道
を

規
準
に
し
て

一
町
五
反
以
上
の
耕
地
を
名
請
し
k

い
る
十
五
名

の
上
層
農
民

の
屋
敷
地
の
所
在
に

つ
い
て
み
る
と
、
七
名

の
屋
敷
地
は
L

字
形

の
道

の
外
側
に
整
然
と
並
ん
だ
屋
敷
群
の
中
に
あ
り
、
六
名

の
屋
敷
地
は
L
字
形
の
道

の
内
側

・
蓮
昭
寺
後
方
の
雑
然
と
し
た
屋
敷

群
内
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
二
名
は
、
①
弥
兵
衛
と
⑨
八
郎
兵
衛
で
あ
る
が
、
彼
等
は
三
筆
屋
敷
地
を
有
し
、
整
然
と
並
ん
で
い

る
屋
敷
群
と
雑
然
と
し
た
屋
敷
群
の
両
者
内
に

一
軒
ず

つ
屋
敷
を
有
し
て
い
る
。

寛
文
検
地
帳
に
は
三
筆
屋
敷
地
を
有
す
る
名
請
人
が
七
名
存
在
し
て
い
る
が
、
七
名

の
三
筆

の
屋
敷
地
の
所
在
を
み
る
と
、
①
弥
兵
衛

・
⑨
八
郎
兵
衛

の
如
く
距
離
を
お
い
て
存
在
し
て
い
る
場
合

の
ほ
う
が
、
同

一
地
内
に
三
筆
屋
敷
を
有
す
る
場
合
よ
り
多

い
。
前
者

の
如

く
屋
敷
地
を
有
す
る
者
は
、
①
弥
兵
衛

・
⑨
八
郎
兵
衛

の
外
、
②
兵
右
衛
門

・
⑦
次
郎
左
衛
門

・
⑳
伊
右
衛
門

の
計
玉
名

で
あ
る
が

(第

二
図
中

こ
れ
等
の
屋
敷
地
は
◎

の
如
き
方
が
①
よ
り
面
積
が
大
)、

同

一
地
内
に
三
筆
屋
敷
を
有
す
る
者
は
、

㊧
伊
兵
衛

.
⇔
孫
左
衛
門

の
二
名

で
し
か
詫

・
寛
文
検
地
帳
走

お
け
る
鉦
…藁

登
録
人
は
九
名

で
あ

っ
た
が
・
そ
の
う
ち
隠
居

二
名
を
除
く
と
七
名
と
な
り
、

そ
の
数
は
三
筆

の
屋
敷
地
名
請
人
数
と
同

一
に
な
る
。
七
名
の
無
屋
敷
登
録
人
は
二
筆
屋
敷
地
を
有
す
る
名
請
人
の

一
方

の
屋
敷
地
に
居

住
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば

(無
屋
敷
登
録
人
七
名
中
⑲
覚
兵
衛

・
⑳
五
郎
兵
衛
の
二
名
は
、
前
者
が
①
弥
兵
衛

の
、
後
者
が
⑦
次

郎
左
衛
門
の

一
方

の
屋
敷
地
に
居
住
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
、
『村
中
百
姓
衆
中
覚
』
の
検
討
か
ら
推
測
さ
れ
る
)
、
主
家
よ
り
離
れ

た
屋
敷
地
に
居
住
す
る
五
名

の
無
屋
敷
登
録
人
は
隷
属
農
民
と
理
解
す
る
よ
り
分
家
と
し
て
独
立
可
能
で
あ
り
な
が
ら
主
家
側
の
何
等
か
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の
理
由
に
よ
り
屋
敷
地
の
登
録
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
隷
属
農
民
で
あ

っ
た
と
し
て
も
彼
等
は
譜
代
下
人
等
と
は

異
な
り
独
立
度

の
高

い
隷
属
農
民
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
擬
性
的
な
血
縁
関
係
を
主
家
と
結
び
な
が
ら
離
れ
た
屋
敷

の
居
住

を
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
屋
敷
地
の
所
在
確
認
か
ら
三
筆
の
屋
敷
地
の
あ
り
方
は
、
同

一
地
内
に
三
筆

共
存
在
す
る
場
合
よ
り
、
離
れ
て
存
在
す
る
場
合

の
ほ
う
が
多

い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
伊
兵
衛

・
孫
左
衛
門

の
ご
と
く
同

一
地
内

に
二
筆
屋
敷
を
有
す
る
場
合
、

一
方

の
屋
敷
に
は
前
池
の
ご
と
き
隷
属
農
民
が
居
住
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
寺
田
縄
村

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
ほ
と
ん
ど
は
名
主
百
姓
あ
る

い
は
初
期
本
百
姓
を
範
時
ず
け
ら
れ
る
農
民

の
同
族
団
的
分
裂

を
基
軸
に
独
立
を
と
げ
た
農
民
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
次
に
、
同
族

の
屋
敷
地
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
寺
田

縄
村

の
屋
敷
地
の
造
成

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

第

二
図
中

の
屋
敷
地
に

つ
い
て

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
の
検
討
結
果
か
ら
、
同
族
の
屋
敷
地
の
分
布
を
み
る
と
、
同
族

の
屋
敷
地
は
隣

接
し
て
並
ん
で
い
る
場
合
が
多

い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
L
字
形
の
道

の
外
側
に
整
然
と
並
ん
で
い
る
屋
敷
群
を
み
る
と
、
そ
の
西
端
部

に
は
⑰
与
惣
左
衛
門

・
④
九
兵
衛

・
⑬
勘
解
由

・
⇔
権
左
衛
門
の
屋
敷
地
が
並
ん
で
存
在
し
て
い
る
が
、
彼
等
は
高
橋
主
計
に
出
自
を
有

す
る
同
族
で
あ
り
、
そ
の
東
側

一
つ
の
屋
敷
地
を
空
け
て
⑪
八
郎
左
衛
門

・
①
弥
兵
衛
の
屋
敷
地
が
並
ん
で
い
る
が
、

こ
の
二
名
は
吉
川

将
監
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
で
あ
る
。
又
、
蓮
昭
寺

の
北
側
に
は
⑫
半
兵
衛

・
⑯
源
左
衛
門
の
屋
敷
が
隣
接
し
あ

っ
て
い
る

が
、
彼
等
は
と
も
に
南
理
久
左
衛
門
に
出
自
を
有
し
て
い
る
如
く
に
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
族
ご
と
に
屋
敷
地
を

一
括
し
て
そ
の
分
布
を

示
し
た
も

の
が
第

一
図
で
あ
る
。
同
族
ご
と
に
屋
敷
地
が
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
例
を
更
に
、
L
字
形
の
道

の
外
側
に
み
る
と
、
弥
兵
衛
の

屋
敷
地
に
隣
接
し
て
⑮
六
兵
衛

・
⑱
長
左
衛
門
の
屋
敷
が
隣
接
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
名
は
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
し
、
長
左
衛
門
の
屋

敷
地
の
北
隣
り
に
は
④
都
ホ

の
屋
敷
地
が
あ
る
が
、
都
ホ
は
石
塚
修
理
に
出
自
を
有
し
て
い
る
。
L
字
形
の
道

の
内
側
に
は
、
南
理
久
左

衛
門
に
出
自
を
有
す
る
者

の
ほ
か
、
蓮
昭
寺
南
側
に
は
中
嶋
亦
左
衛
門
に
出
自
を
有
す
る
⑬
源
兵
衛

.
⑭
勘
右
衛
門

.
⑳
藤
兵
衛

.
⑲
金

左
衛
門

の
屋
敷
地
が
隣
接
し
あ

っ
て
存
在
し
、
蓮
沼
寺
後
方
①
弥
兵
衛

の
屋
敷
地

の
前
方
部
に
は
石
塚
与
五
郎
に
出
自
を
有
す
る
⇔
甚
右

衛
門

・
⑳
金
右
衛
門

の
屋
敷
地
が
、
小
泉
織
部
に
出
自
を
有
す
る
②
兵
右
衛
門

・
⑳
太
左
衛
門
の
屋
敷
地
が
そ
れ
ぞ
れ
隣
接
し
あ

っ
て
存

在
し
て
い
る
。
同
族
相
互
の
屋
敷
地
が
全
く
隣
接
し
あ

っ
て
い
な

い
者
は
小
泉
茂
右
衛
門

・
井
出
道
仙

.
二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
を
有
す

る
計
六
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
屋
敷
地
で
あ
り
、
又
、
石
塚
修
理
に
出
自
を
有
す
る
名
請
人
の
屋
敷
地
は
、
石
塚
生
井
之
守

の
屋
敷
地
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第1図 戦国期末 ・近世初頭における屋敷地復元図

⑭

弓

A

B

C

D

E

F

G

H

I

姓

第1図 附表 屋 敷 地 復 元 原 表

高 橋 姓 の 名 請 人

石塚姓(生 井之守)の
名請人

石塚姓(修 理)の 名請人

石塚姓(右近)の 名請人

石塚姓(与 五郎)の 名
請人

石 川 姓 の 名 請 人

本 田 姓 の 名 請 人

吉 川 姓 の 名 請 人

小泉姓(織 部)の 名請人

_一 一 一

已 号ll記同 姓 番 号

請 人

守)の

⑬⑮⑰⑳㊨
⑱⑭⑳⑮⑭

J 小泉姓(茂 右衛門)の
名請人

⑧⑳(◎)

(⑳⑳) K 足 立 姓 の 名 請 人 ③
名請人 ④⑳⑰ L 井 出 姓 の 名 請 人 ⑫⑭
名請人 ⑱ M 二宮姓(播 磨)の 名請人 ⑦(⑩)
)の 名 ⑲⑳ N 船 木 姓 の 名 請 人 ⑩

請 人 ⑳ 0 申 嶋 姓 の 名 請 人 ⑳⑭⑱⑲⑬

請 人

請 人

⑨

①⑪(⑲)
P

二宮姓(喜 右衛門)の
名請人

⑰⑫

名請人 ②⑳
Q 南 理 性 の 名 請 人 ⇔⑯

一 一

注()内 無屋敷登録人
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に
隣
接
し
て
い
る
者
も
み
ら
れ
る
が
、
同
様
に
分
散
し
て
い
る
。

同
族

の
屋
敷
地
が
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
場
合
で
も
必
ず
し
も
同
族
す
べ
て
の
屋
敷
地
が
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中

に
は
高

橋
主
計
に
出
自
を
有
す
る
⑳
伝
左
衛
門
の
屋
敷
が
同
族

の
屋
敷
群
よ
り
離
れ
て
蓮
昭
寺
正
前
に
位
置
し
て
い
る
如
き
例
も
み
ら
れ
る
が
、

隣
接
し
あ

っ
て
い
る
同
族
の
屋
敷
地
は
、
戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
い
て
は

一
名
の
名
主
百
姓
に
よ

っ
て

一
括
所
持
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
㊨
半
兵
衛

・
⑯
源
左
衛
門

の
屋
敷
地
は
南
理
久
左
衛
門

の
屋
敷
地
で
あ
り
、
㊨
源
兵
衛

・
⑳
勘
右
衛
門

・
⑳
藤
兵
衛

・
⑳
金

左
衛
門
の
屋
敷
地
は
中
嶋
亦
左
衛
門
の
屋
敷
地
の
如
く
に
で
あ
る
。
高
橋
主
計

・
吉
川
将
監
等
は
天
正
十
八
年
以
降
寺
田
縄
村
に
土
着
し

た
か
つ
て
の
後
北
条
氏
の
旧
臣
で
あ

っ
た
が
、
彼
等
も
L
字
形

の
道

の
外
側
に
整
然
と
並
ん
だ
屋
敷
群
内
に
居
を
構
え
た
時
は
、
高
橋
主

計

・
吉
川
将
監

・
石
塚
生
井
之
守
等
は
寛
文
当
時
の
同
族

の
屋
敷
地
を
包
摂
し
た
大
き
さ
の
屋
敷
地
を

一
括
所
持
し
て
い
た
と
。
こ
の
様

な
理
解
が
正
し
い
も
の
と
す
れ
ば
、

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
み
ら
れ
る
同
族
団
的
分
裂
を
行
な

っ
て
い
る
十

一
名

の
名
主
百
姓
あ
る
い

は
初
期
本
百
姓
と
範
瞬
ず
け
ら
れ
る
農
民
の
う
ち
六
名
は
自
己
の
屋
敷
地
内
に
屋
敷
地
を
造
成
す
る
こ
と
を

つ
う
じ
て
新
た
な
経
営
を
分

出
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
同
族
相
互
の
屋
敷
地
面
積
に

つ
い
て
屋
敷
添
畑
を
ふ
く
め
て
み
る
と
、
南

理
久
左
衛
門
の
屋
敷
地
が
四
畝
十
七
歩
と
四
畝
十
五
歩
と
ほ
ぼ
均
等
に
割
ら
れ
て
い
る
以
外
は
ほ
と
ん
ど
不
均
等
に
な

っ
て
㌧
罷
。

次
に
、
戦
国
末
期
あ
る
い
は
近
世
初
頭
に
寺
田
縄
村
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
十
七
名

の
名
主
百
姓
又
は
初
期
本
百
姓
の
屋
敷

地
の
所
在
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第

一
図
は
右

の
屋
敷
地
造
成

の
理
解
に
従
え
ば
、

一
応
彼
等
の
経
営
が
細
分
化
す
る
以
前

の

屋
敷
地
の
所
在
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
検
地
帳

の
三
筆

の
屋
敷
地

の
あ
り
方
等
か
ら
必
ず
し
も
そ
の
所
在

の
確
認
は
充
分
行
な
え

な

い
が
、
戦
国
末
期
あ
る
い
は
近
世
初
頭
に
お
け
る
集
落
形
態
理
解

の
手
掛
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

寺
田
縄
村
を
構
成
し
て
い
る
十
七
名

の
名
主
百
姓
あ
る

い
は
初
期
本
百
姓
の
う
ち
、
高
橋
主
計

・
石
塚
修
理

・
吉
川
将
監
の
三
名
は
旧

後
北
条
氏
の
家
臣
で
、
天
正
十
入
牛
後
北
条
氏
滅
亡
以
降
寺
田
縄
村
に
土
着
し
た
者
達

で
あ
る
こ
と
が

「
風
土
記
稿
」
の
記
載
よ
り
理
解

さ
れ
た
が
、
同
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
修
理
以
外

の
石
塚
姓
の
百
姓
も
修
理
の
土
着
と
同
時
に
寺
田
縄
村

へ
入
村
し
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
よ
う
。
第

一
図
に
よ

っ
て
こ
れ
等

の
百
姓

の
屋
敷
地

の
所
在
を
み
る
と
、

い
ず
れ
も
L
字
形
の
道

の
外
側
に
整
然
と
並

ん
だ
屋
敷

群

の
中

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
L
字
形
の
道

の
外
側
に
は
、
彼
等
以
外
の
者
も
屋
敷
を
構
え
て
い
る
が
、
西
端
部
よ
り
A
高
橋
主
計

・

(G
本
田
清
蔵
)
・
H
吉
川
将
監

・
B
石
塚
生
井
之
守

・
C
石
塚
修
理
の
順
に
屋
敷
が
並
び
、
後
北
条
氏
滅
亡
以
降
寺
田
縄
村
は
土
着
し
た
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者
の
み
で
L
字
形
の
道

の
外
側
の
屋
敷
地

(及
び
屋
敷
添
畑
)
の
六
割
近
く
が
占
拠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

L
字
形
の
道

の
外
側
に
屋
敷
を
構
え
る
者
は
、
作
図
上

の
制
約
か
ら
他
方
で
は
L
字
形
の
道

の
内
側
蓮
沼
寺
周
辺
や
そ
の
後
方
東
側

の

雑
然
と
し
た
集
村
状

の
屋
敷
鮮
肉
に
も
屋
敷
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
L
字
形

の
道

の
北
西
部

の
屋
敷
鮮
肉
に
は
戦
国
期
以
来
寺
田
縄

村
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
名
主
百
姓

の
屋
敷
が
多

い
。
戦
国
期
寺
手
縄

の
知
行
人
布
施
康
則

の

「宅
地
」
で
あ

っ
た
蓮
沼
寺

の

正
面
に
は
高
橋
主
計
に
出
自
す
る
伝
左
衛
門

の
屋
敷
が
あ
る
が
、
そ
の
周
囲
に
は
Q
南
理
久
左
衛
門

・
M

二
宮
播
磨

・
…
井
出
道
仙

・
O

中
嶋
亦
左
衛
門

・
P

二
宮
喜
右
衛
門
等

の
屋
敷
が
並
び
、
そ
れ
等
屋
敷

の
東
側
に
は
N
船
木
徳
仙

・
G
本
田
清
蔵

・
1
小
泉
織
部

・
F
石

川
兵
庫
等

の
屋
敷
が
L
字
形

の
道

の
外
側

の
屋
敷
群
と
対
比
す
れ
ば
雑
然
と
並
ん
で
い
る
。
又
、
L
字
形
の
道
の
内
側
に
は

「村
中
百
姓

衆
中
覚
」
に
は
記
載
の
な

い
村
内
上
層
農
民
⑤
権
兵
衛

・
⑥
角
左
衛
門

の
屋
敷
も
み
る
こ
と
が
で
き
る

(第

二
図
参
照
)
。

と
こ
ろ
で
、
寺
田
縄
村

の
立
地
条
件

に
つ
い
て
み
る
と
、
北
金
目
村

の
村
落
構
造
を
元
禄
以
降
に
お
け
る
戸
n
の
動
態
等
か
ら
考
察
さ

れ
た
浅
香
幸
雄
氏
は
、
北
金
目
の
部
落

の
立
地
条
件
に

つ
い
て

「金
目
川
が
、
南

の
大
磯
丘
陵
と
北
方
の
大
根
台
地
と
の
間
の
狭
隣
部
を

(
4

)

離

れ
、
北
岸

に
発
達

せ
し
め
た
扇
状
地
式

三
角
州

と
大
根
台
地

の
東
端
部

を
部

落
境
域

と
し
て

い
る
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
寺

田
縄

村

は
そ

の
扇
状
地
式

三
角

州

の
延
長

上
に
立
地

し

て
い
る
。

そ
の
た
め
用
水

は
金
目
川

よ
り
引
き
入
れ
鈴
川

へ
落

と
し
て
い
る
が
、
屋
敷

地

の
あ
る
部

分
に

つ
い
て
土
地

の
高
低

を
現
在

の
地
図

(
平
塚
市
役
所

『
寺

田
縄
』
ー

三
千
分

一
地
図
城
島

七
号
ー
昭
和

三
十

二
年
)

に

み
る
と
、
西
側

と
東
側

で
は

一
メ
ー
ト

ル
以
上

の
差
が

あ
る
。
蓮

昭
寺
と
そ

の
周

辺
部

や
雑

然
と

し
た
屋
敷
群

は
全
体
と
し

て
高
所

に
位

置

し

て
お
り
、
地
図

で
読

み
得

る
限

り
で
は
九

引
四
四
メ
ー

ト
ル
～

八

・
五
メ
ー
ト

ル
の
間
に
屋
敷
が
建

て
ら
れ

て

い
る
が
、
L
字
形

の

道

の
外
側

の
屋
敷
群

で
は
最
西
端
が

八

・
六
三
メ
ー
ト
ル
で
最

東
端
が
入
メ
ー
ト

ル
と

一
層
低
く
な

っ
て
い
る
。
L
字
形

の
道

の
外
側
に

屋
敷
が
建

ち
並

ぶ
た
め
に
は
屋
敷

の
外
側
を
取
り
巻

い
て
い
る
排
水
路

の
整
備
が
前
提
と
な
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
た
め
に
は
寺
田
縄
村

の
耕
地

を
北
西

か
ら
南
東

に
貫

い
て

い
る
古
川
排
水
路
、
更

に
は
寺
田
縄
村

の
用
水
源
と
な

っ
て
い
る
金
目
川

の
整
備

・
安
定
化

が
前
提

と

な
ろ
う
。

(5
)

金
目
川

の
普
請
は
慶
長
十
四
年
に
は
既
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
頃
、
新
た
に
寺
田
縄
村

に
土
着
し
た
か
つ
て
の
後
北

条
氏
旧
臣

の
主
導
に
よ

っ
て
村
内
の
排
水
路
も
整
備
さ
れ
、
そ
し
て
、
整
然
と
し
た
屋
敷
が
集
村
状
を
な
し
た
雑
然
と
し
た
屋
敷
群
の
南

東
部
外
郭
に
建

て
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。
寺
田
縄
村
の
最
北
西
部
、
古
川
排
水
路
が
寺
田
縄
村
に
流
れ
込
む
す
ぐ
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シ

シ

北
に
は

「主
斗
出
」
と
称
さ
れ
る
田
六
町
六
反
四
畝
余

・
畑

一
反
余

の
耕
地
が
開
け
て
い
る
が

(第

二
図
参
照
)
、

主
斗
と
は

高
橋
主
計

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
字
名
は
そ
の
耕
地
が
主
計

の
主
導
に
よ
り
開
墾
か
再
開
発
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

L
字
形

の
道

の
外
側

の
屋
敷
は
高
橋
主
計

・
吉
川
将
監

・
石
塚
修
理
等
の
寺
田
縄
村

へ
の
土
着
化
と

同
時
に
建
造
が

進
行
し
た

も
の

か
、
あ
る

い
は
、
彼
等
は
慶
長
十
四
年
以
前
既
に
土
着
を
完
了
し
て
お
り
、

一
応
土
着
を
完
了
し
て
後
新
た
な
屋
敷
造
成
が
行
な
わ
れ
た

も

の
か
否
か
考
察

の
手
掛
り
は
得
ら
れ
な
い
が
、
彼
等
の
同
族

の
屋
敷
が
旧
来

の
雑
然
と
し
た
屋
敷
群
の
中
に
見
出
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
す

る
と
ー
そ
の
屋
敷
も
蓮
昭
寺
正
面
の
高
橋
氏

・
東
善
寺
後
方
の
石
塚
氏
の
屋
敷
を
除
く
と
、

い
ず
れ
も
旧
来

の
雑
然
と
し
た
屋
敷
群
内
で

も
外
側
、
L
字
形

の
道
に
面
し
た
す
ぐ
内
側
に
あ
る
ー
、
新
た
な
屋
敷

の
造
成
が
着
手
さ
れ
る
以
前
は
そ
れ
等
の
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
田
清
蔵

・
井
出
道
仙

・
小
泉
茂
右
衛
門

・
足
立
次
郎
兵
衛
等
戦
国
期
以
来
寺
田
縄
村
に
居
住
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
名
主
百
姓

の
屋
敷
も
整
然
と
し
た
屋
敷
鮮
肉
に
見
出
せ
る
こ
と
は
、
慶
長
頃
に
寺
田
縄
村
で
も
部
分
的
な
集
落
移
動
が
行
な
わ

(
6

)

れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
整
然
と
し
た
屋
敷
群
内
に
同
族
団

の
本
家
が
屋
敷
を
並
べ
て
い
る
こ
と
は
、
新
た
に
屋
敷
が

造
成
さ
れ
た
時
期
に
は
金
目
川
や
寺
田
縄
村

の
用
排
水
路

・
耕
地
の
安
定
化
が
近
世
的
規
模
で
達
成
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
旧
下
総
国
香
取
社
領
内

の
小
野
村

の
集
落
移
動
が
屋
敷
地
と
そ
の
裏
畑

の
均
等
と

い
う
原
理
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ
た

の
に
く
ら
べ
、
寺
田
縄
村

の
L
字
形
の
道

の
外
側
に
整
然
と
並
ん
だ
屋
敷
地
の
寛
文
検
地
帳
上

の
面
積
が
不
均
等
で
あ
る
の
は
、
名
主
百

姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
の
強
固
な
家
長
権

の
も
と
で
屋
敷
が
造
成
さ
れ
、
ま
た
分
割
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
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b

耕
地
の
保
有
形
態

寺
田
縄
付

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
は
十
七
名

の
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
と
範
疇
ず
け
ら
れ
る
農
民

の

同
族
団
的
分
裂

の
結
果
自
立
し
た
農
民
で
あ
る
こ
と
、
又
、
寛
文
検
地
名
請
人
の
同
族
相
互
の
屋
敷
地
は
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
そ
れ
は
か

つ
て
の
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
の
屋
敷
地
内
に
順
次
屋
敷
が

つ
く
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
分
割
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
の
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
が
、
以
上

の
考
察
で
確
認
又
は
推
測
さ
れ
た
。
次
に
、
個

々
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
が

い
か

に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
同
族
ご
と
に
考
察
を
加
え
よ
う
。
寛
文
検
地
名
請
人
が
給
地
を

つ
う
じ
た
同
族
的
分
裂
の
結
果
成
立
し
て
い
る
の



で
あ
れ
ば
、
同
族
ご
と
に
耕
地
保
有

の
考
察
を
加
え
れ
ば
耕
地
が

い
か
に
分
与
さ
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
が
得

ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
、
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
を
含
む
吉
川
将
監
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
三
名

・
石
塚
修
理

・
回
生

井
之
上

・
同
与
五
郎

・
同
右
近
等
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
十
三
名
、
高
橋
主
計
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
玉
名
、

井
出
道
仙
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
二
名
、
二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人

二
名
、
及
び
、

「村
中
百
姓

衆
中
覚
」
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
、
戦
国
期
以
来
寺
田
縄
村
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
権
兵
衛

・
角
左
衛
門
の
二
名

の
上
層

農
民
、
合
計

二
十
七
名
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有

の
あ
り
方
を
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に
寺
田
縄
村

の
耕
地
状
況
に

つ
い
て
概
観

し
て
お
こ
う
。

'

寺
田
縄
村

の
全
耕
地

の
八
十

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
水
田
は
村
内
西
半
部
と
蓮
昭
寺
北
方

・
吉
祥
院
や
末
書
寺

の
西
方
部
に
展

開
し
て
い
る
。
畑
は
村
内
西
半
部
に
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
ら
れ
る
が
、
大
部
分
は
集
落
の
周
辺
部
に

つ
く
ら
れ
て
お
り
、
殊
に
L
字
形
の

道
に
沿

っ
た
屋
敷

の
東
側
及
び
吉
祥
院

・
東
善
寺
の
後
背
部
鈴
川
に
い
た
る
部
分
に
は
畑
の
み
が
開
け
て
い
る
。
第

五
表
に
は
字
別
の
耕

地
面
積
を
、
そ
し
て
第

二
図
に
は
絵
図
に
記
入
さ
れ
た
耕
地
面
積
と
検
地
帳

の

一
筆
ご
と
の
耕
地
面
積
と
の
照
合
か
ら
字

の
所
在
を
示
し

て
お

い
風
紀
、
こ
れ
に
よ

っ
て
寺
田
縄
村

の
耕
地
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(第

二
図
に
村
内
北
西
部
一
字

「
主
斗
出
」
ー
か
ら
高

橋
姓

の
農
民
の
屋
敷
が
集

っ
て
い
る
L
字
形
の
道
の
最
西
端
に
か
け
て

一
条

の
水
路
が
走

っ
て
い
る
が
、
現
在
で
も
同
様
に

「古
川
排
水

路
」
が
通

っ
て
お
り
、
絵
図
中

の
そ
の
水
路
を
現
行
水
路
名

で
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
)

田
は
三
十
三
の
字
に
分
布
し
て
い
る
が
、
質
的
面
よ
り
村
内
の
耕
地
状
況
に

つ
い
て
各
字
56
耕
地
を
手
掛
り
に
み
て
み
る
と
、
寺
田
縄

村

の
田
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
上

・
中
田
と
良
好
田
で
占

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
良
好
田
は
村
内
南
半
蔀
や
東
半
部
の
吉
祥
院
や

東
善
寺
西
方
に
展
開
し
て
お
り
、
粗
悪
な
田
は
村
内
北
西
部
に
集
中
し
て
い
る
。
南
半
部
ー
⑱
庄
兵
衛
の
屋
敷
の
前
を
西
に
延
び
て
い
る

一
条
の
道
が
あ
る
が
、
そ
の
南
側
ー
に
開
け
て
い
る
田
の
四

つ
の
字

の
う
ち

「
本
郷
通
り
」
・
「満
石
田
」
の
討
入
町
七
反
余
の
田
地
は
す

べ
て
上
田
で
あ
り
、
他

の

「
西
橋
場
」
・
「と
ふ
訂
し

の
田
も
ほ
と
ん
ど
上
田
で
あ
る
。
東
半
部
の
字
に
は
、
村
内
北
端
の

「北
大
縄
前
」

・
「北
大
縄
ほ
り
は
た
」
に
は
中

・
下
田
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
「う
ま
り
」
・
「蓮
正
寺
わ
き
」
・
「杉
屋
敷
敵
し

の
田
が
す
べ
て
上
田
で
あ

る
ほ
か
、
他

の
東
半
蔀
に
属
す
る

「
ひ
か

へ
田
」
・
「角
田
」
・
「
あ
な
田
」
・
「蓮
正
寺
前
〉
・
「杉
木
前
」
.
「宮
ノ
わ
き
し
.
「
特
免
」
等
の
字
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を

み

て
も
大
部
分
が
上
田
と
な

っ
て
い
る
。

村
内
北
西
部
ー
⑱

庄
兵
衛
屋
敷
前

の
道

の
北
側
ー

の
田

に

つ
い
て
み

る
と
、
中

・
下
田
が
多
く

そ
こ
に
は
展
開

し
て
お
り
、
「
柳

町
」
・

「中

筋
」
.
「
よ

こ
町
」
.
「
通

か

へ
田
」
.
「
鍵

田
」
・
「
せ
う
ふ
田
」

の

各

字

に
は
上

田
は
ま

っ
た
く
み
ら
れ
な

い
。
「
岡

田
」

・
「
七
反
田
下
」

.
「
主
斗
出
」

に
は
上
田
も

み
ら
れ

る
が
大
部

分
は
中

田
か
下
田
で
、
村
内
北
西
端

の

「
主
斗
出

」
ー

そ

の
南
縁
辺

は
古

川
排
水
路

に
な

っ

て
お
り
、
又
、
特

に
水

口
が
絵

図
中

に
記
入
さ
れ

て
い
る

の
が

み
ら
れ
る
ー

で
は
六
町
六
反
余

の
田
の
う
ち
四
町
八
反
余
が
下
田
と
な

っ

て
い
る
。

集
落

の
周
辺
部
を
中

心

に
展
開

し
て
い
る
畑
地

は
、

「
屋
敷
添
」

の
畑

の
ほ
か

い
ず
れ
も
上

・
中
畑
が
多

く
、

下
畑

は
畑
地
全
体
十

一

町

三
反
余

の
五
パ
ー

セ
ン
ト
に
満

た
な

い
が
、

下
畑
全
体

の
約
半
分

の

二
反

一
畝
余

は

「
ひ
か

へ
田
」
に
集
中

し
て
い
る
。
畑
地

の
宇

の

多

く
は
ピ
畑

か
上
畑

と
中
畑
が
混
在

し

て
い
る
が
、
村
内

で
最
も
低

地
と
な

っ
て
い
る
L
字
形

の
道

に
沿

っ
た
屋
敷

地
背

面
鈴
川

に
か
け

て
作

ら
れ

て
い
る

「
か
ま
め
ん
」

の
畑

は
す

べ
て
中
畑

に
な

っ
て
い
る
。

寺
田
縄
村

の
耕
地
形
状
を
絵
図

に
み
る
と
、
田

は
大
部

分
が
短
冊
型

に
仕
切
ら
れ

て
お
り
、
短
冊
型

の
耕
地
が

い
く

つ
か
集
ま

っ
て
碁

盤

の
目

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
の
が
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
み
ら
れ
る
。

こ
の
様

な
耕
地
形
状
は
条

里
制

の
遺
構

で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ

臥
縄

、

寛
文
検

地
帳

で

一
筆

平
均
耕

地
面
積

を
み
る
と
、
田
で
は

一
反

三
献
余
、
畑

で
は
五
畝
余

と
か
な
り
大
き

い
。

「
寺

田
縄
村
絵
図
」
に
記

入
さ
れ
た

寛

文
検
地
帳

の

…
筆
耕
地

面
積

は
合
計
す

る
と

八
十
三
町
九
反

二
畝
余

で
検
地
帳
上

の
合
計

面
積
と

五
反
七
畝
余

の

差

が
あ

る
。
従

っ
て
寛
文
検
地
帳

の
土
筆

に
わ
た

っ
て

一
筆

ご
と

の
耕
地

の
所
在
を
確
認

し
て

い
く

こ
と
は
で
き

な

い
。
し
か
し
、
作
成
者

が
そ

の
所
在
を
判
明

で
き

な
か

っ
た
た
め
か
絵
図
に

は
幾
筆

も
面
積
が
記
入

さ
れ

て

い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
消
さ
れ

て

い
る
箇
所
が
と

こ
ろ
ど

こ
ろ
見

ら
れ

る
の
で
、

「
寺
田
縄
村

絵
図
」

に
み
ら
れ

る
村
域

は
寛
文
検
地

に
よ

っ
て
確
定

さ
れ
た
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。
豊

田
分

・
矢

崎
分

の
耕
地
が
村
境

に
み

ら
れ

る
が
、
錯
雑

と

し
た
入
作
耕

地
は
な
く
、
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
絵
図

に
見

る
如
き
集
落

と
耕
地

の
統

一
と

(
9

)

し
て
寺
田
縄
村
は
把
握
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

寺
田
縄
村

の
耕
地
状
況
の
概
観
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
次
に
上
述
の
視
角
に
よ
り
二
十
七
名
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有

の

具
体
的
様
相
を
同
族
ご
と
に
順
次
考
察

し
て
い
こ
う

(第
六
表
及
び
第

二
図
参
照
)
。

①
吉
川
将
監
に
出
自
を
有
す
る
三
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
。
吉
川
将
監
に
出
自
す
る
三
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の

一
名
は
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村

内
最
高

の
耕

地
保
有
農
民

で
あ
る
弥
兵
衛

で
あ
り
、
他

の
二
名

は

二
町

二
反
三
畝
余

の
耕
地
を
有

す
る

八
郎
左
衛
門

と
三
反
五
畝
余

の
零
細

な
耕
地
保
有
農
民

で
あ
る
角
兵
衛
…で
あ
る
。

先
ず
弥
兵
衛

の
耕
地
保
有

に

つ
い
て
み
る
と
、

四
町

八
反

七
畝
余

(
四
十

二
筆
)

の
弥
兵
衛

の
保
有
田

畑

は

二
十

の
宇

に
分
布

し

て
い
る
。

田
に

つ
い
て
字
別
耕
地
保
有
面
積
に

つ
い
て
み
る
と
、
「
七
反

田
下
〉

に
お
け

る
七
反

三
献
余

(
二
筆
)
が
最
も
多
く
、

そ

の
三
筆

の
田

は
連
続

し

て
い
る

の
が
第

二
図
に
み
ら

れ
る
。

そ

の
ほ
か

「
蓮

正
寺
前
」

に
弥
兵
衛

は
五
反

二
畝
余

(
三
筆
)

の
田
を
、

又
、

「
と

ふ
町
」

に
四

反

八
畝
余

の

一
筆

田
地

を
有

し
て

い
る
が
、
後

に
み
る
如
く
戦
国
期

以
降
寺

田
縄
村

に
居
住

し
て

い
た
と

考

え
ら
れ
る
権
兵
衛

や
角
左
衛
門
が
行

な

っ
て

い
る
ご
と
き

一
町
以
上

の
大
規
摸

な
集
中
的
耕
地
保
有
を

弥
兵
衛
は
行

な

っ
て

い
な

い
。

し
か
し
、

「
と
ふ
町
」

の
四
反
八
畝
余

の
田

と

「
満
石
田
」

の

一
反

四
散

余

(
一
筆
)

の
田
、
及
び

「
よ

こ
町
」

の
四
反
余

(
三
筆
)

と

「
通

か

へ
田
」

の

こ
反
六
畝
余

(
三
筆
)

の
田

は
、
第

二
図
中
隣
接

し
あ

っ
て
い
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る

の
で
、
大
規
模
耕
地

の
集
中
が

な

い
と

い

っ
て
も

五
～
七
反
代

の
耕
地

を

四
ケ
所

に
集
中
さ

せ
て

い
る
。

五
反
九
献

余

の
畑

は

「
屋
敷
添
」
を
ふ
く

め

て
六

つ
の
字

に
分
布

し

て
い
る
が
、

そ

の
う
ち

「
宮

の
前
」

の
九
畝
余

(
一
筆
)

の
畑

は

「
蓮

正
寺

わ

き
」

の

一
反
五
畝
余

(
一
筆

)

の
田
と
同

一
区
画
内

に
あ
る
。

又
、
所
在

が
明
ら
か
で
は
な

い
が

「
よ

こ

町
」

の
三
筆

の
畑
は
、

「
よ

こ
町
」

の
田
と
隣
接

し
て

い
る
の
で
あ

ろ
う
。
畑

は
弥
兵
衛

に
限
ら
ず
大
規

模

な
畑
を

一
ケ
所

に
集
中
さ

せ

て
い
る
例

は
み
ら
れ
な

い
。

入
部
左
衛

門

の
二
町

一
反

二
畝
余

(
二
〇
筆
)

の
保
有
耕
地
は
十

の
字

に
分
布

し
て

い
る
。

一
町
八
反

二
畝
余

(
十
六
筆
)

の
田

の
保
有

に

つ
い
て
み
る
と
、

田
は
七

の
字

に
分

布

し

て

い

る
が
、

「
か

し

わ

免
」

に
五
反
余

の

一
筆
耕
地
を
有
す

る
ほ
か
、
「
う
ま
り
立

町
」

に
四
反
八
畝

(
二
筆
)
を
有

し
て

い
る
。

「
う
ま

り
立

町
」

の
三
筆

の
田

は
同

一
宇

内

で
も
離

れ

て
存
在

し

て
い
る
が
、

八
郎
左
衛
門
は

「
う
ま
り

立
町
」

の
北
側

に
接
続
す

る
字

「
北
大
縄

ほ
り
は
た
」

に
も

三
反
余

(
入
筆
)

の
田
を
有

し
て
い
る

の
で

八
郎
左
衛
門

は
保
有
田
地

の
約

四
割

七
反
八
畝
余
を
伺

一
方

面
に
有
す

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
全
体

第2図 の注

c(1)オく図は 「寺 口]縄$'t絵図」 を もとに作湧～した。

・② 屋敷地 は第2表 中の 名請人 の番 号 を もって,保 有者 とそ の屋敷地 の 所在 を示 した。
・(3)各耕地 片に附 したH-一 一1の如 き番}引 よ,ア ル フ ァベ ッ トが 同族 ご との耕地 保有 を示 し,数 字 が 第6表 巾におけ る

便 宜kの 地番 を示 す。従 って,H－ つ とした耕地 片 てあれ ば第6表 をみ る と,吉 川将 監に 出 自を有 す る弥 兵 衛の

「とふ町」 にお け る4反8畝 余の保 有耕地 で あ るこ とが わか る。 この よ うな方 法に よ ゲ(書 名 請人 の保 有耕地 の

所 在 を示 してあ る。

イ4)字 の所 在 は,検 地帳上 の1筆 耕地 面積 と絵 図 中のそれ との照合 に よ り確定 した。 同一 区画 内 の耕地 で"。iMと 畑 で

{よ字 名の 異な る場 合 も存在 す るので,lllra{が 混在 した耕 地 の場 合,lrl方 に よっ て宇 角 を示 した。 また,畑 地の字

名は 余 白 の制約 上煩 雑 にな るの で大 きな字 のみ を示 してあ る。

《5)な お,絵 図中1区 画 に仕切 られ てい る各耕地 片 は必ず しも1筆 耕 地 ではな く数築 を含 む場合at,多 い。
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的
に
は
弥
兵
衛
同
様
分
散
的
耕
地
保
有

で
あ
る
。
三
反
余

の
畑
地
も
分
散

し
て
保
有
さ
れ
て
い
る
。

「杉
屋
敷
」
の
三
筆

の
畑
は
同

一
字

で
は
あ
る
が
、
そ
の
所
在
を
み
る
と
か
な
り
離
れ
て
い
る
。

「北
大
縄
道
下
」

の

一
反
余

(
一
筆
)

の
畑
は

「北
大
縄

ほ
り
は
た
」
の
所

持
田
地
と
連
続
し
て
い
る
の
が
第

二
図
に
み
ら
れ
る
。

四
反
以
下
の
零
細
な
耕
地
保
有
農
民
角
兵
衛

の
所
持
田
畑
は

「西
橋
場
」
・
「中
筋
」
・
「蓮
正
寺
わ
き
」

の
三
字
に
分
散
し
て
い
る
が
、

そ
の
保
有
地
は

「中
筋
」
以
外
は
弥
兵
衛
や
八
郎
左
衛
門

の
保
有
耕
地
と
連
続
し
て
い
る
。

「西
橋
場
」

の
八
畝
余

(
三
筆
)

の
田
が
弥

兵
衛

の

「
西
橋
場
」

の
所
持
田
地
と
連
続
し
、

「蓮
正
寺
わ
き
」
の
五
畝

(
一
筆
)

の
畑
が
八
郎
左
衛
門
の
同

一
宇
内
の
所
持
畑
と
連
続

し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

以
上
、
吉
川
将
監
に
出
自
を
有
す
る
弥
兵
衛

.
八
郎
左
衛
門

・
角
兵
衛

の
耕
地
保
有
に

つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
れ
等
三
名
の
耕
地
保

有
に
つ
い
て
総
括
す
る
と
、
弥
兵
衛

.
八
郎
左
衛
門
の
二
名
は
五
反
以
上
の
耕
地
を
同

一
宇
内
に
連
続
し
て
、
あ
る
い
は
五
反
以
上
の
大

き
な

一
筆
耕
地
を
有
し
て
は
い
る
が
、
顕
著
な
耕
地
の
集
中
的
保
有
は
見
ら
れ
ず
全
体
的
に
は
分
散
的
傾
向
が
強

い
こ
と
が
指
摘

で
き
よ

う
。
又

同
族
相
互
の
保
有
耕
地
は
角
兵
衛

の
例
を
除
く
と
隣
接
し
あ

っ
て
い
る
場
合
は
少
な
く
、

「
北
大
穫

り
は
た
」
に

一
例
見
ら

れ
る
程
度

で
あ
る
。

②

石
塚
修

理
に
出
自

を
有

す

る
三
名

の
寛

文
検
地
名
請

人
の
耕
地
保
有
。
石
塚
修

理
に
出
自
を
有
す

る
寛
文
検
地
名
請
人
は
村
内

四
番

目

の
耕
地
保
有
者
都
ホ

と

一
町
余

の
耕
地
保
有
者
三
右
衛

門
及
び
七
反
余

の
耕
地
を
有
す

る
喜
左

衛
門

の
三
名

で
あ
る
。

都

ホ

の
四
町

六
反

一
献

余

(
二
十
六
筆
)

の
保
有
耕
地
は
十

二
の
宇

に
分
布

し
て

い
る
。
三
町
五
反

五
畝
余

(
十
五
筆
)

の
田

は
六

つ

の
字

に

分
布

し

て
い
る
が

、

一
筆

で
五
反
近
く

の
田
を

「
本
郷
通
り
」

及
び

「
満

石
田
」

に
有
す

る
ほ
か
、㍉
中
筋
L

に
は
八
反
六
畝
余

(
七
筆
)

を
連
続

し

て
所
持

し
、
「
特
免
」

に
も
同
様
に

四
反

三
献
余

(
三
筆
)

を
有

し

て
い
る
。
「
う

ま
り
」

の
所
持
田
地

の
う
ち
玉
筆

は
所
在
確

認
を

で
き
な

い
が

、
連
続
耕
地

と
す

る
と

一
町

一
反

八
畝
余

(
七
筆
)

と

「
う
ま
り
」
に
は
都
年

の
所
持
田
地

の
ほ
ぼ

三
分

の

一
が

あ
る

こ
と
に
な
る
。

「
う
ま
り
」

の
所
在
確
認
が

で
き

る

三
筆

の
田

の
み
で
も

八
反

八
畝
余
は
連
続

し

て
い
る
こ
と
が
第

二
図

よ
り

理
解
さ
れ

る
。
「
よ

こ
町
」

の
三
筆

の
田
に

つ
い
て
も

そ

の
所
在

は
確
認

で
き
な

い
が

、
「
よ
こ
町
」

は

「
本
郷
通
り
」

よ
り
北
方

へ

「
満

石
田
」
.
「
中
筋
」
.
「
よ

こ
町
」

の
順

で
接
続

す

る
字
名

で
あ
り
、
都
ホ

は
村
内
南
西
部

の
そ
れ
等

の
字

に

一
町
九
反
四
畝
余
を
有
す

る
こ

と

に
な

る
。
又
一
「
う
ま
り
」

.
「
特
免
」
も
蓮

昭
寺
北

方
部

に
接
続

し
て

い
る
字

で
あ
り
、
都
ホ

の
所
持
田
地
は
大
雑
把

に
村
内

二
方

面
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第2図 寛文検地名請人の屋敷地及び保有耕地の所在
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第5表 字 別 耕 地 面 積
一 一、

、 ～一、、＼
＼ ＼

、＼
～、

上 田 中 田 下 田 田 方 計 上 畑 中 畑 下 畑 畑 方 計 合 計

1西 橋 場 283.(24) 6.29(2) .20(1) 290.19(27) 39.10(8) 3.03(2) 一 42.13(10) 333.02(37)
2と ふ 町 358.23(18) 5.22(4) 6.12(5) 370.27(27) 一 一 一 一 370.27(27)
3本 郷 通 り 331.21(8) 一 一 331.21(8) 一 一 一

{ 331.21(8)
4満 石 田 452.04(21) 一 一 542.04(21) 一 一 一 一 542.04(21)
5か し わ 免 44.06(1) 159.15(7) 一 203.21(8) 一 一 一 一 203.21(8)
6柳 町 一 320.21(13) 33.25(3) 354.16(16) 4.16(1) 一 .10(1) 4.26( .2) 359.12(18)
7中 筋 一 372.21(17) 98.26(12) 471.17(29) 一 一 一 一 471.17(29)
8よ こ 町 一 176.05(10) 83.10(14) 259.15(24) 6.07(2) 一 .24(1) 7.01(3) 266.16(27)
9.通 か へ 田 一 178.24(6) 20.06(2) 199.(8) 一 一 一 一 199.(8)
10銭 田 一 53.22(4) 86,16(8) 140.08(12) 一 一 一 一 140.08(12)
11せ う ふ 田 一 67.13(3) 1.05(1) 68.18(4) 一 8.19(3) 一 8.19(3) 77.07(7)
12ひ か へ 田 55.23(8) 1.08(1) 1.18(3) 58.19(12) 35.06(6) 25.08(8) 21.18(6) 82.02(20)

'

140.21(32)
13角 田 196.08(8) 11.02(3) 一 207.10(11) … 一 一 一 207.10(11)
14あ な 田 67.(4) 18.25(4) 1.07(1) 87.02(9) 一 1

_ 『 一 87.02(9)
15月1 ,0鳥 田 49.28(5) 10,12(2) 5.21(2) 66.01(9) 『 一 一 { 66.01(9)

16岡 田 25.17(2) 42,19(2) 一 68.06(4) '一 … 一 一 68.06(4)
17七 友m下 19.20(1) 232.24(7) .13(1) 252.27(9) 一 一 一 一 252.27(9)

18主 斗 出 13.26(2) 167.19(14) 483.10(49) 664.25(65) 9.19(3) .12(1) 一 10.01(4) 674.26(69)

19お き た 同 所 一 一 7.22(4) 7.22(4) 一 一 一 一 7.22(4)

20蓮 正 寺 前 136.17(22) 3.11(4) 1.13(2) 141.11(28) 11.28(1) 一 … 11.28(1) 153.09(29)

21}ま り 爾鳥 一 1。17(1) 一 1.17(1) 一 一 一 一 1.17(1)
22蓮 丑三寺 ゆ き 56.10(10) 一 一 56.10(10) 25.20(5) 5.15(2) 一 31.05(7) 87.15(17)

23杉 屋 敵 前 54.13(5) … 一 54.13(5) 51.24(10) 10.23(7) 4.14(6) 67.01(23) 121.14(28)

24杉 木 前 138.22(13) 5.20(2) 72.(19) 216.12(34) 一 一 一 一 216.12(34)

25宮 ノ わ き 173.09(20) 一 .20(1) 173.29(21) … { 一 一 173.29(21)

26時 免 51.13(2) 8.06(1) 一 59.19(3) 一 一 一 　 59.19(3)

27う ま り 364.01(23) 一 一 364.01(23) 6.14(2) {.r 『 6.14(2) 370.15(25)

28お ふ き 田 73.13(4) 21.24(1) 一 95.07(5) … 一 1.20(1) 1.20(1) 96.27(6)

29野 添 110.28(9) 174.07(11) 162.25(18) 448.(38) 一 一 一 一 448.(38)

30と く りほ つ 田 13.11(2) 一 19.17(3) 32.28(5) 一 一 一 一 32.28(5)

31北 大 縄 前 10.17(2) 83.29(16) 122.07(15) 216.23(33) 一 一 〔 一 216.23(33)

32北 大縄 ほ りはた 5.26(1) 40.27(12) 54.18(16) 101.11(29) 一 一 一 一 101.11(29)

33う ま り 立 町 15.10(1) 187.29(8) 62.04(3) 265.13(12) 一 一『 一 一 265.13(12)

34屋 敷 添
(カ)

一 一 一 一 276.03(22) 一 一 276.03(22) 276.03(22)

35御 面 ま き 一 一 『 … 23.09(5) 一 一 23.09(5) 23.09(5)

36水 門 下 一 一 一 一 3.02(2) 一 一 3.02(2) 3.02(2)

37川1‖ 烏 一 一 一 一 一 一 3.06(1) 2.26(3) 6.02(4) 6.02(4)

38∫ll貞 烏1『0 一 一 一 一
} 5.(1) 一 5.(1) 5.(1)

39か ま め ん 一 一 　 一 一 120.14(27) 一 120:14(27) 120.14(27)

40す ン 川 一 一 一 一 19.18(3) 10.20(5) 一 30.08(8) 30.08(8)'

41出 口
(カ)

一 　 一 一 49.13(7) 3.04(2) 一 52.17(9) 52、17(9)

42ゑ け の 前 一 一 一 一 12.24(1) 一 一 12.24(1) 12.24(1)

43山 王 う し ろ 一 一 一 一 29.13(3) 一 一 29.13(3) 29.13(3)

44し ゃ くしかい と 一 … 一 一 47.02(8) 13.19(5) .18(1) 61.09(14) 61.09(14)

45(不 明) 一 一 一 一 135.15(14) 31.07(4) 14.24(7) 181,16(25) 181.16(25)

46北 大 縄 道 下
fカ)

一 一 一 一 27.12(3) 1.27(2) 一 29.09(5) 29.09(5)

47宮 之 前 一 一 一 一 9.05(1) 一 一 9.05(1) 9.05(1)
48き た 　 一 一 一 8.01(4) 一 一 8,01(4) 8.01(4)

49蓮 正寺わき道添 一 一
'

一 一 一 一 .14(1) .14(1) .14(1)

50橋 場 一 一 一 一 6.(2) 一 一 6.(2) 6.(2)
－P-_皇 一 一 ユム ,`,■ 、



7中 筋 一 372.21(17) 98.26(12) 471.17(29) 一 一 一 一 471.17(29)

8よ こ 町 一 176.05(10) 83.10(14) 259.15(24) 6.07(2) 一 .24(1) 7.Ol(3) 266.16(27)

9通 か へ 田 一 178.24(6) 20.06(2) 199.(8) 一 一 一一一 一 199,(8)

10銭 田 一 53.22(4) 86.16(8) 140.08(12) 一 一 一 一 140.08(12)

11せ う ふ 田 一 67,13(3) 1。05(1) 68.18(4) 一 8.19(3) 一 8.19(3) 77.07(7)

12ひ か へ 田 55.23(8) 1.08(1) 1.18(3) 58、19(12) 35.06(6) 25.08(8) 21.18(6) 82.02(20)
'

140.21(32)

13∫ 〔|1』 日 196.08(8) 11.02(3) '一 ー一 207.10(11) 一 一 一 一 207.10(11)

14あ な 田 67.(4) 18,25(4) 1.07(1) 87.02(9) ←一 ._ 一 一 87.02(9)

15月1∬61]il 49.28(5) 10.12(2) 5,21(2) 66.01(9) 一 一 一 一 一 66.Ol(9)

16岡 田 25.17(2) 42.19(2) 一 68.06(4) 一 一 一 一 一 68.06(4)

17七'友 田 下 19.20(1) 232.24(7) .13(1) 252.27(9) 一 一 一 一 252.27(9)

18三|三 三ト1ヨ^1 13.26(2) 167.19(14) 483.10(49) 664.25(65) 9.19(3) .12(1) 一 10.01(4) 674.26(69)

19お き た 同 所 一 一 7.22(4) 7.22(4) '一 ← ≠ ・ 一 一 7.22(4)

20'蓮 元五 苦n{∫ 136.17(22) 3.11(4) 1.13(2) 141.11(28) ll.28(1) 一 一 1L28(1) 153.09(29)

21ほ り 嶋 一 1.17(1) 一 1.17(1) 一 一 一 一 1.17(1)

22蓮 正 寺 ゆ き 56.10(10) 一 一 56.10(10) 25、20(5) 5.15(2) 一 31.05(7) 87.15(17)

23杉 屋 敷 前 54.13(5) 一 一 54.13(5) 51.24(10) 10.23(7) 4,14(6) 67.01(23) 121.14(28)

24杉 木 前 138.22(13) 5.20(2) 72.(19) 216.12(34) 一 一 一 一 216.12(34)

25宮 ノ わ き 173.09(20) 一 .20(1) 173.29(21) 一 一 一 　 173.29(21)

26時 免 51.13(2) 8.06(1) 一 59.19(3) 一 　 一 一 59.19(3)

27う ま り 364.01(23) 一 一 一 364.01(23) 6.14(2) 一 一 6.14(2) 370.15(25)

28お ふ きfrl 73.13(4) 21.24(1) 一 95.07(5) 一 一 1.20(1) 1.20(1) 96.27(6)

29野 添 110.28(9) 174.07(11) 162.25(18) 448.(38) 一 一 一 一 448.(38)

30と く りほ つ 田 13.11(2) 一 19.17(3) 32.28(5) 一 一 一 一 一 32.28(5)

31北 大 縄 前 10.17(2) 83.29(16) 122.07(15) 216.23(33) 一 一 一 一 216.23(33)

32北 大縄 ほ りはた 5.26(1) 40.27(12) 54.18(16) 101.11(29) 一 一 一 一 101.11(29)

33う ま り 立 町 15.10(1) 187.29(8) 62.04(3) 265.13(12) －rr 一 … 一 265.13(12)

34屋 敷 添 一 一 一 一 276.03(22) 一 一 276.03(22) 276.03(22)
(カ)

35御 面 ま き 一 一 一 一 23.09(5) 一 一 23.09(5) 23.09(5)

36水 門 下 一 一 一 一 3.02(2) 一 一 3.02(2) 3.02(2)

37月1直 島 一 一 一 一 一 3.06(1) 2.26(3) 6.02(4) 6.02(4)

38川 鳴 向 一 一 一 一 一 5.(1) 一 5.(1) 5.(1)

39か ま め ん 一 一 {
{ 一 120.14(27) 一 120ユ4(27) 120.14(27)

40す 〉 川 一 一 一 一 19.18(3) 10.20(5) 一 30.08(8) 30.08(8)

41出 口 一 一 一 一 49.13(7) 3.04(2) 一 52.17(9) 52.17(9)
(カ)

42ゑ け の 前 … 一 一 一 12.24(1) 一 一 12.24(1) 12.24(1)

43山 王 う し ろ 一 … 一 一 29.13(3) 一 一 29.13(3) 29.13(3)

44し ゃ くしかい と 一 一 一 一 47.02(8) 13.19(5) .18(1) 61.09(14) 61.09(14)

45(不 明) 一 一一 }
一 135.15(14) 31.07(4) 14.24(7) 181.16(25) 181、16(25)

46北 大 縄 道 下 　 一 一 一 27.12(3) 1.27(2) 一 29.09(5) 29.09(5)
(カ)

47宮 之 前 一 一 一 一 9.05(1) 一 一 9.05(1) 9.05(1)

48き た 一 一 一 一 8.01(4) 　 一 8.01(4) 8.01(4)

49蓮 正寺わき道添 一 一 一 一 一 一 .14(1) ,14(1) .14(1)

50橋 場 } 一 一 一 6.(2) 一 一 6.(2) 6.(2)

51本 郷 嶋 一 一 一 一 一 一 .29(1) .29(1) .29(1)

52お き た 嶋1 一 … 一 一 一 一 1.10(3) 1.10(3) 1.10(3)

一一

合 計 3,192.06(216) 2,354.01(155) 1,326.15(183) 6,872.22(554)

一.

837.21(113)

〕-

242.27(70) 49.27(31) 1,130.15(214) 8,003.07(768)
.

注(1)

(2}

(3}

字名の配列は検地帳の記載順序に従い、田畑ともに存在する数字は畑を田と併せて示した。

()内 は筆数。

(不明)と したものは一つの字名である。



H.吉 川将盛上出自を有する寛文検地名請人の

所持耕地

①弥 兵 衛 ふ

石

〃

と

満

柳

申

〃

〃

よ こ

〃

町

m

町

筋

町

通 か へ 田

舟

〃

〃

〃

〃

な

〃

あ

〃

〃

田

田

〃

七 反 田 下

〃

主 斗 出

蓮 正 寺 前
〃

蓮 正 寺 わ き

う ま り

北 大 縄 、前

北大縄ほりはた

〃

添

ん

ろ

前

前

め

し

敷

敬

う

〃

の

ま

玉

屋

屋

か

山

宮

杉

上 田48.02

上 田14.17

上 田18.05

中 田18.27

中 田8.

下 田7.06

下 田5.25

Fキ1田23.20

下 田16.22

中 田13.22

下 田12。13

上 田36.23

rV日]9.02

中 田.08

中 田1.22

上 田14.20

中 田1.06

上 田5.25

中 田2.22

下 田1.07

中 田25.11

中 田48.08

下 田4.23

上 田32.26

上 田19.13

上 田15.05

上 田9.04

中 田7.13

下 田2.24

下 田2.15

上 畑8.25

中 畑2.02

上 畑24.13

上 畑1.

上 畑9.05

中 畑1.22
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×
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q
U

O
O

⑪八郎左衛門

⑲角 兵 衛

〃

〃

よ こ 町

〃

〃
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田

免
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わ

〃
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し
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上 畑6.25

中 畑.24
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上 田6.22
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中 田2129

上 畑5.
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×
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C.石 塚修理に出自を有する寛文検地名請人の

所持耕地

④都 ホ り
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こ
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、
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よ
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〃

〃
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〃

〃

〃

〃

か ま め ん

〃

す ン 川

出 口

しゃくしかい と

(不 明)

銭 田

ひ か へ 問

〃

斗

〃

主

〃

〃

〃

〃

n

お ふ き 田

〃

北 大 縄 前

水 門 下

一ドlr15
.05

呼11H13.29

∫}|lll72.02

1}lll|8.06

仁lll3!{.01

」」ll23.07

ヒ「ll1.19

」二「1'11.20

1こ口,12.10

-E.1日2.27

」二「「|21.22

ヒ 田65.14

1二力{113.19

1ト1却17.10

下 畑8.23

下 畑2.20

下 畑4.15

1-i-tSl[19.05

中 畑1.12

上 畑9.

」二灯ll11.03

」二却|4.23

11M33.19

屋 敷10.

rilti「111.09

」二1日7.28

土日11.04

ド1日.22
`ド 日12

.05

ヰ|H{7.10

下 田4.22

下 田.17
-FLtl

Jl4.05

上m23.24

_ヒ1126.28
一ドfn5

.15

上畑11.22

x

3

4

5

6

7

×

×

×

×

×

8

9

×

10

11

12

13

14

15

16

17

18

④

19

20

21

22

23

24

25

×

26

27

28

29

30

ひ か へm

しゃ くしかい と

⑰再 左 衛 凹 ひ か へ 馴

あ な 川

〃

お ふ きm

〃

と くりほ った田

ひ か え 田

上畑

上畑

屋敷

4.12

7」6

624

wド 圧1
.04

1:H116.13

呼ll壬15.22

」二1:「113.24

11r「ll21.24

一上灯ll9.07

.1-:;kill3.27

屋 敷5.2.

×

31

22

ワ
匂

3

4

5

戸0

7

∩δ

∩
」

O
J

Q
u

3

nづ

38

⑰

B.石 塚生井之Lに 出白を有する寛文検地名請

人の所持耕地

⑱ 長 方 術Ft]

⑳佐 次 兵 衛

不

屋

(

町

田

川

敷 前

り

前

添

)明

前

と ふ 町

ひ か へ 田

田

前寺

〃
斗

正

業

蓮

〃

〃

野 添

北大縄ほ りはた

」二「[113.20

上 田10.03

T.i:1H:124.22

下 田17.18

ヒ田10.20

.Hl{9.28
'ドElil5

.15

中 田.24

上 畑7.20

一ヒ灯II6.05

ヒ畑4.20

.iilLllil4.17
'ド郊11

.06

屋 敷11.23

_ヒ日]12.06

-1二[ll20.22

上 田1.27

下 田26.26

上 田.28

_ヒ11}.13

上 田.23

1=1,訂[日27.27

FllI:1]3.14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

⑱

一
14

15

16

17

18

19

20

21

22

⑳惣 左 衛 門

⑳四 郎 兵 衛

⑳市郎左衛門

き

旺

ま

へ

わ
i

、

"∬

・刀

-
御

ひ

出

〃

口

通 か へ 田

川 嶋 田

〃

野 添

北 大 縄 筋

ん

口

めまX

～
ー

・刀

日
μ

岡ー ー]ー

〃

主 斗 田

蓮 正 寺 前
〃

蓮 正 寺 わ き

〃

宮 ノ わ き

〃

〃

しゃ くしかいと

(不 明)

〃

杉 屋 敷 前

田

筋

町

前

前

日つ

寺

敷

ま

石

こ

ー

　
こ

れ
ノ

丑

屋

く

満

中

よ

蓮

杉

と

き

た

ま
ー
而

(
御

き

」二stgll4.25

一ド却11
.22

一ド火1|1
.21

」二却16.29

屋 敷6.

1]コ[n46.18

上 田1.06

_ヒm10.27

_ヒ1]]35.17

下 田7.28

中 畑3.18

一ヒ畑6.09

上 田15.14

11-・llＴ|17.27

{ドH]16
.16

上 田7.17

上田5.19

一ヒ田2.18

上 田1.01

上 田2.10

上 田3.20

上 田.19

」二畑13.13

下 畑.05

上 畑10.25

上 畑8.12

屋 敷4.20

上 田20.11

t十:1日]34.25

11i田17.04

上 田2.11

上 田3.13

下 田7.22

_ヒiklll7.04

上 畑1.12

23

24

25

26

⑭

7

8

9

0

1

2

2

2

3

3

×

×

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

42

43

44

45

⑳

6

7

8

9

0

1

4

4

4

4

5

5

ウ
一

〇
〇

5

5



第6表 寛文検地名請人の1筆 ごとの保有耕地

1.12

T
.16

;.24

。04

3.13

5.22

324

L24

D.07

3.27

5.2.

×

田

盟

田

田

M

35

舗

訂
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⑰

演地名請

⑳惣 左 衛 門

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

⇔

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2・

。3

2

田

⑳

四

日

竺

m

o5

2。

η

。6

田

3

0

4

7

0

9

5

7

6

4

4

1

1

6

2

7

6

8

3

3

7

4

0

2

2

2

2

1

2

2

1

2

0

1

6

7

3

⑳四 郎 兵 衛

⑪市郎左衛門

ま

へ

川
ー

、

]∬

力

口
御

ひ

出

迎 か

川

野

北 大

か ま

出

〃

き 」二期4.2523

1Ll－ ドNII1.2224
'下川1

.2125

「二1」 ∴却16,2926

{一 ・ 屋敷6. ㊧

へm 中 田46.18 27

嶋 田 上 田1.06 28

〃 ヒ田10.27 29

添 上[[135.17 30

縄 目∬ 下 田7.28 31

め ん 中 畑3.18 ×

口 .ヒ畑6.09 ×
一

⑮六 兵 衛 本 郷 通 り

屋 敷 添

(不 明)

⑱八 兵 衛 杉 ノ 木 前

」:1'Il62.08

」ゴ]ll3.06

1}1却|4.24

屋 敷11.06

.」一:「日3.17

屋 敷9.26

54

55

56

⑳

57

◎

E.石 塚与五郎に出自を有する寛文検地名請人
の所持耕地

田 上 「[115.1432

〃i'iZi田17.2733

ミ{.1日rドElil16.1634

寺 前 上 田7.1735

〃 .ヒH・15.1936

_ヒ田2.1837

〃 上 田1.0138

わ き 上 田2.1039

〃 」二日]3.2040

〃 上 田.1941

⑲甚 右 衛 門 と

巾

ひ

ふ

か へ

〃

間

主

蓮 正

蓮iE寺 わ き

宮 ノ

し ゃ く し か い と ト畑3.13

(不 明)下 畑.05

〃 _ヒ却H10.25

杉 屋 敵 前 上 畑8.12

一 屋 敷4 .20

〃

斗

正 寺

〃

〃

〃

大 縄
〃

町 上 田20.07

筋 ヰ1圧|22.25

仕1_ヒH-i8.04

中 田1.08

下 田.23

日二1一ドf]]3.23

鳶{r,f二1王1.16

添 ドH=110.13
一ド田5

.22

下 田14.02

ri:Il]]15.04

前rll日12.23

下 田.12

御
42ひ

43す

44杉

45

⑳ 　⑳金 右 衛 門

面 ま き 上 畑3.24

か へ 田 下 畑3.07

)b・ ∫日r」二1灯ll2.28

屋 敷 前 ヒ畑3.01

屋 敷8.03

満 石 田 上 田20.1146

巾 筋 中 田34.2547

よ こ 町 中 田17.0448

蓮 正 寺 前 上 田2.1149

杉 屋 敷 前 上[II3.1350

と く り ほ っ 田 下 田7・2251

くメけ くが

御 面 ま き 上畑7.0452

き た 上畑1.1253

西

と

銭

野

橋

ふ

〃

〃

〃

北大縄ほ りはた

北 大 縄 前

場 一ヒ田18.09

町 上 田14.19

[日rl-UI5.

下 田5.15

添 上 田14.07

ヰ 田8.06

下 田17,29

下 田.04

下 田.13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

1

1
上

1

1
⊥

14

15

16

17

⑲

8

9

0

1

2

3

1

1

2

2

9
一

2

24

25

26

敷

〉

〃

召

す

杉

1{Jltlll3.22

」二灯ll3.11

上二月H2.28

屋 敷5.11

27

28

29

⑳

D.石 塚右近に出自を有する寛文検地名請人の

所持耕地

八 左 衛 門 主 斗 田 下 田8

屋 敷 添 上畑2

か ま め ん 中畑3

〃 中畑3

(不 明) 中畑6
一 屋敷11

'=一

8.07

2.18

3.24

3.20

6.20

1

2

3

4

5

⑱

A.高 橋主計に出自を有する寛文検地名請人の

所持耕地

⑬勘 解 由

⑮権 左 衛 門

西 橋 場
〃

田

下

町τ

田

.、
‥

〃

宥

り

反

ま

旭両

ヒ

う

西 橋 場
〃

〃

西

満

よ

角

ほ

う

野

橋

〃

石

こ

〃

〃

〃

り

ま

場

印

町

ーf「

鳴

り

添

う ま り

」二日|5.03

上 田8.

上 田50.01

上 田23.11

11q田38.24

下 田22.01

上 畑13.04

上 畑2.12

上 畑7.23

屋 敷8.27

上 田6.06

上 田4.07

上 田31.04

1†1田17.12

下 田15.21

上 田26.04

上 田4.22

上 田11.27

|戸rl|1.17

上 田1.17

下 田7.24

上 畑3.08

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⑬

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

21

⑰与惣左衛凹

⑳伝 左 衛 門

㊨九 兵 衛

川

〃

〃

」r.klll3.0622

』鳴ll1却13.0623

下 畑.1824

屋 敷9.18⑮

と ふ

〃

斗

木

し

、正

か

主

.蓮

杉

か ま

(不

〃

ふ

斗

〃

し

正

と

か

角

主

蓮

〃

〃

〃

〃

〃

杉 ノ

〃

か ま

〃

蓮正寺わき道添

水 門

町 上 田44.15 25

上 田1.20 26

わ 免 仁田44.06 27

「口 中 田5.23 28

寺 前 上 田13.28 29

前 下 田9.01 30

め ん 中 畑5.10 31

中畑.18 32

明) 上 畑2.12 33

屋敷4.24 ⑰

町 上 田13.22 34

わ 免 中 田10.27 ×

肛1 上 田1.15 ×

田 中 田7.24 35

中 田11.05 36

寺 前 上 田4.18 37

中 田.28 38

中 田.17 39

下 田.19 40

下 田.24 41

一ヒ田2.17 42

木 前 1二田1.07 43

上田7.04 44

め ん 中畑.18 45

rll畑2.28 46

き道添 下畑.14 47

下 上 畑1.10 48

屋 敷4.18 ⑳

49

×

50

51

4

9

2

2

2

1

2

0

7

4

1

ー

ハδ

噛■

田

田

田

田

申

下

上

中

免

田

前

前

わ

寺

縄

斗

し

正

大

か

主

蓮

北

杉 屋 敷 前
〃

す き た 嶋

上 畑6.22

pFi;llll.24

下 畑.07

屋 敷1.23

52

53

54

⑳

⑤権兵衛の所持耕地

西

と

橋

〃

ふ

〃

〃

場

町

通 か へ 出

銭 田

〃

〃

〃

〃

〃

田

田

き

前

き

り

わ

木

わ

〃

な

斗

〃

寺

〃

ま

正

ノ

ノ

あ

主

,

蓮

杉

宮

、

う

前

たは

纏

り

〃

ほ

大

縄大

北

北

添

田ふ

敷

〃

一つ

屋

せ

,

〃

ひ か へ 田

〃

〃

〃

上 田21.17

上 田17.29

中 田.21

下 田.24

上 田13.23

下 田7.23

下 田67.07

中 田8.09

下 田2.20

下 田2.16

下 田.12

下 田1.12

中 田29.04

中 田9.05

下 田15.

下 田12.10

上 田6.26

上 田7.02

上 田28.13

上 田14.16

上 田20.11

_ヒ田45.06

下 田4.06

下 田3.23

上 畑11.21

中 畑3.04

中 畑1.27

rt4月g3.18

一ヒ.〕]∬5.26

i:ti;k[fi2.20

FFi)tlll6.16

ii.i;kln1.03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

×

×

×

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

×

1

2

3

4

5

6

7

9

2

2

2

2

2

2

2

2

⑥角左待



杉 屋 敷 前 上 畑6.22 52 〃 中 畑 ユ.15 29 杉 ノ 木 前 下 川7.26 25 中 筋 中 川35.19 21 屋 敷 添 上 畑3.15 16

〃 rll畑.24 53 西 橋 場 中 畑2.15 30 〃 下 川1.05 26 よ こlll∫ 中 川7.10 22 北 大 縄 道 下 中畑.16 ×

す き た 鵡 下畑.07 54 か ま め ん 中 畑14.27 31 〃 下 川g.21 27 主 斗 出 ド1日18.07 23 〃 中 畑1.18 17

一 屋敷123 ㊨ すs川 中 畑1.27 × 〃 下 田10.
－AA－ 一'一 ー一

28 〃 下 川2.27 24 '『

屋 敷10.08 ⑧
一 ー一 一一 一

衛の所持耕地
(不 明)

〃

上 畑2.12

上 畑16.18

×

×

屋 敷 添
〃

」測48.12

.ヒ畑2.15

29

×

〃

蓮 正 寺 前

下 川2.06

上川628

25

26
注U}面 積の単位は畝。

(2)各 耕地に附 した番号は、その所在を

西 橋 場 上 田2L17 1 〃 上 畑18.09 32 〃 上 畑27.05 30 北 大 縄 前 下 川6.09 27
示すための便宜上の地番で、第2図 に

〃 上 田17.29 2 〃 上畑2.25 33 (不 明) 上畑5.23 31 う ま り 立1町 中 田27・02 28
は弥兵衛の 「とふ町」における4反8

と ふ 町 中 田.21 3 〃 下畑2.14 34 〃 下畑.27 32 屋 敷 添 蜘|4.05 29
畝余 の上 田 を例に とれば、H-1の 如

〃 下 田.24 4 杉 屋 敷 前 中畑.16 × 杉 屋 敷 前 中 畑2.07 33 か ま め ん 中畑2. 30 くそ の所 在 を示 した。

〃 上 田13.23 5 ひ か へ 田 上 畑 、27 35
↓

主 斗 出 上 畑7.11 34 出 口 中 畑1.01 31 ×印は 「絵図」 との照合で、そ の所在

通 か へ 田 下 田7.23 6
一 屋敷9.01 ⑤ す き た 嶋 下 畑.16 35 〃 上畑4.06 32 が確認で きなか ったものであ る。

銭 田 下 田67.07 .7
⑥角左衛門の所持耕地

一 屋敷29. ⑥ しゃ くしかい と 上畑7.06 33

〃 中 田8.09 8
L.井 出道仙に出自を有する寛文検地名請人の

一
屋 敷12.20 ⑭

一
〃 下 田2.20 9

満 石 田 上 田29.11 1 所持耕地 P.二 宮喜右衛門に出自を有する寛文検地名請
〃 下 田2.16 ×

〃 上 田9.08 2 ⑫与左 衛 門 満 石m 上 田31.11 1
人の所持耕地

〃

〃

下 田.12

下 田1.12

×

×
主 斗 出

〃

中 田15.24

中 田2.25

3

4

中 筋
〃

中 田20.11

中 田8.16

2

3

⑳伊 右 衛 門 西 橋 場
〃

=

上 田1.06

上 田2,08

1

2

〃

あ な 田

主 斗 出

〃

蓮 正 寺 わ き

中 田29.04

中 田9.05

下 田15.

下 田12.10

上 田6.26

10

11

12

13

14

〃

お き た 同 所

主 斗 出

〃

〃

下 田.24

下 田4.

下 田22.06

下 田35.27

中 田45.15

5

6

7

8

9

主 斗1:日

〃

角 田

野 添

〃

下 田.25

ド田30.16

上 田11.13

上 田20.23

上 田1.08

4

5

6

7

8

満 石 田

せ う ふ 田

杉 ノ 木 前

お ふ き 田

北 大 縄 前

上 田20.27

中 田3522

上ln2323

止m8.27

下 田6.06

3

4

5

6

7

杉 ノ 木 前 上 田7.02 15 一 一

宮 ノ わ き

〃

う ま り

上 田28.13

上 田14。16

上 田20.11

16

17

18

〃

〃

〃

中 田26.06

上 田11.11

上 田2.15

10

11

12

〃

〃

〃

上 田1.07

上 田9.03

下 田12.12

9

10

11

西 橋 前

橋 場
一

中 畑.28
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に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

一
宇
内
の
保
有
耕
地
面
積
よ
り
し
て
も
都
ホ
は
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
よ
り
集
中
的
耕
地
保
有

を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
都
ホ
の

一
町
六
畝
余

(十

一
筆
)
の
畑
は
六

つ
の
宇
に
分
布
し
て
い
る
が
、
村
内
北
東
吉
祥
院

裏
側

(字
名
不
明
)
に
三
反
三
献
余
の

一
筆

の
畑
を
有
す
る
ほ
か
、

「
ひ
か

へ
田
」
に
三
反
六
畝
余

(
玉
筆
)
を
有
し
比
較
的
畑
で
も
集

中
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
都
ホ
も
角
左
衛
門
の
如
き
耕
地

の
大
規
模
な
集
中

は
認
め
ら
れ
な
い
。

三
右
衛
門

の

一
町
九
献
余

(十
五
筆
)
の
保
有
耕
地
は
七

つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
所
持
田
地
九
反
六
畝
余

(十
二
筆
)
は
五

つ
の

字
に
分
布
し
て
い
る
が
、
「
お
ふ
き
田
」
に
は
所
持
田
地
の
半
分
以
上
五
反
余

(
二
筆
)
の
田
が
あ
る
。
「主
斗
出
」
に
は
玉
筆

一
反
九
畝

余
を
所
持
し
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
田
は
同

一
宇
内
で
あ
る
が
全
部
は
連
続
し
あ

っ
て
は
い
な
い
。

一
反
三
献
余

(
三
筆
)

の
畑
は
三
つ

の
字
に
分
布
し
て
い
る
。

喜
左
衛
門
の
七
反

一
畝
余

(七
筆
)

の
保
有
耕
地
は
四

つ
の
字

に
分
布
し
て
い
る
が
、

「
お
ふ
き
田
」
に
は
三
反
五
畝
余

(
三
筆
)
と

全
保
有
耕
地
の
ほ
ぼ
半
分
の
田
が
あ
る
。

「
お
ふ
き
田
」

の
三
筆
の
田
は
連
続
し
て
い
る
。

石
塚
修
理
に
出
自
を
有
す
る
都
ホ

・
三
右
衛
門

・
喜
左
衛
門

の
耕
地
保
有
に

つ
い
て
み
て
き
た
。
都
ホ
の
耕
地
保
有
に
は
村
内
最
高
の

耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
に
比
し
よ
り
耕
地

の
集
中
的
保
有

の
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
等
三
名
の
同
族
相
互
の
耕
地
保
有
に
つ
い
て
み

る
と
、
三
右
衛
門
と
喜
左
衛
門
の
保
有
耕
地
は
隣
接
し
て
い
る
場
合
は
認
め
ら
れ
る
が
、
本
家
と
考
え
ら
れ
る
都
ホ
の
所
持
耕
地
に
隣
接

し
た
三
右
衛
門

・
喜
左
衛
門
の
所
持
耕
地
は
、
都
ホ
が
集
中
的
耕
地
保
有
を
行
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
少
な
く

「
ひ
か

へ
田
」
と

「
し

ゃ
く
し
か
い
と
」
に
み
ら
れ
る

だ
け
で
あ
る
。

「
ひ
か

へ
田
」
に
は

三
右
衛
門
と

喜
左
衛
門

の
計

一
反
七
畝
余

の
耕
地
が

隣
接
し
て
並

び
、
そ
の
耕
地
の
古
川
排
水
路
を
挟
ん
だ
対
岸
に
都
ホ

の
三
反
六
畝
余
の
所
持
地
が
所
在
し
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。

「
し
ゃ
く
し
か
い

と
」
に
お
け
る
連
続
耕
地
は
都
ホ

の
所
持
畑
四
散
余
と
三
右
衛
門
の
所
持
畑
七
畝
余

で
あ
る
。
三
右
衛
門
と
喜
左
衛
門
の
保
有
耕
地
が
隣

接
し
て
い
る
箇
所
は

「
ひ
か

へ
田
」

の
ほ
か
、
「お
ふ
き
田
」
で
あ
る
。
「お
ふ
き
田
」
に
は
三
右
衛
門
が
全
所
持
田
地
の
半
分
以
上
が
、

喜
左
衛
門
が
全
所
持
耕
地
の
ほ
ぼ
半
分
が
所
在
し
て
い
る
が
、

「
お
ふ
き
田
」
に
お
け
る
三
右
衛
門
と

喜
左
衛
門
の
所
持
耕
地
は
連
続

し

て
お
り
、
用
水
路
に
よ

っ
て
変
形
さ
れ
て
い
る
が
、
碁
盤

の
目
の
如
く
か

つ
て
は
区
分
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

一
区
画
の
半
分
以
上
を
占

地
し
て
い
る
。

「
お
ふ
き
田
」

の
そ
の

一
区
画
の
全
面
積
は

一
町
二
反
六
畝
余
で
三
右
衛
門
と
喜
左
衛
門

の
連
続
耕
地
は
そ
の
約
七
〇
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
等

の

「
お
ふ
き
田
」
'に
お
け
る
保
有
耕
地
面
積

の
合
計
は
八
反
六
畝
余
で
、

こ
れ
は
都
ホ
の

「中
筋
」
に
お
け
る
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連
続
耕
地
面
積
と
同
面
積
で
あ
る
。

③
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
を
有
す
る
七
名
の
寛
文
検
地
名
請
人

の
耕
地
保
有
。
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
は

一
町
二
反
余

の
耕
地
保
有
者
長
左
衛
門
、

一
町
余

の
耕
地
保
有
者
四
郎
兵
衛
と
そ
の
隠
居
市
郎
左
衛
門
、

一
町

一
反
余
の
耕
地
保
有
者
佐

次
兵
衛
と
そ
の
隠
居
惣
左
衛
門
、
及
び
、
八
反
余
の
耕
地
保
有
者
六
兵
衛
と

一
反
余

の
零
細
な
耕
地
保
有
者
八
兵
衛
の
計
七
名
で
あ
る
。

長
左
衛
門
の

一
町

一
反
七
畝
余

(十
二
筆
)
の
保
有
田
畑
は
七
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
最
も
耕
地
を
有
し
て
い
る
字
は

「岡
田
」

で
、
そ
こ
に
三
反
四
散
余

(
三
筆
)
の
田
を
所
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
所
持
耕
地
は
村
内
四
方
に
分
散
し
て
い
る
。
四
郎
兵
衛
は
九

反
六
畝
余

(十
四
筆
)
の
田
畑
を
所
持

し
て
い
る
が
、
所
持
田
畑
は
八
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
四
郎
兵
衛
が
最
も
耕
地
を
有
す
る
字

は
、
長
左
衛
門
と
同
じ
く

「岡
田
」
で
そ
こ
に
三
反
三
畝
余

(
三
筆
)
と
所
持
地
の
約
三
分
の

一
の
田
を
有
し
て
い
る
。

「岡
田
」
の
ほ

か

「
主
斗
出
」
に
も
耕
地
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
他

の
四
郎
兵
衛
の
所
持
耕
地
は
村
内
東
半
蔀
に
分
散
し
て
い
る
。
四
郎
兵
衛

の
隠
居

市
郎
左
衛
門
は
九
反
四
畝
余

(入
筆
)
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
そ
の
保
有
田
畑
は
八
つ
の
字
に
分
布
し
、
名
請
地
各

一
筆
は
す
べ

て
字
名
が
異
な
る
が
、

「中
筋
」

の
三
反
四
畝

の
如
く

一
筆
耕
地
面
積
で
は
四
郎
兵
衛
よ
り
大
き

い
耕
地
を
有
し
て
い
る
。
市
郎
左
衛
門

の
保
有
田
畑
も
村
内
四
方
に
分
散

し
て
い
る
が
、

「中
筋
」
の
田
と

「
満
石
田
」

の
こ
反
余
の
田
は
道
を
隔
て
て
隣
接
し
て
い
る
。

佐
次
兵
衛
の

一
町
九
畝
余

(十
二
筆
)

の
保
有
田
畑
は
八
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。

佐
次
兵
衛
が

最
も

耕
地
を
有
す
る
字
は

「
野

添
」

で

一
筆

二
反
七
畝
余
の
田
を
そ
こ
に
有
し
て
い
る
が
、
佐
次
兵
衛
の
保
有
田
畑
も
全
体
的
に
は
村
内
四
方
に
分
散
し
て
い
る
。
佐
次

兵
衛
の
隠
居
惣
左
衛
門
は

一
町

一
反
二
畝
余

(七
筆
)

の
耕
地
を
有
す
る
が
、
保
有
耕
地
は
六

つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
惣
左
衛
門
は

「
通
か

へ
田
」
に
四
反
大
敵
余

(
一
筆
)
、
「野
添
」
に
三
反
五
畝
余

(
一
筆
)

の
田
を
有
し
、
そ
の
ニ
ケ
所
に
全
保
有
耕
地

の
約
七
十
四

パ
ー
セ
ン
ト
を
有
し
て
い
る
が
、
「通
か

へ
田
」
・
「野
添
」
の
田
は
共
に

一
筆
で
あ
り
、
隠
居
市
郎
左
衛
門
と
同
様

一
筆
耕
地
面
積
で
は

本
家
佐
次
兵
衛
よ
り
大
き

い
耕
地
を
所
持
し
て
い
る
。

六
兵
衛
は
六
反
五
畝
余

(三
筆
)

の
田
畑
を
有
し
て
い
る
が
、
保
有
耕
地
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
は

「本
郷
通
り
」
の
田
地
六
反

三
献

余

(
一
筆
)
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
の
前
述

の
検
討
に
よ
れ
ば
六
兵
衛
は
石
塚
生
井
之
上
の
系
譜
中
で
も
早
期
に

給
地
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
系
統
に
属
し
て
い
る
。
寛
文
検
地
帳
上
の
全
名
請
地
が

一
反
三
畝
余
と
零
細
な
耕
地
保
有
者
八
兵
衛

の
所

持
耕
地
は
、
屋
敷
地
を
除
く
と

「杉

ノ
木
前
」

の
田
三
畝
余

(
一
筆
)
の
み
で
あ
る
。
八
兵
衛
の
零
細
な

「杉
ノ
木
前
」
に
お
け
る
所
持
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地
は
四
郎
兵
衛
の

「蓮
正
寺
わ
き
」

の
田
と
連
続
し
て
て
い
る
。

石
塚
生
井
之
上
に
出
自
を
有
す
る
七
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
に
は
集
中
的
傾
向
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
同

一
宇
内
に

最
も
耕
地
を
有
す
る
場
合
で
も

「本
郷
通
り
」
に
お
け
る
六
反
二
畝
余

の
六
兵
衛
の

一
筆
所
持
耕
地
が
最
高
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
井
之

上
に
出
自
す
る
七
名
の
同
族

の
保
有
耕
地
は
相
互
に
連
続
し
あ

っ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
長
左
衛
門
は

「
岡
田
」
に
三
反
四
畝
余
、
四
郎

兵
衛
も

「
岡
田
」
に
三
反
三
献
余

の
田
を
有
し
て
い
る
が
、
長
左
衛
門
と
四
郎
兵
衛
の

「
岡
田
」
に
お
け
る
所
持
田
地
は
第
二
図
に
見
る

ご
と
く
長
方
形
を
し
た
同

一
区
画
内
に
あ
る
。

「岡
田
」
に
お
け
る
長
左
衛
門
と
四
郎
兵
衛
の
所
持
田
地
に
は
惣
左
衛
門
の

「
川
嶋
田
」

の
所
持
田
地

一
反

二
畝
余
が
連
続
し
て
い
る
。

「主
斗
田
」
に
お
け
る
長
左
衛
門
と
四
郎
兵
衛
の
所
持
田
地
も
連
続
し
て
い
る
が
、
以
上

の
ほ
か
、

「
と
ふ
町
」
に
お
け
る
長
左
衛
門
と
佐
次
兵
衛
の
所
持
田
地
が
連
続
し
、
こ
れ
に

「本
郷
通
り
」
の
六
兵
衛

の

一
筆
六
反
二
畝

、

余

の
田
が
連
続
し
て
い
る
し
、

「蓮

正
寺
前
」
に
は
四
郎
兵
衛
と
そ
の
隠
居
市
郎
左
衛
門
及
び
佐
次
兵
衛

の
所
持
耕
地
が
、
東
善
寺
西
側

「杉
屋
敵
前
」
に
は
長
左
衛
門
と

四
郎
兵
衛
及
び

そ
の
隠
居
市
郎
左
衛
門

の
所
持
耕
地
が
、

吉
祥
院
後
方
部
に
は

長
左
衛
門
と
四
郎
兵

衛
、
長
左
衛
門
と
六
兵
衛

の
所
持
畑
が
連
続
し
あ

っ
て
い
る
の
が
第

二
図
で
確
認
さ
れ
る
。
以
上
の
如
く
、
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
す
る

七
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
に
は
耕
地

の
集
中
的
保
有

の
傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
同
族
相
互
は
比
較
的
零
細
な
耕
地
片
を
連
続
さ
せ
て

保
有
し
て
い
る
場
合

の
多

い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

④
石
塚

(平
野
)
与
五
郎
に
出
自
を
有
す
る
二
名
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
。
石
塚
与
五
郎
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請

人
は

一
町
二
反
余
の
耕
地
保
有
者
甚
右
衛
門
及
び
九
反
余

の
耕
地
保
有
者
金
右
衛
門
の
二
名
で
あ
る
。

甚
右
衛
門
の

一
町

一
反
九
献
余

(十
七
筆
)

の
保
有
田
畑
は
十
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
十
の
字
の
う
ち

「野
添
」
に
は
四
反
五
畝
余

(
四
筆
)
の
田
が
連
続
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
甚
右
衛
門
が
耕
地
を
有
す
る
字

の
所
在
を
み
る
と
村
内
四
方
に
分
散
し
て
い
る
。
金
右

衛
門
の
保
有
田
畑
は
九
反
四
畝
余

(十
二
筆
)
は
八
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
八

つ
の
字
は
同
じ
く
村
内
四
方
に
分
散
し
て
い
る
が
、

甚
右
衛
門
と
同
様

「
野
添
」
に
四
反
余

(
三
筆
)

の
田
を
有
し
て
い
る
。

「
野
添
」
に
お
け
る
甚
右
衛
門
と
金
右
衛
門
の
所
持
田
地
は
連

続
し
て
い
る
。

「野
添
」
の
ほ
か
、
連
続

し
て
い
る
甚
右
衛
門
及
び
金
右
衛
門

の
所
持
耕
地
は
、
「
す
す
川
」
と
北
大
縄
道
に
面
し
た

「杉
屋
敷
前
」
.

「北
大
縄
前
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
野
添
」
以
外

の
連
続
し
あ
っ
た
耕
地
の
面
積
合
計
は

一
反
に
満
た
ず
零
細

で
あ
る
。
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⑤
石
塚
右
近
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
。
石
塚
右
近
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
は
三
反
六
畝
余

の
保
有
耕

地

し
か
有
さ
ぬ
八
左
衛
門

一
名
で
あ
る
。
八
左
衛
門
の
保
有
耕
地

の
う
ち
、
田
は

「主
斗
田
」

の
入
畝
余

(
一
筆
)
以
外
に
は
な
く
、

一

反
六
畝
余

(
四
筆
)

の
畑
は
三
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
八
左
衛
門
は
保
有
耕
地
面
積
も
零
細
で
あ
る
が
、
又
、
各

一
筆
の
名
請
地
も

零
細
で
あ
る
。

以
上
、
石
塚
修
理

・
回
生
井
之
上

・
同
与
五
郎

・
同
右
近
に
出
自
を
有
す
る
十
三
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
に

つ
い
て
み
て

き
た
が
、
石
塚
姓
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
全
体
に
つ
い
て
保
有
耕
地
が

い
か
に
連
続
し
て
い
る
か
を
み
る
と
、
石
塚
修
理

の
系
統
に

属
す
る
名
請
人
の
保
有
耕
地
に
他
の
石
塚
姓
の
名
請
人
の
保
有
耕
地
が
連
続
あ
る
い
は
近
接
し
て
い
る
例
が
多

い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

石
塚
修
理
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
は
他

の
石
塚
姓

の
名
請
人
に
比
し
て
耕
地
保
有
の
集
中
的
傾
向
を
有
し
、
又
、
連
続
し
て

い
る
名
請
人
の
保
有
耕
地
も
ほ
ぼ
碁
盤
の
目
の
如
く
区
分
さ
れ
た

一
区
画
の
耕
地
の
大
部
分
を
占
拠
し
て
い
る
如
き
例
も

「
お
ふ
き
田
」

に
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の

「
お
ふ
き
田
」

の
北
西
隣
り
の
字

「
の
ぞ

へ
」
に
は
石
塚
与
五
郎

・
回
生
井
之
上
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請

人

の
保
有
耕
地
が
展
開
し
、
東
側
に
は
生
井
之
上
に
出
自
す
る
名
請
人
の
耕
地
が
連
続
し
て
い
る
。

「
の
ぞ

へ
」
に
は
修
理
に
出
自
す
る

名
請
人

の
…耕
地
も
み
ら
れ
.る
が
、

「
お
ふ
き
田
」
と
同
じ
く

「
の
ぞ

へ
」
の
石
塚
姓

の
名
請
人
が
占
地
す
る
耕
地
も
碁
盤

の
如
く
囲
ま
れ

た

一
画
内
に
連
続
し
て
お
り
、
彼
等
に
よ

っ
て
そ
の

一
画

(
一
町
四
反
三
献
余
)

の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
占
拠
さ
れ
て
い
る
。

「
お
ふ

き
田
」

の
ほ
か
、

修
理
に
出
自
を
有
す
る
名
請
人
は

一
筆
四
反
以
上
の
大
規
模
耕
地
を
村
内
南
西
部

「本
郷
通
り
」
か
ら

「満
石
田
」
・

「中
筋
」
に
か
け
て
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
周
辺
に
は
生
井
之
上

・
与
五
郎
に
出
自
す
る
名
請
人
の
耕
地
が
そ
れ
に
連
続
あ
る
い
は
近
接

し
て
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
、
村
内
ほ
ぼ
中
央
部

の

「あ
な
田
」、
鈴
川
に
面
し
た

「
か
ま
め
ん
」
・
「す
す
川
」
、
吉
祥
院
裏
側
や
村

内
北
西
の

「
主
斗
出
」
等
の
修
理
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
の
周
辺
に
他

の
系
統
に
属
し
て
い
る
石
塚
姓

の
名
請
人
の

保
有
耕
地
が
そ
れ
に
連
続
し
た
り
あ
る
い
は
近
接
し
て
展
開
し
て
い
る
の
が
第

二
図
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。

⑥
高
橋
主
計
に
出
自
を
有
す
る
玉
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有
。
高
橋
主
計
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
は

一
町
七
反

～
余

一
町
三
反
余
の
耕
地
保
有
を
行
な

っ
て
い
る
勘
解
由

・
権
左
衛
門

・
与
惣
左
衛
門
の
三
名
、
及
び
、
六
～
七
反
余
の
耕
地
保
有
者
伝

左
衛
門

・
九
兵
衛

の
合
計
玉
名

で
あ
る
。

勘
解
由
は

一
町
七
反
余

(九
筆
)

の
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、

保
有
耕
地
の
字
数
は

四
で
あ
り
、

耕
地

の
分
布
す
る
字
数
は
少
な
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く
、
勘
解
由

の
屋
敷

の
西
方
に
近
接
し
て
い
る

「西
橋
場
」
に
は
田
畑
共
に
八
反
六
畝
余

(六
筆
)
と
保
有
耕
地

の
約
半
分
を
集
中
さ
せ

て
い
る
。
勘
解
由
は
畑
を

「
西
橋
場
」
以
外
に
は
有
さ
ず
、
「
西
橋
場
」

の
み
に
畑
を
集
中
さ
せ
て
い
る
が
、
「西
橋
場
」

の
勘
解
由
の
保

有
田
畑
の
う
ち
、

一
筆
五
反
余
の
田
は
同

一
宇
内
で
も
他

の
耕
地
と
は
連
続
し
て
お
ら
ず
、
碁
盤
の
日
の
如
く
仕
切
ら
れ
て
い
る
数
枚

の

耕
地
を
隔
て
て
存
在
し
て
い
る
。
勘
解
由
の

「西
橋
場
」
以
外

の
所
持
田
地
は
い
ず
れ
も

一
筆

二
反
以
上
と
な

っ
て
い
る
。

権
左
衛
門
の

一
町
三
反
八
畝
余

(十
五
筆
)

の
保
有
田
畑
は
八
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
最
も
耕
地
を
有
す
る
字
は

「角
田
」
で
、

そ
こ
に
は
四
反
二
畝
余

(
三
筆
)

の
田
を
連
続
し
て
所
持
し
て
い
る
。
又
、

「満
石
田
」
に
は

一
筆
三
反
余

の
田
を
所
持

し
て
い
る
。
権

左
衛
門
の
所
持
畑
は

一
反
余

(
四
筆
)

で
あ
る
が
、
畑
地
は
い
ず
れ
も
所
持
田
地
と
連
続
し
て
い
る
。

一
畝
余
の
田
が
あ
る

「
ほ
り
嶋
」

と
三
畝
余
の
畑
を
有
し
て
い
る

「川
嶋
」
と
で
は
字
名
は
異
な
る
が
、
同

一
耕
地
内
に
そ
れ
等
の
田
畑
は
存
在
し
て
い
る
。

与
惣
左
衛
門
の

一
町

二
反
七
畝

の
保
有
田
畑
は
七

つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。、与
惣
左
衛
門
が
最
も
耕
地
を
有
す
る
宇

は

「
と
ふ
町
」

で
、
そ
こ
に
は
四
反
六
畝
余

(
三
筆
)

の
田
を
有
し
、
又
、

「
か
し
わ
免
」
に
は
四
反
四
畝
余
の

一
筆
田
地
を
所
持
し
て
い
る
。

六
反
入
畝
余

(十
七
筆
)
の
田
畑
を
有
す
る
伝
左
衛
門
の
保
有
耕
地
は
九

つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
伝
左
衛
門
の
所
持
耕
地
は

一
筆

一

反
代

か
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
と
零
細
で
あ
る
が
、
「蓮
正
寺
前
」

の
六
畝
余

(
三
筆
)
の
田
、
及
び
、
「蓮
正
寺
わ
き
道
添
」

の
十
四
歩

の

畑
は
、
伝
左
衛
門
の
屋
敷
に
接
続

し
て
い
る
。

六
反
三
畝
余

(
七
筆
)

の
田
畑
を
有
す
る
九
兵
衛

の
保
有
耕
地
は
六
つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
九
兵
衛

の

】
筆
ご
と
の
所
持
耕
地
も

比
較
的
零
細
で
あ
る
が
、

「
か
し
わ
免
」
に
は
三
反
七
畝
余

の

一
筆
田
地
を
有
し
て
い
る
。

高
橋
主
計
に
出
自
を
有
す
る
五
名
の
各
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
は
村
内
四
方
に
分
散
し
て
お
り
、
同
族
相
互
の
耕
地
保
有
を
み

て
も
、

「
と
ふ
町
」
で
与
惣
左
衛
門
と
伝
左
衛
門
の
所
持
田
地
が
連
続
し
て
五
反
九
畝
余
と
な
っ
て
い
る
以
外
は
、
顕
著
な
耕
地

の
連
続

は
み
ら
れ
な
い
が
、
「
と
ふ
町
」

の
ほ
か
、
「主
斗
田
」
・
「西
橋
場
」
・
「う
ま
り
」
や
伝
左
衛
門
の
屋
敷
周
辺
鄙
で
主
計
に
出
自
す
る
寛
文

検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
が
連
続

し
あ

っ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。

な
お
、

「主
斗
田
」
に
お
け
る
高
橋
姓
の
名
請
人
の
保
有
耕
地
面

積

の
合
計
は
二
反
四
畝
余
で
、
そ
れ
は

「
主
斗
田
」

の
全
耕
地
面
積
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に
過
ぎ
な
い
。

⑦
権
兵
衛
及
び
角
左
衛
門
の
耕
地
保
有
。
権
兵
衛
及
び
角
左
衛
門
は
四
町
以
上

の
耕
地
を
保
有
す
る
村
内
で
五
、
六
番

の
耕
地
保
有
者

で
あ
る
。
吉
川
将
監

・
高
橋
主
計
、
及
び
、
石
塚
修
理

・
同
生
井
之
上
等
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
屋
敷
は
L
字
形
の
道
に
沿

っ
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て
整
然

と

並

ん
だ

屋
敷

の
中

に
見

い
出

せ
る
が
、

彼
等

の
屋
敷

は
そ
こ
に
は
な
く
L
字
形

の
道

の
北

西
部
蓮
脇
寺

後
方

に

位
置
し
て

い

る
。
.既
述

の
如
き
寺
田
縄
村

の
屋
敷

群

の
理
解

に
従

え
ば
彼
等
は
戦
国
期
以
来
寺

田
縄
村

に
居

住
し
て

い
た
と
考

え
ら
れ

る
。
又
、
権
兵

衛
及
び
角
左
衛
門

の
名

前
は

「
村
中

百
姓
衆
中
覚
」

に
は
記
載
が

な

い
が
、

「
村
中

百
姓
衆
中
覚
」

は
後
北
条

氏
滅
亡
以
降
寺

田
縄
村
に

新

た
に
土
着

し
た
高
橋

主
計

の
子
孫
が
作
成

し
た
も

の
で
あ
り
、
戦
国
以
来
寺
田
縄
村

に
居
住

し
、

し
か
も
村
内
上
層
に
位

置
す

る
彼
等

は
何

等
か

の
理
由

に
よ

っ
て
意
識
的

に

「
村
中
百
姓
衆
中
覚
」

か
ら
除
去
さ
れ
た
も

の
と
も
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
先
ず
権
兵
衛

の
保
有
耕
地
を

み
る
と
、
権

兵
衛

の
所
持

田
畑

四
町

四
反

一
畝
余

(
四
十

三
筆
)

は
十
九

の
字

に
分
布

し
て
い
る

が

、
権
兵
衛

の
耕
地
保
有

に
は
顕
著

な
耕
地

の
集
中
的
傾
向
が
認

め
ら
れ

る
。
字

別

の
保
有
耕
地
面
積

を
み
る
と
、
最

も
耕
地
面
積

の
多

い
字

は

「
銭

田
」

で

一
町

一
反

一
畝
余

(
七
筆
)

の
田
を

そ
こ
に
有

し
、

そ
の
他

「
う
ま
り
」

に
は

六
反
五
畝
余

(
三
筆
)
、

「
宮

ノ
わ

き
し

に
は
四
反

三
献
余

(
二
筆
)

の
田
を
有
す
る
ほ
か
、
畑
地

に
お

い
て
も
吉
祥
院
後
方

(字
名

不
明
)

に
四
反

二
畝
余

(
玉
筆
)
と
所

持

畑

の
約
半
分
を
そ

こ
に
集
中

さ
せ

て

い
る
。
吉
祥
院
後
方

の
所
持
畑

は
す

べ
て
連
続

は
し
て

い
な

い
。
又
、

「
銭

田
」

の

一
町

一
反

一

畝

(
七
筆

)

の
田

の
う
ち

匹
敵
余

(
、二
筆
)

は
他

の
田
地
と
連

続

し
て

い
る
か
否

か
不
明

で
あ

る
。
し
か
し
、
権
兵
衛
が
最
も
田
を
集
中

的

に
保
有

し
て
い
る

「
鍵

田
」

の
周

辺
を

み
る
と
、
字
名

は
異

な

る
が
そ
れ
と
連
続
あ

る

い
は
近
接

し
て
更
に
耕
地
を
有

し
て

い
る

こ
と

が
第

二
図
よ
り
理
解

さ
れ
る
。
第

二
図

に
は

「
西
橋
場
」

の

一
反

七
畝
余

(
一
筆

)
、
「
と
ふ
町
」

の

一
畝
余

(
三
筆
)

の
田
及
び

「
せ
う

ふ
田
」

の
八
畝
余

(
三
筆
)
、
「
ひ
か

へ
田
」

の

一
反
六
畝
余

(
五
筆
)

の
畑
が

「
銭

田
」

の
田
と
連
続

あ
る

い
は
近
接

し
て
展
開

し
て
い

る

の
が

み
ら
れ
る
。

「
銭

田
」

の
所
在
不
明

の
田
を
除

い
て
も

、
権
兵
衛

は

「
銭

田
」
周
辺
部

に

一
町
七
反
以
上

の
耕

地
を
集
積

し
て
い

る

の
で
あ
る
。
権
兵
衛

の
保
有
耕
地

は
全
体
的
に
み

る
と
村
内

に
分
散

し
て
い
る
が
、
上
述

の
如
く

「
銭

田
」
周
辺
及
び
吉
祥
院
後
方

の

ニ
ケ
所

に
全
保
有
耕
地

の
ほ
ぼ
半
分
が
集
中

し
て
い
る

の
で
あ

る
。

角
左
衛
門

の
保
有

田
畑

四
町

一
反
九
献
余

(
三
十
七
筆
)

は
十

の
字

に
分
布

し
て
い
る
が
、
角
左
衛
門

も
顕
著
な
耕

地

の
集
中
的
保
有

を
示

し
て

い
る
。
字

別

の
耕

地
面
積

で
は

「
主
斗
出
」

の
み
で
二
町
余

(
十

一
筆
)
を
有

し
、
更
に

「
主
斗
出
」

の
所
持
地

に
は
連
続

し

て

「
お
き

た
同
所
」

の
田

四
畝

、

「
お
き
た
嶋
」

の
畑
十
六
歩
が

あ
り
、

合
計

二
町
四
余
畝

の

耕
地
を

「
主
斗
固
し
に

連
続
さ
せ

て
い

る
。

「
主
斗
出
」

の
角
左
衛
門

の
所
持
耕
地

の
う
ち

一
町

七
反

四
畝
余

(
七
筆
)

は
連
続

し
て
方

形
を

か
た
ち

つ
く

っ
て
い
る
。

他

の

「
主
斗
田
」

に
お
け

る

所
持
地

は
所
在
不
明

の

一
筆

(
二
十
四
歩
)
を
除

い
て

す

べ
て

一
町
七
反

四
畝
余

の
方
形
に

近
接
し

て
い
る
。
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「
主
斗

出
」

に
次

い
で
角

左
衛

門
が
耕
地
を
有
す

る
宇

は

「
屋
敷
添
」

で
そ

こ
に
は
七
反

八
畝
余

(
三
筆
)

の
畑
が
集
中

し
て
い
る
。
そ

れ
は
角

左
衛
門

の
所
持
畑

の
八
〇
パ
ー

セ

ン
ト
以
上

で
あ
る
。
「
屋
敷
添
」

の
畑

の

一
筆

(
二
畝
余
)

の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
他

は
、

角
左
衛
門

の
屋
敷
地
内

と
そ

の
西
方
部
に
連
続

し
て
お
り
、
所
在
不
明

の

「
屋
敷

添
し
畑

も
そ
の
ど
ち
ら
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
主

斗
出
」

・
「
屋
敷

添
」

に
次

い
で
角
左
衛
門
が

耕
地
を
有
す

る
宇

は

「
北
大
縄
前
」

で
、

そ

こ
に
五
反

二
畝
余

(
入
筆
)

の
田
を
有
す

る

が
、

「
北
大
縄
前
」

の
田

は
必
ず
し
も
連
続

し

て
は

い
な

い
。

し
か

し
、
北
大
縄
道

に
沿

っ
た

「
北
大
縄
前
」

の
田
に
は

「
野
添
」

の
田

三
畝
余

(
三
筆

)
と

「
杉

屋
敷
」

の
畑

二
畝
余

(
一
筆
)
が
連
続

し
て
近
接

し

て
お
り
、
角

左
衛
門

の
保
有
耕
地

は
、

「
主
斗
田
」

の
ほ

か
、
北

大
縄
道

に
沿

っ
た

「
北
大
縄
前
」
周
辺
、
「
屋
敷
添
」

と
そ
の
周
辺
、
及
び
、
そ
れ
以
外

の

「
満

石
田
」

・
「
杉
木
前
」

の
ほ
ぼ

五

ケ
所

に
分
布

し
て

い
る
と
言

え
よ
う
。

⑧
井

出
道
仙

に
出
自

を
有
す

る

二
名

の
寛
文
検

地
名
請

人

の
耕
地
保
有
。
井

出
道
仙

に
出
自

を
有
す

る
寛

文
検
地
名
請
人
は

一
町

七
、

八
反
代

の
耕
地
保
有
者

与
左
衛

門
と
次
兵
衛

の
二
名

で
あ
る
。

与
左
衛
門
は

一
町
七
反
三
歎
余

(
二
十
筆
)

の
田
畑
を
所
持

し
て

い
る
が
、
与
左
衛
門

の
保
有
田
畑

は
九

つ
の
字

に
分
布

し
て
い
る
。

「
野
添
」

に
お
け
る

四
反

四
散
余

(
五
筆
)

の
田
が
、
字

別
耕

地
面
積

で
は
最
も
多

い
が
、

「
野
添
」

の
田

は
全

て
連
続

し
て
お
ら
ず

、

一
筆

一
反

三
献
余

は
離

れ
て
存
在

し
て

い
る
。
与
左
衛

門
に
は
耕
地

の
顕
著
な
集
中
的
保
有

は
見
ら
れ
な

い
が
、
「
満

石
田
」
・
「
主
斗
出
」

に

は

一
筆

三
反
余

の
田
を
所
持

し
て
い
る
。

次
兵
衛

は

　
町

五
反

八
畝
余

(
十
五
筆
)

の
田
畑

を
所
持

し
て

い
る
が
、
次
兵
衛

の
保
有
田
畑

は
十

二
の
字

に
分
布
し

て
い
る
。
.字

別

耕
地
面
積
は

「
中
筋
」

に
お
け
る
三
反
五
畝
余

(
一
筆

)
が
最
高

で
、
耕
地

の
集
中
的
保
有
は
認

め
ら
れ
な

い
が
、

「
う
ま
り
立
町
」

に

も

一
筆

二
反
七
畝
余

の
田
を
有

し
て

い
る
。

井

出
道
仙

に
出
自

を
有

す
る
与
左
衛
門

・
次
兵
衛

の
二
名

の
同
族
相

互
の
耕
地
保
有

を
み

る
と
、

五

つ
の
字

に
お

い
て
耕
地
は
連
続

し

て
お
り
、

し
か
も
連
続

し
て

い
る
各
字

の
保

有
耕
地
面
積
を

み
る
と
、
均
等
分
割

を
原
則

に
耕
地

の
分
与
が

な
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ

る
。

「
満

石
田
」

に
は
与
左
衛
門

の
三
反

一
畝
余

、
次
兵
衛

の

一
反
九
畝
余

の
田
が
連
続

し
て
存

在
す
る
。

「
満
石
田
」

の
連
続
耕
地
に
お

い
て
は
与
左
衛
門

の
所
持
地

の
方
が

一
反
余
大

き

い
が
、

一
方
、

「中
筋
」

の
連
続
耕
地
を
み

る
と
逆

に
次
兵
衛

の
所
持

田
地

の
方
が
三

反

五
畝
余
、
与
左
衛
門

の
所

持
田
地
が

二
反
余

で
、

一
反
余
大
と
な

っ
て
い
る
。

「
満

石
田
」

と

「
中
筋
」

の
連
続
耕
地

は
現
実

に
は
均
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等
に
は
な

っ
て
い
な

い
が
、

他

の
連
続
耕
地
が

均
等
に
な

っ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
耕
地
条
件
等
に

規
定
さ
れ
て

「満
石
田
」
と

「中

筋
」
の
ニ
ケ
所
合
わ
せ
て
均
等
に
な
る
よ
う
分
割
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ニ
ケ
所

の
連
続
耕
地
を
耕
地

の
質
的
面
よ
り

み
る
と
、
本
家
と
考
え
ら
れ
る
与
左
衛
門
の
方
に
上
田
が
多

い
。
他
の
与
左
衛
門
と
次
兵
衛
の
連
続
耕
地
を
み
る
と
、

「主
斗
田
」
に
お

い
て
与
左
衛
門
が
三
反

一
畝
余
、
次
兵
衛
が
二
反
三
畝
余
の
田
を
、
「
か
ま
め
ん
」
に
お
い
て
は
共
に
二
畝
余

の
畑
を
、
「
し
ゃ
く
し
か
い

と
」
に
お
い
て
は
与
左
衛
門
が
八
畝
余
、
次
兵
衛
が
七
畝
余
の
畑
を
連
続

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
耕
地
面
積
は
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
。

⑨

二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
を
有
す
る
二
名

の
寛
文
検
地
名
請
人

の
耕
地
保
有
。
二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
は

一
町

一
反
余

の
耕
地
保
有
者
伊
右
衛
門
と
九
反
余

の
耕
地
保
有
者
善
右
衛
門

の
二
名
で
あ
る
。

伊
右
衛
門
は

一
町

二
畝
余

(九
筆
)
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
伊
右
衛
門
の
保
有
田
畑
は
七

つ
の
字
に
分
布
し
て
い
る
。
最
も
耕

地
を
有
す
る
字

は

「
せ
う
ふ
田
」
で
、
そ
こ
に

一
筆
三
反
五
畝
余
の
田
を
有
す
る
ほ
か
、
目
立

っ
た
耕
地

の
集
中
は
認
め
ら
れ
ず
保
有
耕

地
は
分
散
し
て
い
る
。

善
右
衛
門
は
八
反

一
畝
余

(十
三
筆
)
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
が
、
所
持
田
畑
は
七
つ
の
字
に
分
布
し
、
最
も
耕
地
を
有
す
る
字
で

も

「中
筋
」
の
二
反
五
畝
余

(
二
筆
)
程
度

で
し
か
な
い
。
し
か
も

「中
筋
」

の
所
持
耕
地
は
連
続
耕
地
で
は
な
く
、
同

一
宇
内
で
あ
る

が
離
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
善
右
衛
門

の

一
筆
所
持
耕
地
は
比
較
的
零
細

で
あ
る
。

二
宮
善
右
衛
門
に
出
自
す
る
伊
右
衛
門
と
善
右
衛
門
の
二
名

の
同
族
相
互
の
耕
地
保
有
を
み
る
と
、
連
続
し
あ

っ
た
耕
地
は
、

「
西
橋

場
」
に
お
い
て
伊
右
衛
門
の
四
散
余

の
所
持
地
と

善
右
衛
門
の
六
畝
余
の
所
持
地
が

連
続
し
て
い
る
の
が

一
例
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る
。以

上
、
二
十
七
名
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有

の
あ
り
方
を
同
族
ご
と
に
み
て
き
た
。
各
名
請
人
の
保
有
耕
地
は
、
全
体
的
に
は

村
内
各
所
に
分
散
し
て
い
る
が
、
上
層
の
名
請
人
は
五
反
以
上
の
耕
地
を
数
ケ
所
に
集
中
さ
せ
て
お
り
、

二
町
以
上
の
大
規
模
耕
地
を

一

ケ
所
に
集
中
さ
せ
て
い
る
者
も
存
在

し
て
い
る
。
寛
文
検
地
名
請
人
全
体
に

つ
い
て
そ
の
耕
地
保
有

の
あ
り
方
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
考
察
を
加
え
た
二
十
七
名
に
つ
い
て
、
全
保
有
耕
地
面
積
に
応
じ
て

一
ケ
所
に
お
け
る
耕
地
の
最
大
集
中
規
模
が
ど

う
異
な
る
か
み
て
み
よ
う
。

考
察
を
加
え
た
二
十
七
名

の
内
訳
は
、

一
町
五
反
以
上
五
町
余

の
弥
兵
衛
に
至
る
耕
地
保
有
者
層
が
八
名
、

一
町
五
反
以
下

一
町
以
上
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の
耕
地
保
有
者
層
が

九
名
、

一
町
以
下

四
反
以
上

の
耕
地
保
有
者
層
が

七
名

、
四
反
以
下

の
零
細

な
耕
地
保
有
者
層
が

三
名
で
あ
る
。

一

町

五
反
以
上
層

に

つ
い
て
は
、

「
主
斗
田
」

に

二
町
余

の
耕
地
を
有
す

る
角

左
衛
門

を
は
じ
め
、
八
名
中

玉
名

は
少
く
と
も

一
ケ
所

に
七

反

以
上

の
耕
地

(
田
)
を
有

し
て

い
る
。
他

の
三
名

は
五
反
台

の
耕
地
を
有

す

る
者

と
、
最
も
耕
地
を
多

く
有
す

る
所

で
も
三

.
四
反
台

し
か
有
さ

ぬ
者

二
名

と
で
あ
る
が
、
　
町
五
反
以

下

一
町
以
上

の
層

で
は
、

五
反
台
が

一
名

で
あ
り
、

四
反
台
が

四
名
、

三
反
台
が
三
名

、

二
反
台
が

一
名

の
如
く

な

っ
て

い
る
。
更
に
、

一
町
以
下
四
反
以
上

の
耕
地
保
有
者
層

で
は
、

「
本
郷
通
り
」

に

一
筆

六
反
余

の
耕
地
を

有

す
る
六
兵
衛
を
除

く
と
、

一
ケ
所

に
最
も
耕

地
を
多

く
有
す

る
所

で
も
、
三
反
台
が

三
名
、

一
反
台
が

二
名
、

四
反
台
が

一
名

の
如
く

な

っ
て
お
り
、
更

に
、
四
反
以
下
層

で
は
三
名
中

二
反
台
が

一
名

で
、
他

の
二
名

が

い
ず

れ
も

一
反
以
下
と
保
有
耕
地
面
積

に
応

じ
て
耕

地

の
集
中
的
保
有
規
模
が
少

な
く

な

っ
て

い
く
傾
向
が
理
解

さ
れ
る
。

'

一
町
五
反
以
上

の
保
有
耕
地
を
有
す

る

村
内
上
層
農
民

八
名
中
玉
名

は
少

く
と
も

一
ケ
所

に

七
反
以
上

の
耕
地
を

集
中

さ
せ
て
い
る

が

、
上
層
農
民

の
耕
地

の
集
中

の
さ
せ
方

を
み
る
と
、
そ
れ
に
は

二
つ
の
タ
イ
プ
が
認

め
ら
れ

る
。

一
つ
は
、
五
反
以
上

の
耕
地

の
集
中

箇
所

が
少

な
く

ニ
ケ
所
程
度

で
あ

る
が
、

一
方

に

は
他
に
例

を
見

な

い

一
町
以
上

の
大
規
模
耕
地
を
集
中

さ
せ
て

い
る
如
き
耕
地
保
有

で

あ
り
、
角
左
衛
門

の
耕
地
保
有
が

こ
の
典
型

で
あ
り
、
他

に
権
兵
衛

の
耕
地

の
集
中

も

こ
の
タ
イ
プ

に
入
れ
る

こ
と
が

で
き

る
。
角
左
衛

門

は

「
主
斗

出
」

の
田

に
連
続

し
て

二
町

四
畝
余

の
耕
地

を
有

し

て
い
る
が
、

7
王
斗
出
」

の
田

一
町
七
反

匹
敵
余

七
筆

の
田
は
連
続

し

て
方

形
を

な
し

て
い
る
。
権
兵
衛

の
耕
地

の
最

大
集
中
箇
所

は

「
銭
田
」
周
辺
部

で
あ
る
。

こ
れ
は
厳
密
に
は
連
続
耕
地
と
は
な

っ
て
い

な

い
が

、

一
条

の
耕
地
を
隔

て
て

「
西
橋
場
」
・
「
と

ふ
町
」

の
耕
地
を
含

め
る
と
、
権
兵
衛

の

「
銭
田
」
周
辺
部

の
保
有
耕
地
面
積

は

】

町
五
反

九
畝
余

と
な
る
。
角
左
衛
門
と
権
兵
衛

の
他

の
耕
地

の
集
中
箇
所

は
、
角
左
衛
門
が

っ
屋
敷
添
」

(
畑
七
反

五
畝
余
)

で
、
権
兵

衛
が

「
う
ま
り
」

(
田
六
反

五
畝
余
)

で
あ

る
。

耕
地

の
集
中

の
他

の
タ
イ
プ

は
、

耕
地

の
最
大
集
中
規
模

は

前
者
よ
り
下
ま
わ
る
が
、

五
～
八
反

の
耕
地
を

数

ケ
所

に
分
散

さ
せ
て

い
る
如

き
耕
地
保
有

で
あ
り
、
村
内
最
高

の
耕

地
保
有
者

弥
兵
衛

や
都
ホ
が

こ
の
タ
イ
プ

に
属

す
る
。
弥
兵
衛

の
耕
地

の
集
中
箇
所

は
、

「
と
ふ
町
」
・
「
満
石

田
」
、
「
よ
こ
訂
し
・
「
通

か

へ
田
」

の
各
字

に
ま
た
が

る
連
続
耕

地
や

「
七
反
田
下
」

と

「
蓮

正
寺
前
」

で
、
そ
れ
ぞ

れ
五
～
七
反
余

の
耕
地
を
集
中
さ

せ

て
い
る
.
都

ホ
は

「
中
筋
」

と

「
う
ま

巴

に
↑

九
反
弱

の
耕
地
を
集
中

さ
せ
て

い
る
.」
と
が
確

認

さ
れ
る
以
外

に
五
反
以
上

の
耕
地
を
集
中

さ
せ

て
い
る
箇
所

は
な

い
が

、

「
本
郷
通

り
」
と

「
満

石
田
」

に
は
五
反
近

い

一
筆
耕
地
を
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所
持
し
て
い
る
。

耕
地

の
集
中
に
は
以
上
の
如
き
二
つ
の
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
前
者
に
属
す
る
角
左
衛
門
と
権
兵
衛
は
戦
国
期
以
来
寺
田
縄
村
に

居
住
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
農
民
で
あ
り
、
彼
等
は
戦
国
期
以
来

の
耕
地
保
有
を

「主
斗
出
」
や

「銭
田
」
周
辺
に
お
い
て
行
な

っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
兵
衛
と
都
ホ
は
天
正
十
八
年
後
北
条
氏
滅
亡
以
降
寺
田
縄
村
に
土
着
し
た
吉
川
将
監
と
石
塚
修
理
に
出
自
す
る

寛
文
検
地
名
請
人
で
あ
る
が
、
前
者
の
耕
地
保
有
を
戦
国
期

(中
世
)
的
耕
地
保
有
と
仮
定
し
、
弥
兵
衛
や
都
ホ
の
耕
地
保
有
を
近
世
的

と
す
れ
ば
、
耕
地
集
中

の
方
法
に
し
て
も
近
世
的
耕
地
保
有
は
分
散
的
な
耕
地
保
有
を
特
徴
と
す
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
吉
川
将
監

・
石

塚
修
理
や
高
橋
主
計
等
は
寺
田
縄
村

へ
土
着
し
た
当
初
、
角
左
衛
門
や
権
兵
衛

の
如
き
大
規
模
な
耕
地
を
集
中
的
に
保
有
し
て
い
た
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
各
同
族

の
耕
地
保
有
か
ら
推
す
と
彼
等
が
大
規
模
耕
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
同
族
相
互

の
耕
地
保
有
に

つ
い
て
は
次
に
総
括
す
る
が
、
連
続
し
あ

っ
た
同
族

の
耕
地
面
積
を
合
計
し
て
も
、
石
塚
修
理

・
同
生
井
之
守

・
同
与
五

郎

・
碧

近
等
に
出
自
す
る
蔓

麓

名
請
人
竺

指
し
て
同
族
と
し
て
み
た
場
合
麺

は
・
角
左
欝

や
権
覆

の
耕
地
の
集
規

模

に
及
ぶ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
寛
文
検
地
名
請
人
の
同
族
団

の
耕
地
保
有
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本

百
姓
と
範
疇
ず
け
ら
れ
る
農
民

の
耕
地
保
有
を
推
測
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
吉
川
将
監
や
石
塚
修
理
等
は
寺
田
縄
村
に
土
着
し
た
当

初
に
は
角
左
衛
門
や
権
兵
衛

の
如
き
大
規
模
耕
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
弥
兵
衛
や
都
ホ
の
耕
地
保
有

の
分

散
性
は
、
金
目
川

の
安
定
化
に
と
も
な
い
村
内
の
用
排
水
路
が
整
備
さ
れ
、
耕
地
状
況
が

一
変
し
て
耕
地
が
新
た
に
占
宜
し
な
を
さ
れ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
、
か
か
る
事
情
に
起
因
し
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
。
弥
兵
衛
や
都
ホ
等

の
保
有
耕
地
が
、
吉
川
将
監
や
石
塚
修
理
等

の
保
有
耕
地
そ
の
ま
ま
の
踏
襲
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
吉
川
将
監
や
石
塚
修
理
等
は
寺
田
縄
村

へ
戦
国
期

(中
世
)
的
耕
地
保
有
を
指
向
し

つ
つ
土
着
し
た
が
、
村
落
内
部
か
ら
く
る
規
制
等
に
よ

っ
て
そ
れ
が
果
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
及
び
都
ホ
の
角
左
衛
門
や
権
兵
衛
に
比
較
し
て
の
耕
地
集
中
規
模
の
過
小
性
や
耕
地
保
有
の
分
散
性

の
原
因
を
以
上

の
如
く
推
測
し
て
い
く
と
、
戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
け
る
寺
田
縄
村

の
耕
地
保
有
の
あ
り
方
を
寛
文
検
地
名
請
人
の

耕
地
保
有
よ
り
復
元
し
て
い
く

こ
と
は
困
難
に
な
る
。

又
、

近
世
初
頭
に
お
い
て
は

永
代
売
に
よ
る
土
地
移
動
も

行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
同
族
相
互
の
保
有
耕
地
は
み
ら
れ
た
如
く
連
続
し
あ

っ
た
場
合
も
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
、
次
に

一
応
各
同
族

の
保
有
耕

地
全
体
を
給
地
が
行
な
わ
れ
る

以
前
は
名
主
百
姓
あ
る
い
は

初
期
本
百
姓
と
範
昧
ず
け
ら
れ
る
‥農
民
が

一
括
保
有
し
て
い
た
と

仮
定
し
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て
、
各
同
族

の
耕
地
保
有

(
11
各
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
の
耕
地
保
有
)
に
は
ど
の
様
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
又
、
そ
れ
と
関

連
し
て
給
地
が
ど
の
様
に
行
な
わ
れ
た
か
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
総
括
と
し
よ
う
。

同
族
相
互
の
耕
地
保
有
を
み
る
と
、
保
有
耕
地
は
連
続
し
あ

っ
て
い
る
場
合
が
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
耕
地

の
連
続
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
同
族
も
存
在
す
る
。
保
有
耕
地
の
連
続
が
確
認
さ
れ
る
も
の
は
、
石
塚
修
理
を
は
じ
め
同
生
井
之
守

・
同
与
五
郎
、
高
橋
主
計
及
び
井
出
道
仙
等
に
出
自
す
る
各
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
で
、
耕
地
の
連
続
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な

い
も
の
は
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
を
含
む
吉
川
将
監
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
と
二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
す
る
寛
文
検
地

名
請
人
の
保
有
耕
地
で
あ
る
。

既
述

の
如
く
同
族
相
互
の
連
続
耕
地
面
積
は
角
左
衛
門
や
権
兵
衛
の
如
き
大
規
模
耕
地
に
及
ぶ
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
耕
地
面

積
は
合
計
す
る
と
五
～
九
反
近
く
に
達
す
る
も
の
が

五
例
み
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
,石
塚
修
理
に
出
自
す
る

三
右
衛
門
と
喜
左
衛
門

の

「
お
ふ
き
田
」
に
お
け
る
計
八
反
大
敵
余

の
連
続
耕
地
と
、
同
与
五
郎
に
出
自
す
る
甚
右
衛
門
と
金
右
衛
門
の

「
の
ぞ

へ
」
に
お
け
る
計

八
反
五
畝
余
の
連
続
耕
地
は
碁
盤
の
目
の
如
く
仕
切
ら
れ
た

一
区
画

の
大
半
を
占
め
、
又
、
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
す
る
長
左
衛
門
と
四

郎
兵
衛
の

「岡
田
」

に
お
け
る
計
六
反
八
畝
余

の
連
続
耕
地
が
長
方
形
を
な
し
て
仕
切
ら
れ
た

一
区
画
内
に
存
在
す
る
の
を
み
る
と
、
そ

の
様
な
耕
地
は
石
塚
修
理
や
同
与
五
郎
及
び
回
生
井
之
上
が
か

つ
て
は

一
括
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
そ
の

一
括
所
持
さ
れ
た

耕
地
が
右

の
如
く
分
割
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
五
反
以
上
の
連
続
耕
地
は
他
に
、
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
す
る
長
左
衛
門
と
佐
次
兵
衛

及
び
六
兵
衛
が

「
と
ふ
町
」
か
ら

「本
郷
通
り
」

に
か
け
て
有
す
る
連
続
耕
地

(計
八
反
八
畝
余
)
と
、

「と
ふ
町
」
に
お
け
る
高
橋
主

計
に
出
自
す
る
与
惣
左
衛
門
と
伝
左
衛
門

の
連
続
耕
地

(計
五
反
九
献
余
)
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
等
も
か
つ
て
は
初
期
本
百
姓
と
範
時
ず

け
ら
れ
る

一
名

の
農
民
に
よ

っ
て
保
有
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
規
模
な
同
族
相
互
の
連
続
耕
地
は
先
き
に
具
体
的
に
説
明
し
た
如
く
随

所
に
確
認
さ
れ
る
が
、
同
族
数

の
多

い
者
で
は
連
続
耕
地
の
保
有
者
が
分
家
間
相
互
で
あ
る
場
合
が
多

い
も

の
と
、
本
家
と
分
家
間
の
耕

地

の
連
続
が
多

い
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
石
塚
修
理
と
高
橋
主
計
と
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
で
あ
る
。
各
同
族
中
最
も
保

有
耕
地

の
多

い
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
本
家
と
考
え
ら
れ
る
が
、
石
塚
修
理
と
高
橋
主
計
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
連
続
耕
地
を
み

る
と
、
連
続
耕
地
は
分
家
間

の
連
続
耕
地
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
彼
等

の
本
家
と
考
え
ら
れ
る
都
圷
と
勘
解
由

の
保
有
耕
地
は
分
家
の
保

有
耕
地
と
連
続
し
て
い
な
い
場
合
が
多

い
。
分
家
の
保
有
耕
地

の
連
続
が
認
め
ら
れ
て
も

一
ケ
所
程
度

で
あ
り
、
本
家
で
あ
る
都
ホ
や
弥

121



兵
衛
は
分
家
と
は
独
立
し
て
耕
地
保
有
を
行
な

っ
て
い
る
。
都
ホ
は
比
較
的
大
規
模
な
連
続
耕
地
を
数
ケ
所
に
有
し
、
又
、
そ
の
分
家
で

あ
る
三
右
衛
門
と
喜
左
衛
門
は

「
お
ふ
き
田
」
に
八
反
六
畝
余

の
連
続
耕
地
を
有
し
て
い
る
が
、

「
お
ふ
き
田
」
に
お
け
る
そ
の
比
較
的

大
規
模
な
連
続
耕
地
は
近
世
初
頭
最
初
に
分
家
が
創
出
さ
れ
た
時
分
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「村
中
百
姓
衆
中
覚
」
に
お
け
る

石
塚
修
理

の
系
譜
も
そ
の
こ
と
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。
勘
解
由
は
大
規
模
な
連
続
耕
地
は
有
さ
ず
五
反
余

の

一
枚
耕
地
が
集
中
し
た
耕
地

の
最
大

で
あ
る
が
、

「
と
ふ
町
」
に
お
け
る
連
続
耕
地
も
分
家
間

の
連
続
で
あ
る
。

連
続
耕
地
が
本
家
と
分
家
間
の
保
有
と
な

っ
て
い
る
場
合

の
多

い
も
の
は
、
石
塚
生
井
之
上
に
出
自
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
で
あ
る
。

石
塚
生
井
之
上
に
出
自
す
る
同
族
相
互
の
連
続
耕
地
は
村
内
六
ケ
所
に
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

五
ケ
所
は
本
家
と
考
え
ら
れ
る
長
左
衛

門
と
分
家
と
の
連
続
耕
地
で
あ
る
。

「岡
田
」
と

「
と
ふ
町
」
に
お
け
る
比
較
的
大
規
模
な
連
続
耕
地
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
長
左
衛

門
個
人
で
は
大
規
模
耕
地
を
有
し
て
お
ら
ず
、
前
者
が
最
初

の
分
家
に
独
立
し
た
比
較
的
大
規
模
耕
地
を
分
け
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の

に
対
し
、

こ
の
場
合
で
は
、
本
家
が
最
初
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
大
規
模
耕
地
の

一
部
分
を
分
与
す
る
と
い
う
方
法
で
分
家
を
創
出
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
同
族
相
互
の
保
有
耕
地
が
連
続
し
て
い
る
場
合
が
多

い
も
の
で
も
、
そ
の
耕
地
の
連
続
の
さ
せ
方
に
は
右

の
如
く
分
家
間

ど
う
し
の
連
続
と
本
家
セ
分
家
と
の
連
続

の
二
種
類
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
又
、
そ
れ
は
分
家
創
出
に
際
す
る
給
地
の
方
法
に
起
因
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

耕
地

の
連
続
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
も
の
は
吉
川
将
監
と
二
宮
喜
右
衛
門
と
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
で
あ
る
。
吉
川

将
監
に
出
自
す
る
三
名

の
寛
文
検
地
名
請
人
の

一
人
は
、
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
で
あ
る
が
、
弥
兵
衛
が
五
～
七
反

の
耕
地
を

集
中
さ
せ
て
い
る
箇
所
に
も
同
族
の
保
有
耕
地
の
連
続
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、

「満
石
田
」
・
「
と
ふ
町
」

の
弥
兵
衛

の
連
続
耕
地
に

連
続
し
て

四
反
以
下
の
零
細
な

耕
地
保
有
者
角
兵
衛
の
八
畝
余
の
田
が

あ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
の
他
の
連
続
耕
地
は

「北
大
縄
ほ
り
は

た
」
に
お
け
る

弥
兵
衛
と

八
郎
左
衛
門

の
保
有
耕
地

(計
四
反
余
)
と

「蓮
正
寺
前
」
に
お
け
る

八
郎
左
衛
門
と

角
兵
衛

の
保
有
耕
地

(計

一
反
六
散
会
)
に
認
め
ら
れ
る
程
度

で
あ
る
。
八
郎
左
衛
門
の
保
有
耕
地
は

「う
ま
り
立
町
」
・
「北
大
縄
ほ
り
は
た
」
と
村
内
同

一

方
面
に
比
較
的
ま
と
ま
り
を
有
し
、
又
、
「
か
し
わ
免
」
に
も
五
反
余

の

一
筆
耕
地
を
有
す
る
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
「村
中
百
姓

衆
中
覚
」

の
吉
川
将
監
の
系
譜
か
ら
も
八
郎
左
衛
門
は
早
期
に
分
家
を
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
同
族
全
体

の
保
有
耕

地
に
連
続
が
余
り
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
分
家
を
創
出
す
る
以
前
の
初
期
本
百
姓

の
耕
地
保
有
に
お
い
て
も
、
村
内
で
の
耕
地
の
新
た
な
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占
定
が
寛
文
以
前
近
世
初
頭

の
い
つ
か
の
時
点
で
行
な
わ
れ
な
い
も

の
と
す
れ
ば
、
耕
地

の
五
～
七
反
の
集
中
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は

一
箇
所
乃
至

一
方
面
に
お
け
る
集
中

で
は
な
く
村
内
に
分
散
し
た
集
中
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
分
家
創
出
に
際
す
る
給
地
の
方
法
は
、

,

こ
の
場
合
も
本
家
が
有
す
る
大
規
模
耕
地
の

一
部
分
を
分
与
す
る
の
で
は
な
く
、
独
立
し
た
大
規
模
耕
地
を
与
え
る
と
い
う
方
法
で
近
世

初
頭
に
最
初
の
分
家
が
創
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
反
以
下
の
零
細
な
耕
地
保
有
者
角
兵
衛
は
寛
文
検
地
を
契
機
に
独
立
し
た
こ
と

が

「村
中
百
姓
衆
中
覚
C
の
吉
川
将
監
の
系
譜
よ
り
推
測
さ
れ
る
が
、
角
兵
衛
の
名
請
地

の
四
華
中
三
筆

の
田
畑
は
弥
兵
衛
や
八
郎
左
衛

門

の
保
有
耕
地
と
連
続
し
て
い
る
。

二
宮
喜
右
衛
門
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
地
名
請
人
伊
右
衛
門
と
善
右
衛
門

の
二
名

の
保
有
耕
地
の
連
続
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、'

「
西
橋
場
」
で
計

一
反
余

の
田
が
連
続
し
て
い
る
の
が

一
例
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
井
出
道
仙
に
出
自
す
る
与
左
衛
門
と
次
兵
衛
が

一
括
所
持
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
耕
地
を
均
等
に
分
轄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
伊
右
衛
門
と
善
右
衛
門
の
場
合
は
、
散
在
し
た

耕
地
を
全
体

で
均
等
に
な
る
よ
う
各
自
が
保
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
同
族
相
互
の
耕
地
保
有
に

つ
い
て
総
括
し
た
。
寛
文
検
地
名
請
人
の
同
族
ご
と
の
保
有
耕
地
を
、

一
応
給
地
を
行
な
う
以
前

の

名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
と
範
晦
ず
け
ら
れ
る
農
民
が

一
人
で
保
有
し
て
い
た
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期

本
百
姓

の
耕
地
保
有
は
必
ず
し
も
大
規
模
耕
地
を
村
内

一
ケ
所
乃
至

一
方
面
に
は
集
中
し
て
お
ら
ず
、
大
規
模
耕
地
を
有
す
る
場
合
で
も

村
内
に
分
散
さ
せ
て
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、る
。
大
規
模
耕
地
を

一
ケ
所
に
集
中
さ
せ
て
い
る
角
左
衛
門
は
、

「主
斗
出
」
に
お
け
る

二
町
余

の
集
中
耕
地
を
近
世
中
期
以
降

(「
寺
田
縄
村
絵
図
」
が
作
成
さ
れ
た
年
代
)
ま
で
分
割
す
る
こ
と
な
く
保
持
し
続
け
て
い
る
が
、

名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓

の
耕
地
の
集
中
に
は
吉
川
将
監
が
土
着
当
初
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
方
法
と
角
左
衛
門
に
代
表
さ
れ

る
如
き
耕
地

の
集
中
と
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
給
地
は
近
世
初
頭
最
初
に
分
家
が
創
設
さ
れ
る
際
に
は
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初

期
本
百
姓
の

一
括
保
有
耕
地
を
分
割
し
て
与
え
る
と

い
う
方
法
ば
か
り
で
な
く
、
独
立
し
た

一
括
保
有
耕
地
を
そ
の
ま
ま
分
家
に
与
え
る

と

い
う
方
法
も
多
く
と
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
更
に
、
分
家
が
分
与
さ
れ
た
耕
地
を
分
割
し
て
新
た
に
分
家
を
創
出
し
た
で
あ
ろ
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
た
・
吉
川
将
監

古

塚
修
理

・
高
橋
主
計
等
の
系
譜
中

の
本
家
空

家
の
分
家
を
創
出
す
る
と
、
自
己
の
保
有
耕
地
の

分
割
を
ほ
と
ん
ど
行
な

っ
て
い
な

い
の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
の
同
族
団
的
分
裂
の
結
果
独
立
を
遂
げ
て

い
る
寛
文
検
地
名
請
人
の
耕
地
保
有

の
分
散
性
も

こ
の
場
合
、
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
の

一
括
保
有
耕
地
の
分
割
か
ら
直
ち
に
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生

じ
て

い
る
の
で
は
な
く
最
初

の
分
家
創

設
と

い
う

一
ス
テ

ッ
プ
を

お

い
て
成
立

し
て

い
る

の
で
あ

る
。

注(
1
)

「
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
」
(
第
三
巻
三
十
八
～
三
十
九
ペ
ー
ジ
)
に
よ

つ
て
、
村
内
寺
社
の
宗
派

・
開
基
の
年
代
等
に
つ
い
て
み
る
と
、
東
善

寺
は
寺
田
縄
村
の
鎮
守
山
王
社
の
別
当
寺
で
曹
洞
宗
。
吉
祥
院
は
乗
替
寺
の
本
寺
で
同
じ
く
曹
洞
宗
。

「
永
享
の
頃
起
立
せ
し
な
る
べ
し
」
と
さ

れ
て
い
る
。
十
五
石
の
朱
印
地
を
領
す
。
な
お
、

「寺
田
縄
村
絵
図
」
中
宝
勝
院
と
記
入
さ
れ
た
耕
地
が
あ
る
が
、
宝
勝
院
も
吉
祥
院
の
末
寺
。

東
善
寺
と
と
も
に
創
立
年
代
不
記
。
蓮
昭
寺
は
法
華
宗
で
、
延
慶
元
年
の
開
基
と
あ
る
。
蓮
船
寺
は
本
文
中
触
れ
た
如
く
天
正
二
年
布
施
康
則
が

己
が
宅
地
に
寺
地
と
し
て
再
興
し
た
寺
で
あ
る
が
、

「
風
土
記
稿
」
で
は
そ
の
文
章
の
割
り
注
に

「
当
時
の
草
創
の
地
話
な
ら
ず
、
按
ず
る
に
、

鎌
倉
の
辺
に
あ
り
し
な
ら
ん
」
と
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
蓮
沼
寺
は
十
二
石
の
朱
印
地
を
領
す
。

(
2
)

二
筆
屋
敷
地
を
有
す
る
名
請
人
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
地
面
積
は
以
下
の
如
し
。
①
弥
兵

エ
↓

一
反
四
散
三
歩

・
七
畝
八
歩
。
②
兵
77
エ
門
↓
五
畝

十
三
歩

・
四
畝
歩
。
⑦
次
郎
左
エ
門
↓

一
反
六
畝
余

・
八
畝
歩
。
⑨
八
郎
兵

エ
↓

一
反
三
献
七
歩

・
一
反

一
献
二
歩
。
⑳
伊
兵

エ
↓

一
反
三
献
十

二
歩

・
二
畝
二
十
七
歩
。
⑳
伊
右

エ
門
↓
五
畝
十
四
歩

・
三
献
二
十
歩
。
㊨
孫
左

エ
門
↓
二
十
歩

・
一
反
三
畝
歩
。
以
上
。

(
3
)

部
分
的
に
は
高
橋
姓
の
農
民
の
う
ち
、
⑬
勘
ケ
曲
が
八
畝
二
十
七
歩
、
⑳
半
在

エ
門
が
八
畝
二
十

一
歩
と
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
。
又
、
石
塚
姓
の

者
の
う
ち
、
⑱
長
左
エ
門
が

一
畝
二
十
三
歩
、
㊨
六
兵
ヱ
が

一
反

一
畝
六
歩
と
ほ
ぼ
均
等
に
な

っ
て
い
る
が
、
屋
敷
添
の
畑
が
四
畝
余
長
左

エ
門

の
方
が
大
で
あ
る
○
ま
と
ま

っ
て
存
在
す
る
二
宮
姓

の
農
民
の
屋
敷
地
も
三
筆
は
二
畝
十
六
歩
。
二
畝
二
十
五
歩
と
ほ
ぼ
均
等
で
あ
る
が
、
他
の

こ
筆
が
四
畝
三
歩

∴
二
畝
二
十
二
歩
で
あ
り
全
体
的
に
は
不
均
等
に
な

っ
て
い
る
。

(
4
)

浅
香
幸
雄

「
相
州
大
住
郡
北
金
目
村
の
村
落
構
造
」
(
『
地
理
学
評
論
』
二
四
一
六
)

(
5
)

「
金
目
川
堤
前
々
よ
り
御
入
用
御
普
請
之
覚
し
(平
塚
市
北
金
日

柳
川
久
三
氏
所
蔵
文
書
)
。
本
史
料
は
元
文
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
慶
長
十
三
年
金
目
川
が
大
氾
濫
し
、
翌
十
四
年
御
普
請
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
時
築
か
れ
た
堤
が

「
御
所
様
御
入
国
以
来

之
堤
」
と
い
い
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
以
下
の
如
し
。

「相
州
金
目
村
大
堤
井
川
通
所

々
場
之
儀
、
往
古
よ
り
在
来
候

処
、
百
弐
拾
八
年
以
前
慶
長
拾
三
年
中
年
大
浦
水
仕
、
水
入
之
村
々
百
姓
家
居
梁
迄
水
た
々
ゑ
申
候
由
代
々
中
伝
候
、
其
近
年
、
権
現
様
御
薦
野

二
御
成
被
成
遊
処
、
其
節
者
御
殿
無
御
座
候
由

二
而
相
州
豊
田
村
清
雲
寺
江
度

々
御
休
被
遊
侠
処
、
右
之
満
水
達
御
上
聞
、
則
翌
酉
年

(
慶
長
十

四
年
)
中
原
村

二
郷
殿
御
建
被
遊
候
ー
(中
略
)
一
樹
殿
中
原

二
御
普
請
被
遊
、
右
之
満
水

二
面
村
々
百
姓
迷
惑
仕
候
儀
不
便

二
破
戒
思
召
、
御
慈

悲
を
以
同
酉
年

(
慶
長
十
四
年
)
金
目
村
大
場
井
川
通
り
所
々
堤
御
普
請
被
仰
付
下
置
供
与
申
伝
候
、
此
故

二
此
場
之
儀
を
御
所
様
御
入
国
以
来
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之
現
存
巾
来
候
ー
(以
下
略
)
L
(
句
読
点
及
び
括
弧
内
は
筆
者
)
。

(
6
)

近
世
初
頭
に
お
け
る
集
落
移
動
や
屋
敷
地
造
成
の
事
例
は
寡
聞
に
し
て
多
く
は
智

な
い
。
筆
者
の
知
る
限
り
慶
長
延
宝
間
に
お
け
る
下
総
国

香
取
郡
小
野
村

の
集
落
移
動
が
唯

一
の
事
例
だ
が

(
三
の
注
②
)
、

近
世
初
頭
寛
文

・
延
宝
頃
迄
に
お
い
て
は
、

新
田
村
落
形
成
あ
る
い
は
集
落

移
動

の
如
き
大
規
模
な
も
の
で
は
な
く
て
も
、
河
川

・
用
排
水
路
の
整
備
等
に
よ
る
生
産
力
的
上
昇
に
さ
さ
え
ら
れ
た
人
口
増
加
の
結
果
、
戦
国

期
と
は
異
な

っ
た
秩
序
に
よ
る
屋
敷
地
造
成
が
村
落
内
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
7
)

寺
田
縄
村
の
三
冊
の
検
地
帳
の
う
ち
田
方
二
冊
は
、

而

が

・西
橋
場
・
か
ら
他
が

・
蓮
正
寺
前
・
か
ら
竿
入
れ
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
は
古

川
排
水
路
南
西
部
の
、

後
者
は
そ
の
北
東
部
に
つ
い
て
の
検
地
帳
で
あ
り
、

ど
ち
ら
が
先
に
竿
入
れ
を
行
な

っ
た

検
地
帳
か
確
定
は

で
き
な
い

が
、
田
方
に
関
し
て
は
い
か
に
順
序
立
て
整
然
と
竿
入
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
が
、
第
五
表
中
の
字
の
配
列
と
第
二
図
の
字

の
所
在
と
を
見
て

い
く
と
理
解
さ
れ
る
。
畑
打
の
検
地
帳
で
は
、
字
の
所
在

の
確
認
で
き
な
い
も
の
、
又
、
同

一
字
で
も
そ
の
所
在
を
復
元
す
る
と
か
な
り
離
れ
る

場
合
も
あ
る
が
、
最
初
に
竿
入
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は

「
屋
敷
添
」
で
あ
る
。

(
8
)

高
島
緑
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

(9
)

嵐

土
竃

三

寺
田
縄
村
案

三

飛
地
一所
茸

鵠

平
等
寺
村
に
あ
虚

鶉

躍

㍊

瀧
卿
川
・
と
あ
る
が
、
そ
の
魏

は
割
注
に

あ
る
如
く
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
鈴
川
堀
替
の
た
め
設
け
ら
れ
た
飛
地
で
あ
り
、
戦
国
期
以
来
の
寺
田
縄
村
の
耕
地
で
は
な
い
。

(
01
)

石
塚
姓

の
修
理

●
生
井
之
上

・
与
五
郎

・
右
近
等
に
出
自
を
有
す
る
寛
文
検
碧

請
人
を
同
族
と
し
そ
の
連
続
耕
地
皇

た
場
く
.
、
、満
石
田
」

か
ら
道
を
隔
て
て

・
中
筋
」
二

通
か

へ
田
」
に
か
け
て
修
理

・
舞

之
上

・
与
五
郎
等
に
出
自
す
る
名
請
人
の
連
続
耕
地
が
あ
る
が
、
そ
の
橿

は

爾

九
反
余
に
の
ぼ
る
・
そ
の
外
、
石
塚
姓
の
寛
文
検
地
名
請
人
の
保
有
耕
地
の
連
続
は
多
く
認
め
ら
れ
、
か
つ
て
は
濃

の
連
続
す
る
耕
地

を
修
理
か
生
井
之
上
が

一
名
で

]
括
保
有
し
て
い
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、

石
塚
を
姓
と
す
る
者
の
う
ち
与
五
郎
は
か
つ
て
は
平
野
を
姓
と

し
・
延
享
苫

よ
り
石
塚
と
改
姓
し
た
こ
と
が

・
村
中
百
姓
衆
中
覚
・
覧

ら
れ
㌻

す
る
の
で
、
以
下
の
裏

で
碧

援

の
基

体
を
同
族

と
し
な

い
で
修
理

・
生
井
之
上

・
与

五
郎

・
右
近
等

の
そ
れ
ぞ
れ
各
系
統

の
名
請
人
を

一
つ
の
同
族
と
し
て
見

て
い
く

こ
と
と
す
る
。
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む
す
び

に

か
え
て

寺
田
縄
村
を
中
心
に
近
世
本
百
姓
形
成

の
若
干
の
考
察
を
以
上
に
加
え
て
き
た
。
寛
文
検
地
帳
の
分
析
か
ら
み
れ
ば
、
寛
文
期
に
至

っ

て
も
近
世
村
落
と
し
て
の
発
展
を
必
ず
し
も
遂
げ
て
い
な
い
村
も
周
辺
に
は
存
在
し
て
い
る
が
、
寺
田
縄
村
は
こ
の
期
に
至
る
と
標
準
的



な
近
世
村
落
と
し
て
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。
村
落
内
部

の
構
成
も

一
町
五
反
～
四
反
の
耕
地
保
有
者
が
中
核
と
な
り
、
村
域
も
以
前
に
は

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
出
入
作
が
整
理
さ
れ
、
集
落
と
耕
地
の
統

一
と
し
て
寛
文
検
地
に
よ

っ
て
確
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
け
る
寺
田
縄
村

は
二
〇
名
前
後

の
名
主
百
姓
あ
る
い
は
初
期
本
百
姓
と
把
握
さ
れ
る
農
民
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
寛
文
検
地
の
名
請
人
は
五
十
六
名
に
も
の
ぼ

っ
て
い
る
。

こ
の
農
民
数

の
増
加
は
、

「給
地
」
を

つ
う

じ
た
初
期
本
百
姓

の
同
族
団
的
分
裂
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
用
水
源
と
な
っ
て
い
る
金
目
川
の
安
定
化
に
と
も

な
う
村
内
耕
地

の
生
産
力
的
上
昇
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
又
、
分
家
創
出
に
と
も
な
う

「給
地
」
の
方
法
は
、
本
家
の

一
括

保
有
し
て
い
る
耕
地

の

一
部
分
を
分
割
す
る
も
の
と
、
独
立
し
た

一
括
保
有
耕
地
を
分
割
す
る
こ
と
な
く
分
与
し
て
い
く
も
の
と
の
二
方

法
が
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
た
が
、

近
世
初
頭
に
お
い
て
は
後
者
の
方
法
が

支
配
的
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
外
も
存
在
す
る

が
、
村
内
最
高

の
耕
地
保
有
者
弥
兵
衛
や
都
ホ

・
勘
解
由
等

の
保
有
耕
地
が
分
家
の
そ
れ
と
連
続
し
て
い
る
場
合
が
少
な

い
こ
と
か
ら
推

測
さ
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
又
、
近
世
的
な
耕
地
の
分
散
的
保
有
が
戦
国
期
に
お
け
る
名
主
百
姓
の

一
括
保
有
耕
地
の
分
割
か
ら
直

ち
に
生
ず
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

寛
文
期

の
同
族

の
耕
地
保
有
か
ら
、
戦
国
期
末

・
近
世
初
頭
に
お
け
る
名
主
百
姓
の
耕
地
保
有
は
、
規
模
の
差
は
あ
る
が
、
大
規
模
耕

地
を
数
ケ
所
に
有
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
弥
兵
衛

・
都
ホ

・
勘
解
由
等
は
寛
文
期
に
至

っ
て
も
や
は
り
比
較
的
大
規
模
な

一
括
保
有
地
を
有
し
、
角
左
衛
門

・
権
兵
衛
は
よ
り
大
規
模
な
耕
地

の
集
中
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
他
方
、
彼
等
が
最
初
に
分
与
し
た
で

あ
ろ
う

一
括
保
有
耕
地
が
更
に
分
家
ど
う
し
で
分
割
さ
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

-

耕
地
保
有

の
考
察
は
、
寛
文
検
地
名
請
人
全
て
に
つ
い
て
行
な

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
又
、
寛
文
期
に
お
け
る
同
族

の
耕
地
保
有
か
ら

直
ち
に
戦
国
期
末
に
お
け
る
名
主
百
姓

の
耕
地
保
有
を
推
測
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、

「給
地
」
に
関
す
る
考
察
も
史
料

上
の
素
材
提
示

・
推
測
に
止
め
て
お
き
た
い
。

本
稿
は
テ
ー

マ
を

「
近
世
本
百
姓

の
形
成
に
関
す
る

一
老
察
」
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
近
世
本
百
姓

の
概
念
も
曖
昧
で
寛
文
検
地
名
請

人
を
漠
然
と
そ
う
と
ら
え
、
又
、
耕
地
保
有

の
問
題
に
し
て
も
先
学

の
諸
業
績
を
素
通
り
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
史
料
的
制
約
も
あ

っ
て

全
体
の
論
旨
が
不
定
立
な
た
め
冗
長

で
煩
雑
な
説
明
に
陥

っ
た
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

、は
じ
め
に
記
し
た
と
お
り
本
稿
は
史
料
上
の
素

材
提
示
を
目
的
と
し
た

一
レ
ポ
ー
ト
で
あ
り
、
御
寛
容
戴
け
た
ら
ば
と
思
う
。
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附
記こ

の
小
稿

は
数

年
前

、
同
人
雑
誌

「
歴
史
論
」
掲
載

の
目
的

で
執
筆

し
た
も

の
で
あ
る
。
今
、
読

み
返
す

と
大
き
な
不
満
を
禁

じ
え

な

い
が
、
未
熟

な
研
究

の

一
道

程
を
示
す
も

の
と
し
て
、

そ
の
ま
ま
本
誌

に
掲
載
す

る
こ
と
と

し
た
。

P
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